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新修總持寺史（四）

新
修
總
持
寺
史
（
四
）

納
冨
　
常
天

第
七
章
　
總
持
寺
の
伽
藍
造
営
整
備

㈠
文
献
な
ど
に
よ
る
伽
藍
造
営
整
備

總
持
寺
の
伽
藍
造
営
資
料
は
僧
堂
・
仏
殿
・
法
堂
・
延
寿
堂
・
法
光
院
・
山
門
・
五
院
そ
の
他
な
ど
が
あ
る
。『
洞
谷
記
』
に
よ
る
と
、

瑩
山
禅
師
は
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
七
月
二
十
二
日
に
定
賢
か
ら
寄
進
さ
れ
た
諸
岳
寺
観
音
堂
を
禅
院
に
改
め
る
と
、
第
一
章
（
８
）
諸

嶽
山
總
持
寺
の
成
立
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
元
亨
四
年
五
月
二
十
九
日
逸
早
く
坐
禅
修
行
に
必
要
な
僧
堂
を
造
立
し
て
い
る
。
こ
れ
は
五

老
峰
を
擁
し
、
信
仰
の
拠
点
と
し
た
永
光
寺
に
対
し
、
總
持
寺
を
修
行
の
拠
点
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
の
後
に
つ
い
て
は
記

録
が
な
く
、
明
ら
か
で
な
い
が
、
あ
る
い
は
瑩
山
禅
師
が
独
自
の
護
国
思
想
（
国
家
の
救
済
は
衆
生
済
度
の
究
極
）
の
象
徴
で
あ
る
宝
冠
釈
迦

（
毘
盧
遮
那
仏
）
三
尊
を
安
置
し
た
永
光
寺
最
勝
殿
（
仏
殿
）
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、
總
持
寺
は
観
音
堂
の
堂
舎
を
禅
宗
寺
院
の
施
設
と
し
て
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転
用
し
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
。

い
ま
文
献
な
ど
に
よ
り
判
明
し
て
い
る
造
営
（
諸
堂
の
成
立
も
含
む
）
に
つ
い
て
掲
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴　

僧
堂 

元
亨
四
年
（
一
三
二
四
）
五
月
二
十
九
日

⑵　

法
光
院 

康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
以
前

⑶　

延
寿
堂 

応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
以
前

⑷　

仏
殿 
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）

⑸　

法
堂 
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）

⑹　

五
院 

明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）

⑺　

地
蔵
堂 

明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
八
月
二
十
四
日

⑻　

山
門 

応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
八
月
十
三
日

⑼　

一
切
経
蔵 

享
徳
四
年
（
一
四
五
五
）

⑽　

總
持
寺
造
営
（
堂
名
不
詳
）　

文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）

⑾　

總
持
寺
修
造 

大
永
五
年
（
一
五
二
五
）

⑿　

方
丈
造
立 

永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）

⒀　

總
持
寺
再
興 

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）

⒁　

如
意
庵
修
造 

寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）

⒂　

方
丈
・
禅
堂
建
立　

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）

⒃　

客
殿
造
立 

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）

⒄　

焼
失
伽
藍
再
建　

文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
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⒅　

明
治
大
火
と
諸
堂
舎　

明
治
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）

⒆　

鶴
見
總
持
寺
の
伽
藍
整
備

㈡
初
期
に
お
け
る
伽
藍

⑴
僧
堂

僧
堂
は
聖
僧
堂
の
略
で
、
禅
門
に
お
け
る
修
行
の
根
本
道
場
。
浴
室
・
西
浄
と
と
も
に
三
黙
堂
の
一
つ
で
、
語
笑
を
禁
じ
ら
れ
た
堂
宇

で
あ
る
が
、
衆
が
雲
の
如
く
多
く
集
る
こ
と
か
ら
雲
堂
と
も
呼
称
さ
れ
て
い
る
。『
禅
林
象
器
箋
』
第
二
類
殿
堂
門
（
三
一
頁
上
下
）
に
は
つ

ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　

僧
堂

傳
燈
錄ノ

禪
門
規
式ニ

云
。
所ノ
㆑

裒ム
ル学

衆
。
無ク
㆓

多
少ト
㆒

無
㆓

高
下ト
㆒。
尽ク

入レ
テ㆓

僧
堂ニ
㆒。
依テ
㆓

夏
次ニ
㆒

安
排ス

。

敕
修
淸
規ノ

日
用
軌
範ニ

云
。
不
㆑

得
㆓

僧
堂ノ

内ニ

聚メ
テ㆑

頭ヲ

說セ

話ス
ル
ヿ
ヲ

㆒。
不レ
㆑

得
㆘

在テ
㆓

僧
堂ノ

中ニ
㆒。
看シ
㆑

經
看ス
ル
ヿ
ヲ

㆗

冊
子ヲ
㆖。

北
礀
文
集
南
翔
僧
堂ノ

記
云
。
連子
㆓

長
榻ヲ
㆒。
敷キ
㆓

廣
座ヲ
㆒。
容レ
テ㆓

數
千
指ヲ
㆒。
開ク
㆓

單
𥁊ヲ
㆒。
必
搜ク
リ㆓

梁
棟ヲ
㆒。
選テ
㆓

柱
石ヲ
㆒。
然
後
可シ
㆔

以
帲
㆓

幪
震
風
陵

雨ヲ
㆒。
雖
㆑

然ト

非
㆑

古ニ

也
。
古
之
人
一
生
打
㆓

徹ス

於
塚
間
樹
下ニ
㆒。
云

云
。　

又
慶
寧
僧
堂ノ

記
云
。
僧
堂
之
作
。
非
㆓

古
人ノ

意
㆒。
古ハ

無
㆓

拓
提
㆒。

况
堂ヲ
ヤ耶
。
自リ
㆓

枯
木
留
香
㆒

後チ

。
天
下
較
㆑

奇ヲ

策
㆑

勝ヲ

。
翬
飛
炫
耀
。
床
榻
囱
几
。
惟
恐ハ

不ン
ヿ
ヲ

㆓

壯
麗
㆒。
耄
耋
疾
疢
。
無
㆓

霧
霾
風
雨
暴
露

之
慘ミ
㆒。
既
適
既
寧
。
精
勵
勝
進
。
當シ
㆑

倍
㆓

蓰ス

異
時ニ
㆒。
塚
間
樹
下
。
不ル
㆓

三
宿セ
㆒

者
。
何ソ

反テ

無キ
㆑

聞ヿ

焉
。

興
禪
護
國
論ニ

述
㆓

宋
國
二
十
種ノ

勝
事
㆒

中カ
ニ云
。
經
藏
僧
堂ノ

莊
嚴
。
如
㆓

淨
土ノ
㆒。

瑩
山
禅
師
が
總
持
寺
を
逸
早
く
修
行
道
場
と
し
て
位
置
づ
け
、
僧
堂
を
造
営
し
た
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
造
営
に
つ
い

て
は
『
洞
谷
記
』
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。
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同正
中
元
甲
子

五
月
十
六
日
。
碩
首
座
已
下
。
僧
衆
二
十
人
。
為
㆓

總
持
寺
僧
堂
開
㆒

出
山
。

同
廿
九
日
。
始
開
㆓

僧
堂
㆒。
請
㆓

両
班
㆒。

同
七
月
七
日
。
總
持
寺
住
持
職
。
譲
㆓

與
碩
首
座
峨
山
老
㆒。
著
㆓

法
衣
㆒。
開
堂
。
拄
杖
。
拂
子
。
戒
策
。
同
付
囑
。
即
日
新
命
。
始
東

堂
相
看
時
。
與
㆓

興
聖
〓

異
有
㆓

自
作
㆒。

三
尺
竹
箆
㆒。
〓

鉄
尺
定
三

尺
二
寸
也
。

日
本
最
初
。
入
室
竹
箆
。
付
㆓

授
之
㆒。
三
日
間
。
吉
事
連
續
。
七
日
夜
。
受
戒
人
。

十
五
人
。
四
部
衆
調
。
出
家
数
多
也
。
八
日
夜
。
又
受
戒
人
。
十
三
人
。
是
四
部
衆
調
。
九
日
大
般
若
経
。
入
寺
。
十
日
。
新
命
以

下
衆
僧
。
轉
讀
。
洞
谷
開
題
。
委
曲
宣
㆓

説
般
若
㆒。
十
二
日
。
歸
寺）

1
（

。

こ
れ
は
正（

元
亨
四
年
）

中
元
年
五
月
十
六
日
に
峨
山
韶
碩
首
座
已
下
衆
僧
二
十
人
が
、
僧
堂
を
開
く
た
め
に
永
光
寺
か
ら
總
持
寺
に
出
向
し
、
二
十

九
日
に
開
単
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
規
模
等
に
つ
い
て
は
記
録
が
な
い
か
ら
不
明
で
あ
る
。
ま
た
七
月
七
日
瑩
山
禅
師
は
總
持
寺
住
持

職
を
峨
山
禅
師
に
譲
る
と
と
も
に
、
拄
杖
・
払
子
・
戒
策
を
授
与
し
て
い
る
。
ま
た
与
え
た
竹
箆
は
鉄
尺
（
曲
尺
）
三
尺
二
寸
で
、
道
元
禅

師
が
嘉
禎
二
年
（
一
二
三
六
）
、
興
聖
寺
で
初
め
て
懐
奘
に
秉
払
さ
せ
た
時
に
用
い
た
日
本
最
初
の
も
の
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
。
な
お
そ

の
後
三
日
間
は
吉
事
が
続
い
て
、
七
日
夜
は
受
戒
者
が
十
五
人
（
四
衆
〈
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
〉
で
あ
っ
た
が
出
家
者
が
数
多
）
、

八
日
夜
は
受
戒
者
十
三
人
（
四
部
衆
）
、
九
日
は
大
般
若
経
が
搬
入
さ
れ
、
十
日
は
新
命
住
持
峨
山
禅
師
以
下
衆
僧
が
転
読
し
、
瑩
山
禅
師

が
般
若
に
つ
い
て
詳
細
に
宣
説
さ
れ
、
十
二
日
に
瑩
山
禅
師
は
永
光
寺
に
帰
山
さ
れ
た
と
あ
る
。

⑵
法
光
院

法
光
院
は
總
持
寺
山
内
に
あ
る
峨
山
禅
師
の
塔
頭
で
あ
る
。
塔
頭
に
つ
い
て
『
禅
林
象
器
箋
』
第
一
類
区
界
門
に
「
祖
師
ノ

塔
処
也
」

と
あ
る
。
法
光
院
に
つ
い
て
は
、
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
十
二
月
廿
五
日
の
「
長
秀
連
田
地
避さ
り

文ぶ
み

」
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

さ
り
申
候
の
と
の
く
に
櫛
比
の
し
や
う
乃
中
、
さ
い
所
ほ
り
こ
し
の
み
や
の
ま
ゑ
の
田
百
か
り
、
さ
と
う
太
郎
入
た
う
か
つ
く
り
、

右
田
ハ
、
ゑ
ん
せ
う
し（

首
　
座
）
ゆ
そ
の
御
ほ（

陪
　
　
　
堂
）

い
た
う
の
た
め
に
、
さ
り
申
候
な
り
、
た
ゝ
し
ゑ
ん
せ
う
し
ゆ
そ
の
御
一
こ
の
ゝ
ち
は
、
あ
ま

こ
ゆ
ふ
い（

幽
　
　
霊
）

ふ
れ
い
の
ほ（

菩
　
提
）
た
い
乃
た
め
に
、
ゑ
い
た
い
を
そ
う
ち
し
か

（
峨
　
山
）
さ

（
韶
碩
）
ん
を
し
や
う
の
御
た
ち
う
に
、
き
し
ん
申
た
て
ま
つ
り
候
な
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り
、
若
此
田
に
を
い
て
、
し
そ
ん
ら
の
中
に
い
ら
ん
わ
つ
ら
い
申
物
候
ハ
ヽ
、
此
状
に
ま
か
せ
て
、
御
さ
た
を
い
た
さ
る
へ
く
候
、

よ
て
こ

（
後
）日
の
た
め
に
し（

状
）
や
う
く
た
ん
の
こ
と
し
、

　

康
安
元
年
十
二
月
廿
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
谷
部
秀

（
長
）連

（
花
押

）
2
（

）

こ
れ
は
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
十
二
月
二
十
五
日
に
、
長
秀
連
が
、
櫛
比
荘
内
保
村
堀
腰
に
あ
る
宮
の
前
の
田
百
苅
（
一
段
）
を
ゑ
ん

せ
う
首
座
に
一
期
の
間
（
生
涯
）
引
渡
し
た
も
の
。
但
し
そ
の
没
後
は
尼
「
こ
ゆ
ふ
」
の
霊
の
菩
提
の
た
め
に
、
永
代
總
持
寺
の
峨
山
和
尚

の
塔
頭
（
法
光
院
）
に
寄
進
す
る
と
あ
る
。
こ
の
文
書
が
法
光
院
（
峨
山
塔
頭
）
の
初
見
で
あ
る
か
ら
法
光
院
は
康
安
元
年
已
前
に
建
て
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
規
模
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。

い
ま
長
秀
連
に
因
み
長
谷
部
信
連
（
?
―
一
二
一
八
）
が
能
登
国
大
屋
荘
の
地
頭
に
な
っ
て
以
降
の
長
（
長
谷
部
）
氏
の
略
系
図
を
示
す
と
、

つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

為
連
―
信
連
―
朝
連
―
政
連
―
有
連
―
盛
連
―
国
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

範
信
―
秀
連

な
お
秀
連
の
後
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
一
族
で
、
は
せ
べ
の
う
ち
の
女
る
り
わ
か）

3
（

（
二
段
）
、
沙
弥
義
勝）

4
（

（
二
段
）
、
尼
見
祐）

5
（

（
百
苅
＝
一

段
）
、
沙
弥
宗
悟）

6
（

（
不
明
、
三
二
〇
苅
、
五
〇
苅
）
、
長
氏
信）

7
（

（
五
段
）
、
長
正
連）

8
（

（
二
段
）
な
ど
が
法
光
院
に
田
地
を
寄
進
し
て
い
る
。
こ
の
な

か
か
ら
沙
弥
宗
悟
の
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
四
月
廿
日
の
田
地
寄
進
状
案
を
示
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

長
宗
悟
田
地
寄
進
状
案

寄正
校
了
、

進
し
た
て
ま
つ
る
の
と
の
く
に
く（

櫛

比

荘

）

し
ひ
の
し
や
う
諸
嶽
山
惣
持
寺
法
光
院
所
り
や
う
の
事

　

在
所
つ
ほ
つ
け
本
譲
ニ
あ
り
、

右
、
件
の
と
こ
ろ
ハ
、
伯
母
空
証
の
て
よ
り
、
永
代
を
か
き
り
て
ゆ
つ
り
う
る
所
な
り
、
し
か
る
を
峩（

韶
碩
）山

和
尚
の
御
た
つ
ち
う
法
光
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院
へ
、
ゆ
つ
り
状
を
あ
ひ
そ
へ
て
、
な
か
く
寄
進
し
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
な
り
、
も
し
宗

（
長
）悟
か
親
族
と
し
て
、
い
ら
ん
わ
つ
ら
い
を

申
さ
ん
と
も
か
ら
ハ
、
罪
科
に
し
よ
せ
ら
れ
て
、
か
の
と
こ
ろ
を
知
行
す
へ
か
ら
す
、
仍
後
日〔
の
脱
カ
〕
た
め
に
寄
進
状
如
件
、

　
　
　

応
安
元
年
四
月
廿
日　
　
　
　

沙
弥
宗
悟
判

　
　
　　
　
　
「（

裏
書
）

為
後
証
所
封
裏
也
、

　
　
　
　
　
　

応
安
元
年
八
月
廿
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沙
弥
（（

吉
見
氏
頼
）

花
押
）」）

9
（

ま
た
僧
宗
義
が
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
三
月
二
日
に
田
地
三
四
〇
苅
、
畠
・
屋
敷
を
寄
進）

10
（

し
、
気け

　
や屋
の
了
宗
も
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）

十
月
十
三
日
に
一
七
一
〇
束
（
苅
）
を
寄
進
し
て
お
り）

11
（

、
こ
れ
に
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
十
月
の
「
惣
持
寺
新
寄
進
田
地
目
録
」
に
あ
る

「
法
光
院
内
保
村
田
地

）
12
（

」（
多
分
に
重
複
し
て
い
る
）
を
勘
案
す
れ
ば
残
存
寄
進
状
を
累
計
す
る
と
五
町
近
く
な
り
、
経
済
的
に
は
裕
福
で
あ

っ
た
か
ら
、
相
応
の
堂
舎
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
な
お
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
十
月
に
、
住
持
通
幻
寂
霊
が
作
成
し
た
「
惣
持
寺
常
住

文
書
目
録
」
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
法
光
院
本
文
書　

六
通
」
と
あ
る
。

惣
持
寺
常
住
文
書
目
録

一
、
定
賢
律
師
当
寺
開（

瑩
山
紹
瑾
）

山
和
尚
請
状 

一
通

一
、
中（

定
平
）院

殿
当
寺
田
地
安
堵
宣（

元
弘
三
年
七
月
二
十
五
日
カ
）

旨（
嘉
暦
四
年
二
月
十
三
日
）

状
二
通
内
、
一
通
国（

元
弘
三
年
十
月
十
五
日
）

宣
、

一
、
定
賢
律
師
峩（

韶
碩
）山

和
尚
当
寺
施
入
状
一
通

一
、
中
院
右
衛

〔
兵
衛
カ
〕

門
督
殿
制
札
状（

正
平
七
年
正
月
十
一
日
カ
）

 

一
通

一
、
当
寺
敷
地
四
至
分
限
之
状（

元
亨
元
年
七
月
二
十
二
日
）

 

一
通

一
、
領
家
寄
進
状　
元（

十
二
月
日
）

弘
三
年
状
、 

一
通

一
、
中
院
家
寄
進
状
暦（

閏
四
月
十
六
日
）

応
四
年
状 

一
通



― 151 ―

新修總持寺史（四）

一
、
吉
見
大（

頼
隆
）蔵

大
輔
殿
制（

建
武
四
年
正
月
十
四
日
）

札
状 

一
通

一
、
仁
王
講
田
寄
進
状 

一
通

一
、
法（

櫛
比
荘
内
）（
永
仁
四
年
十
一
月
二
十
一
日
カ
）

幢
院
寄
進
状 

一
通

一
、
聖
天
供
田
本（

建
武
元
年
十
一
月
二
十
日
・
同
二
年
三
月
十
日
）

文
書
二
通
幷
渡（

康
暦
二
年
十
一
月
十
一
日
）

状 

一
通

一
、
護
摩
供
䉼
田
幷
大
般
若
・
五
部
大
乗
経（

永
仁
三
年
十
一
月
三
日
・
嘉
暦
二
年
十
一
月
十
六
日
）

木
〔
本
カ
〕文

書
二
通

一
、
○
薩
摩
阿
闍
利

〔
梨
〕定

賢
律
師
譲（

正
慶
二
年
三
月
六
日
カ
）

状 

一
通

一
、
長
徳
寺
寄
進
状 

二
通

一
、
鮎（

羽
咋
郡
）（
文
和
三
年
八
月
二
十
五
日
）

上
寄
進
状
幷
山
号
・
寺
号
本
文
書
実

（
良
秀
）

峯
和
尚
処
在
之
、

一
、
浦
上
長
円
寺
寄
進
状 
二
通

一
、
延
寿
堂
寄
進
状 
六
通）

18
（

一
、
法
光
院
本
文
書 

六
通）

13
（

一
、
櫛（

長
正
連
）

比
将
監
殿
寄
進
状 

五
通
〓

此
外
四
通
共

〻

〻

〻

〻

〻

■
■
■
■

〻

〻

和
尚
住
院
時
寄

〻

〻

〻

〻

〻

〻

進
状
幷
売
券
状　
　
　
　
　
　

〻

〻

〻

〻

〻

〻

0

一
、
禅
観
浴
主
契
約
状 

一
通

一
、
本（

宗
成
）庄

殿
制
札
状
康
暦
二（

十
月
日
）

年
状
、 

二〻
通
〓

此
内
一

〻

〻

〻

通〻〔
ハ
大
　
徹
カ
〕

□
□
□
和

〻

〻

〻

〻

尚
住
院
時

〻

〻

〻

〻

■■〻

■■〻
状
也
、　　
　
　
　
　
　
　
安
堵
〓　

一
、
地
下
目
録 

一
軸

一
、
大（

鹿
島
郡
、永
光
寺
内
）

雄
菴
文
書 

七
通

　
　
　

永
徳
二
年

壬戌

十
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

住
持
寂（

通
幻
）霊

（
花
押
）

（
宗
令
）
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⑶
延
寿
堂

病
僧
の
た
め
の
療
養
所
で
、
安
楽
堂
・
省
行
堂
・
涅
槃
堂
・
無
常
堂
・
重
病
閭
・
将
息
寮
な
ど
数
多
の
呼
称
が
あ
る
。『
禅
林
象
器
箋
』

第
二
類
「
殿
堂
門
」（
五
九
頁
上
以
下
）
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

安
樂
堂

見
㆓

于
次ノ

延
壽
堂
ニ㆒

延
壽
堂

禪
林
寶
訓ノ

音
義ニ

云
。
延
壽
堂ハ

。
撫
㆓

安
老
病ヲ
㆒

之
所
也
。
古
者
叢
林ノ

老
僧ヲ
ハ送

㆓

安
樂
堂ニ
㆒。
病
者ヲ
ハ送

㆓

延
壽
堂ニ
㆒

也
。
又
今ノ

𣵀
槃
堂
是レ
ナ
リ。

校
定
淸
規ノ

住
持ノ

入
院ニ

云
。
古ヘ

者
建
㆓

立
叢
林ヲ
㆒。
爲メ
ニ㆓

老
病ノ
㆒

設ク

。
所
以ヘ
ニ命為

㆓

堂
主ニ
㆒。
司ル
ニ以テ
ス㆓

藥
餌ヲ
㆒。
戒ツ
ゲ
テ

㆓

常
住ニ
㆒。
足ス
㆓

其
供
需ヲ
㆒。
此レ

先
佛ノ

規
制ナ
リ也
。
又
况ヤ

八
福
田ノ

中ニ

。
直
病ヲ

爲
㆓

第
一ト
㆒。
今
諸
方
。
延
壽
堂
。
有テ
㆑

名
無シ
㆑

實
。
衲
子
遇ヘ
ハ㆑

病ニ

。
如
㆑

囚セ
ラ
ル
ヽ
カ

㆓

其
間ニ
㆒。
良ニ

可
㆑

憫レ
ム也
。

萬
一
鄕
曲
。
無ン
ハ㆓

人ノ

看
虧ス
ル㆒。

公
界ヨ
リ當シ

㆓

差為

㆑

人ヲ

直ス
㆒㆑

之ニ

。
速ニ

期ス
㆓

病
安ヲ
㆒。
惟〻
是レ

天
童
。
凡ソ

一リ
モ病

僧ア
レ
ハ。

差為

㆓

一ノ

小
僕ヲ
㆒

供
過ス

。
爲ル
㆓

住
持
㆒

者ノ

。

當シ
㆘

推為

㆓

菩
薩
慈
悲
之
心ヲ
㆒。
留
㆗

意ヲ

於
此ニ
㆖。

行
事
鈔
瞻
病
送
終ノ

篇ニ

云ク

。
若シ

依ル
ニ㆓

中
國
本
傳ニ
㆒

云
。
祇
桓ノ

西
北ノ

角
。
日
光ノ

没
處ヲ

。
爲
㆓

無
常
院ト
㆒。
若
有レ
ハ㆓

病
者
㆒。
安
置為

在ク
㆑

中ニ

。
以ノ
㆘

凡ハ

生シ
㆓

貪
染ヲ
㆒。
見テ
㆓

本
房ノ

内ノ

。
衣
鉢
衆
具ヲ
㆒。
多ク

生為

㆓

戀
著ヲ
㆒。
無ヲ
㆖㆑

心
㆓

厭
背ニ
㆒。
故ニ

制為

令ム
㆑

至
㆓

別
處ニ
㆒。
堂ヲ

號ヿ
ハ㆓

無
常ト
㆒。
來
者ノ
ハ極

多ク

。
還
反モ
ノ
ハ一

二ナ
リ。

卽為

㆑

事ニ

而
求ル
ニ。

専ニ
為㆑

心ヲ

念ス
ヘ
シ

㆑

法ヲ

。
其ノ

堂
中ニ

置ク
㆓

一ノ

立
像ヲ
㆒。
金
薄ヲ

以塗リ
㆑

之
。
面
向フ
㆓

西
方ニ
㆒。
其
像
右ノ

手ヲ

擧ケ

。
左ノ

手
中ニ

繫ク
㆓

一ノ

五
綵ノ

幡ヲ
㆒。

脚
埀レ
テ曳

㆑

地ニ

。
當
㆘

安為

㆓

病
者ヲ
㆒。
在ク
㆗

像
之
後ニ
㆖。
左ノ

手ニ

執リ
㆓

幡ノ

脚ヲ
㆒。
作シ
ム㆘

從テ
㆑

佛ニ

往ク
㆓

淨
刹
㆒

之
意ヲ
㆖。
瞻
病ノ

者
。
焼
香
散
華為

。
荘
㆓

嚴ス
ヘ
シ病

者ヲ
㆒。

乃
至
若
有ラ
ハ㆓

屎
尿
吐
唾
㆒。
隨テ
㆑

有ニ

除ヘ
シ㆑

之
。
亦
無
㆑

有ル
ヿ㆑

罪
。

　
　
　
（
中
略
）

省
行
堂

卽
延
壽
堂
也
。
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黃
檗
淸
規ニ

云
。
省
行
堂
者
。
有レ
ハ㆓

病
比
丘
㆒。
攝
養ス
ル之

所
也
。

幻
住
菴
淸
規ニ

云
。
身ハ

屬ス
㆓

報
緣ニ
㆒。
誰カ

無シ
㆓

老
病
㆒。
百
丈ノ

建
立
。
意
在
㆓

於
斯ニ
㆒。
古
宿
扁為

㆓

延
壽
堂ニ
㆒。
爲
㆓

省
行ト
㆒。
使
㆘

其レ
ヲ
為省

㆓

察為

行
苦ヲ
㆒。

而
興サ
㆗

悲
智ヲ
㆖。

　
　
　
（
中
略
）

𣵀
槃
堂

卽
延
壽
堂
也
。
說
見
㆓

于
延
壽
堂ニ
㆒。

傳
燈
錄
泉
州
莆
田
縣ノ

國
歡
崇
福
院ノ

慧
日
大
師ハ

福
州
侯
官ノ

人
也
。
姓ハ

黃
氏
。
生ナ
カ
ラ
ニ
為

而
有
㆑

異
。
及テ
㆑

長
名ク
㆓

文
矩ト
㆒。

嗣
㆓

長
慶

大
安
㆒

〓

落
髪為

至
㆓

靈
觀

和
尚ノ

所ニ
㆒。
觀
曰
。
我
非
㆓

汝カ

師ニ
㆒。
汝
去テ

。
禮シ
㆓

西
院
㆒
〓

大安
〓

去レ

。
師
携ヘ
テ㆓

一ノ

小
靑
竹
杖ヲ
㆒。
入
㆓

西
院ノ

法
堂ニ
㆒。
安
遙
見テ

而
笑テ

曰
。
入リ
㆓

𣵀
槃
堂ニ
㆒

去レ

。
師
應
諾
。
輪マ
ハ
為

㆓

竹
杖
㆒

而
入ル

。
時ニ

有
㆓

五
百
許ノ

僧
㆒。
染ム
㆓

時
疾ニ
㆒。
師
以
㆑

杖
次
第ニ

點ス
㆑

之
。
各
隨テ
㆑

點ス
ル
ニ而

起ツ

。
閩
王
禮
重為

。
創メ
テ㆓

國
歡

禪
苑
㆒。
以
居シ
ム㆑

之
。

　
　
　
（
中
略
）

無
常
堂

卽
延
壽
堂
也
。
天
竺ニ

稱
㆓

無
常
院ト
㆒。
見
㆓

于
延
壽
堂ノ

處ニ
㆒。

釋
氏
要
覽
云
。
南
山ノ

鈔ニ

云ク

。
無
常
堂ノ

内ニ

。
置
㆓

一ノ

立
像ヲ
㆒。
金
薄
塗
㆑

之
。
云
云
、
同
㆔

前
延
壽
堂

處
引
㆓

行
事
鈔
㆒、　　

重
病
閭

蓋
亦
是
延
壽
堂
也
。

大
慧ノ

武
庫ニ

云
。
圓
悟
到
㆓

五
祖ノ

室
中ニ
㆒。
平
生ノ

所
得
。
一
句モ

用ヿ

不
㆑

著
。
出為

㆓

不
遜ノ

語ヲ
㆒。
忿
然ト
為而

去ル

。
祖
云
。
汝
去テ

遊
㆓

浙
中ニ
㆒。
著エ
テ㆓

一
頓ノ

熱
病
㆒

打セ
ン時
。
方ニ

思
㆓

量ス
ル
ヿ我

㆒

在
。
圓
悟
到テ
㆓

金
山ニ
㆒。
忽
染テ
㆓

傷
寒ニ
㆒。
困
極
移為

入
㆓

重
病
閭ニ
㆒。
遂
以
㆓

平
生
參
得
底ノ

禪ヲ
㆒

試
㆑

之
。
無
㆓

一
句ノ

得ル
㆒㆑

力
。
追
㆓

繹
五
祖
之
語ヲ
㆒。
乃
自
誓
曰
。
我
病
稍
間ヒ
マ
ア
ラ
ハ

。

卽
徑チ
ニ歸ン

㆓

五
祖ニ
㆒。
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將
息
寮

蓋
亦
是
延
壽
堂
也
。

續
傳
燈
錄
葉
縣ノ

省
禪
師ノ

章ニ

云
。
師
因ニ

去テ
㆓

將
息
寮ニ
㆒

看ス
㆓

病
僧ヲ
㆒。
僧
乃
問
曰
。
和
尚
四
大
本
空
。
病
從リ
カ㆑

何
來ル

。
師
曰
。
從リ
㆓

闍
黎カ

問
處
㆒

來ル

。
僧
喘テ
㆑

氣ヲ

又
問
曰
。
不
㆑

問
時
如
何
。
師
曰
撤為

㆑

手ヲ

臥ス
㆓

長
空ニ
㆒。
僧
曰
哪
。
便
脱
去ス

。）
14
（

總
持
寺
に
お
け
る
延
寿
堂
の
初
見
は
、
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
三
月
廿
日
の
長
宗
悟
田
地
寄
進
状
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
延
寿
堂
が
そ
れ

以
前
に
造
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
い
ま
文
書
を
掲
げ
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

き
し
ん
し
た
て
ま
つ
る
の
と
の
く
に
ふ
け
し
の
こ
ほ
り
く
し
ひ
の
し
や
う
の
う
ち
う（

浦

上

村

）

ら
か
み
の
む
ら
の
た
の
事

　
　

合
三
百
か
り
、
さ
い
し
ょ
み
や
の
こ
し
、

し
ん
五
郎
つ
く
り
、　

右
、
く
た
ん
の
て
ん
ち
ハ
、
し（

沙

弥

宗

悟

）

や
ミ
そ
う
こ
ち（

重

代

相

伝

）

う
た
い
さ
う
て
ん
の
そ（

所

領

）

り
や
う
な
り
、
し
か
る
を
、
そ
う
ち
し
ゑ（

延

寿

堂

）

ん
し
ゆ
た
う
の

ほ（

本

尊

薬

師

如

来

）

ん
そ
ん
や
く
し
に
よ
ら
い
に
、
そ
う
こ
か
け（

現

当

）

ん
た
う
二
世
の
た
め
に
、
な
か
く
き
し
ん
し
た
て
ま
つ
る
、
も
し
そ
う
こ
か
し（

子
々
ゝ
そ

ん孫

々

）
〳
〵
に
お
い
て
、
い
ら
ん
わ
つ
ら
い
を
申
候
ハ
ヽ
、
ふ（

不
孝
）

け
う
の
し

（
仁
）ん
と
し
て
、
そ
う
こ
か
あ
と
を
つ
く
へ
か
ら
す
、
よ
て
こ
に
ち

の
た
め
に
、
き
し
ん
し
や
う
く
た
ん
の
こ
と
し
、

　
　
　

応
安
元
年
三
月
廿
日　
　
　
　
　
　

そ
う
こ
（
花
押

）
15
（

）

こ
れ
は
沙
弥
長
宗
悟
が
累
代
相
伝
し
た
所
領
の
櫛
比
荘
浦
上
村
宮
の
腰
の
田
地
三
百
苅
（
三
段
）
を
、
宗
悟
の
現
当
二
世
の
た
め
、
總

持
寺
延
寿
堂
本
尊
薬
師
如
来
に
永
代
寄
進
す
る
。
も
し
宗
悟
の
子
々
孫
々
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
苦
情
や
面
倒
な
こ
と
を
い
う
よ
う
で
あ
れ

ば
、
不
孝
者
と
し
て
、
宗
悟
の
跡
を
相
続
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
延
寿
堂
に
つ
い
て
は
、
永
和
元
年
（
一
三
七
五
）
八
月
廿
八
日
、
長
正
連
副
状
（
百
苅
）
、
永
徳
元
年
（
一
三
八
一
）
十
一
月
十
三

日
、
某
田
地
寄
進
状
（
二
段
）
、
お
よ
び
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
十
月
二
十
五
日
、「
惣
持
寺
前
住
有
藉
等
連
署
置
文
」
の
「
延
寿
堂
分

田
事
」（
三
百
苅
）
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。
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長
正
連
副
状

う（
浦
　
上
）

ら
か
ミ
の

（
浦
比
庄
内
）

よ
（
マ
マ
）う
と
う
沙
弥
宗

（
長
）悟
、
惣
持
寺
ゑ（

延

寿

堂

）

ん
し
ゆ
う
た
う
き
し
ん
し
た
て
ま
つ
る
田
の
事

　
　

合
百
か
り
、
在
所
ミ

（
浦
上
村
内
）

や
の
こ
し
、
し
ん
五
郎

つ
く
り
、　　
　
　
　
　
　
　

右
、
き
し
ん
し
や
う
の
む
ね
に
ま
か
せ
て
、
御
ち
き
や
う
し
さ
い
あ
る
へ
か
ら
さ
る
も
の
な
り
、
よ
ん
て
の
ち
の
た
め
に
そ（

副

状

）

ゑ
し
や
う

く
た
ん
の
こ
と
し
、

　
　
　

永
和
元
年
八
月
廿
八
日　
　
　

左
近
将
監
正

（
長
）連

（
花
押

）
16
（

）

　
　

某
田
地
寄
進
状

「（
端
裏
書
）

延
寿
堂
浦（

櫛
比
庄
内
）

上
、」

寄
進　

惣
持
寺
田
之
事

　
　

合
弐
段
者
、
在
所
か
つ

（
香
糠
カ
）か
・

宮
越
前
、

右
、
件
寄
進
意
趣
者
、
天
長
地
久
御
祈
禱
状
如
件
、

　
　
　

永
徳
元
年
十
一
月
十
三
日　
　

■
■
■
■
（
花
押

）
17
（

）

　
　

惣
持
寺
前
住
侑
藉
等
連
署
置
文

　

延（
惣
持
寺
内
）

寿
堂
分
田
事

　
　

合
参
百
苅
〓

在
所
浦
上
、

右
、
無（

円
照
）外

和
尚
与
大（

宗
令
）徹

和
尚
如
御
定
、
別
ニ
為
延
寿
当

（
堂
）可

被
置
者
也
、
此
年
貢〔

料
脱
カ
〕

足
者
、
毎
日
之
堂
司
時
分
幷
病
僧
薪
充
之
、
冬
者
日
ニ

二
文
、
薪
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一
束
、
春
・
夏
・

秋
三
日
薪
一
束
、

若
有
余
剰
者
、
納
所
方
ニ
置
之
、
可
有
堂
司
僚
修
造
歟
、

 
 

如
意
良（

伝
芳
）受

（
花
押
）

 
 

洞
川
梵
玖
（
花
押
）

 
応
永
拾
五
年
十
月
廿
五
日 

妙
高
性
禅
（
花
押
）

 
 

伝
法
元（

普
門
）三

（
花
押
）

 
 

前
惣
持
侑（

貝
林
）藉

（
花
押

）
18
（

）

最
後
の
「
惣
持
寺
前
住
有
藉
等
連
署
置
文
」
は
前
住
貝
林
有
藉
と
普
蔵
院
を
除
く
四
庵
（
如
意
・
洞
川
・
妙
高
・
伝
法
）
の
住
持
が
連
署
し

た
も
の
で
、
無
外
円
照
と
大
徹
宗
令
の
定
め
に
従
っ
て
、
櫛
比
荘
浦
上
村
の
田
地
三
百
苅
（
三
反
）
を
運
営
料
と
し
て
お
く
が
、
こ
の
年
貢

料
は
堂
司
の
取
り
分
と
、
病
僧
の
薪
料
（
冬
は
一
日
に
二
文
と
薪
一
束
、
春
・
夏
・
秋
は
三
日
に
薪
一
束
）
で
、
余
剰
が
あ
れ
ば
納
所
方
に
納
め

置
き
、
堂
司
寮
を
修
造
す
る
べ
き
か
と
あ
る
。

な
お
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
十
月
、
住
持
通
幻
寂
霊
が
作
成
し
た
「
惣
持
寺
常
住
文
書
目
録
」
に
「
延
寿
堂
寄
進
状　

六
通

）
19
（

」
と
あ
る

か
ら
、
佚
失
し
た
寄
進
状
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
の
規
模
な
ど
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
六
通
の
寄
進

状
や
運
営
料
な
ど
か
ら
あ
る
程
度
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈢
仏
殿
・
法
堂
の
造
立

⑴
仏
殿

仏
殿
は
七
堂
伽
藍
の
中
心
で
、
本
尊
を
安
置
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
建
造
物
で
あ
る
。
大
殿
・
大
仏
宝
殿
・
覚
皇
宝
殿
・
大
雄
宝
殿
と

も
称
し
て
い
る
。『
禅
林
象
器
箋
』
第
二
類
殿
堂
門
（
十
六
頁
下
）
に
よ
る
と
、
西
域
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
香
殿
」
と
も
あ
る
。
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西
域ニ
ハ佛

殿ヲ

。
名
㆓

香
殿ト
㆒。
毘
柰
耶
雜
事
。
佛
爲
㆓

外
道
㆒

現
㆓

神
通
㆒

因
緣
云
。
世
尊
卽
以
㆓

右
足ヲ
㆒。
踏玉
ノ㆓

其
香
殿ヲ
㆒。
是ノ

時
大
地
六
種ニ

震
動
。

注ニ

西
方
名
㆓

佛
所
住ノ

堂
㆒。
爲
㆓

健
陀
俱
知ト
㆒。
健
陀ハ

是レ

香
。
俱
知ハ

是レ

堂
。
此
是
香
室
香
臺
香
殿
之
義
。
不
㆑

可
㆔

親ク

觸
㆓

尊
顏ニ
㆒。
故ニ

但
喚フ
㆓

其

所
住
之
殿ヲ
㆒。
卽
如シ
㆓

此
方ノ

王
階
陛
下
之
類ノ
㆒。
然ル
ニ名テ

爲ル
㆓

佛
堂
佛
殿ト
㆒

者ハ

。
斯
乃チ

不
㆑

順
㆓

西
方
之
意ニ
㆒。）

20
（

ま
た
『
禅
苑
清
規
』
の
百
丈
規
縄
頌
に

不
立
仏
殿
、
唯
構
法
堂
者
、
表
仏
祖
親
受
当
代
為
尊
也

入
門
無
仏
殿
。
陞
座
有
虚
堂
。

即
此
伝
心
印
。
当
知
是
法
王
。）

21
（

と
あ
る
よ
う
に
、
禅
宗
で
は
唐
代
に
は
仏
殿
は
な
く
、
宋
の
初
期
に
設
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
後
代
で
は
仏
殿
が
後
述
す
る
法

堂
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
る
。
總
持
寺
仏
殿
に
つ
い
て
は
、『
永
光
寺
年
代
記
』
康
暦
元
年
（
一
三
七
九
）
の
条
に
「
總
持
寺
仏
殿
立
」
と
あ

る
が
、
こ
れ
は
左
隣
の
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
欄
に
書
く
べ
き
も
の
を
、
誤
っ
て
康
暦
元
年
欄
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
總
持
寺
蔵

「
惣
持
寺
仏
殿
造
立
目
録
」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
「（

端
裏
書
）

惣
持
寺
仏
殿
造
立
目
録
」

諸
嶽
山
総
持
寺
仏
殿
鉞
立
・
礎
□〔

居
立
〕□

柱
・
上
梁
・
上
棟
日
記

康
暦
二
年
〓

庚申
〓

二
月
廿
二
日
、
辰
時
鉞
立
、
録

〔
禄
、 以
下
同
ジ
〕

物
五
貫
文
、

同
四
月
廿
二
日
、
辰
時
礎
居
立
柱
、
録
物
拾
貫
文
、

同
六
月
廿
六
日
、
辰
時
上
梁
、
録
物
□
貫
文
、

永
徳
二
年
〓

壬戌
〓

八
月
廿
三
日
、
辰
時
上
棟
、
大
工
玄
鑒
、
子
息
彦
三
郎
任
左
衛
門
大
夫
取
幣
、
棟
拝
後
、
引
物
衣
一
帖
、
次
銀
剣
一
腰
、

次
鞍
置
馬
一
疋
、
驂
馬
一
疋
、
次
小
工
鞍
置
馬
一
疋
、
番
匠
十
六
人
各
馬
一
疋
充
、
記
名
字
於
札
著
馬
、
棟
掛
物
六
拾
貫
文
、
奴
佐

絹
三
・
綿
一
両
・
麻
苧
一
両
・
檀
紙
一
帖
・
膝
著
絹
一
・
善
綱
絹
三
・
布
三
・
弓
絃
絹
一
・
棟
餅
九
枚
・
下
鋪
布
三
・
甁
子
三
具
・
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大
肴
一
対
・
大
筒
一
幷
小
肴
出
、
立
時
甁
子
一
双
・
小
肴
、
次
葺
師
酒
肴
・
馬
一
疋
、
次
鍛
冶
酒
肴
・
鞍
置
馬
一
疋
、
点
心
料
足
拾

貫
文
・
飯
米
弐
斛
、
次
猿
楽
三
頭
各
米
一
俵
・
馬
一
疋
、
次
土
甁
十
六
諸
方
助
成
、
次
陞
座
、
次
諷
経
、
々
々
後
読
疏
、

　
　

上
棟
助
成
日
記

立（
越
中
国
、 大
徹
宗
令
）

川
寺　

馬
一
疋 

定（
能
登
国
、 実
峰
良
秀
）

光
寺　

馬
一
疋

五
百
文 

仏（
加
賀
国
能
美
郡
、 了
堂
真
覚
）

陀
寺　

馬
一
疋

聞（
梅
山
）本

首
座　

馬
一
疋 

妙
忍
典
座　

馬
一
疋 

韶（
瑞
巖
）麟

蔵
主　

馬
一
疋

禅
鑒
蔵
主　

馬
五
百
文

一
疋 

明
慶
大
史

〔
姉
〕　

五
百
文 

正（
了
峰
）杲

浴
主　

五
百
文

祖
英
浴
主　

三
百
文 
慶
福
寺
坊
主　

馬
一
疋 

豊
田
比
丘
尼
五
百
文

明
源
大
姉　

二
百
文 
櫛（

長
正
連
）

比
殿　

馬
一
疋 

新
井
殿　

馬
一
疋

阿
岸
殿　

馬
一
疋 

竹
原
殿　

馬
一
疋 

高
山
殿　

馬
一
疋

仁
岸
殿　

馬
一
疋 

了
宗　

馬
一
疋 

幸
性　

馬
一
疋

道
了　

馬
一
疋

　
　

已
上
、
拾
八
貫
文

　
　
　

永
徳
二
年
壬戌

八
月
日　

記
之）

22
（

　
　
　
　
　
　　
　
（（

通
幻
寂
霊
）

花
押
）

こ
れ
は
永
徳
二
年
八
月
、
通
幻
寂
霊
（
一
三
二
二
―
九
一
）
が
總
持
寺
仏
殿
の
鉞
立
（
木
造
）
か
ら
上
棟
ま
で
の
造
営
経
緯
、
鉞
立
・
礎
居

立
柱
・
上
梁
な
ど
の
禄
物
（
俸
禄
）
や
、
大
工
を
は
じ
め
と
す
る
葺
師
・
鍛
冶
・
猿
楽
な
ど
へ
の
引い
ん
も
つ物

（
贈
り
物
・
進
物
）
、
さ
ら
に
は
助
成

者
と
助
成
内
容
を
詳
細
に
記
録
し
た
も
の
で
、
そ
の
収
支
の
概
容
が
わ
か
る
。
願
主
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
住
持
の
通
幻
寂
霊

と
思
わ
れ
る
。

總
持
寺
に
お
い
て
は
瑩
山
禅
師
に
よ
る
僧
堂
造
立
以
来
の
本
格
的
造
営
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
は
じ
め
に
造
営
経
緯
に
つ
い
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て
記
し
て
い
る
。
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
二
月
二
十
二
日
辰
時
に
鉞
立
（
録
物
五
貫
文
）
し
、
同
四
月
二
十
二
日
礎
居
立
柱
（
録
物
十
貫
文
）
、

同
六
月
二
十
六
日
に
上
梁
（
録
物
□
貫
文
）
し
て
い
る
か
ら
、
鉞
立
か
ら
上
梁
ま
で
四
ヶ
月
要
し
て
い
る
。
ま
た
永
徳
二
年
（
一
三
八
二
）
八

月
二
十
三
日
に
上
棟
し
て
い
る
か
ら
、
鉞
立
か
ら
約
二
年
半
の
年
月
を
要
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
の
間
の
経
費
も
記
さ
れ
て
い
る

が
、
残
念
な
が
ら
上
梁
の
禄
物
部
分
が
破
損
の
た
め
、
正
確
に
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
造
立
の
た
め
の
年
月
、
上
梁
の
関
係

を
除
く
経
費
な
ど
か
ら
、
寺
院
建
築
専
門
の
関
係
者
な
ら
、
規
模
な
ど
も
推
察
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

つ
ぎ
に
上
棟
の
次
第
は
、
大
工
玄
鑒
と
子
息
彦
三
郎
（
左
衛
門
大
夫
に
任
命
）
が
幣
を
と
り
祓
を
し
て
い
る
が
、
棟
拝
後
に
大
工
・
小
工
・

番
匠
の
引
物
や
、
上
棟
用
の
掛
物
、
さ
ら
に
は
葺
師
・
鍛
冶
・
猿
楽
の
引
物
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
大
工
の
引
物
は
衣
一
帖
・
銀
剣
一
腰
・

鞍
置
馬
一
疋
・
驂
馬
（
添
え
馬
）
、
小
工
に
は
鞍
置
馬
一
疋
、
番
匠
十
六
人
に
は
各
馬
一
疋
充
、
名
字
を
記
す
と
あ
る
。

ま
た
上
棟
用
掛
物
は
六
十
貫
文
で
奴ぬ

　
さ佐

絹
・
綿
・
麻ま

　
ち
ょ苧

（
か
ら
ず
し
）
・
檀
紙
・
膝
著
絹
・
善
綱
絹
・
布
・
弓
絃
絹
・
棟
餅
・
下
鋪
布
・

瓶
子
・
大
肴
・
大
筒
・
小
肴
出
、
立
時
瓶
子
・
小
肴
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
葺
師
に
酒
肴
と
馬
一
疋
、
鍛
冶
に
酒
肴
と
鞍
置
馬

の
引
物
や
点
心
料
足
十
貫
文
・
飯
米
二
斗
、
猿
楽
三
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
米
一
俵
・
馬
一
疋
の
引
物
さ
ら
に
は
土
瓶
十
六
諸
方
助
成
が
記
さ
れ

て
い
る
。

つ
い
で
仏
事
次
第
は
単
に
陞
座
・
諷
経
・
諷
経
後
読
疏
と
あ
る
の
み
で
、
後
述
す
る
「
總
持
寺
法
堂
造
立
注
文
」
の
よ
う
に
、
詳
細
に

は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。

最
後
に
助
成
者
と
助
成
内
容
が
連
記
さ
れ
て
い
る
。
助
成
者
は
峨
山
門
下
と
在
俗
帰
依
者
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
助
成
内
容
と
あ
わ
せ

て
掲
げ
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
峨
山
門
下
は
立
川
寺
（
越
中
国
大
徹
宗
令
）
・
定
光
寺
（
能
登
国
実
峰
良
秀
）
・
禅
鑒
蔵
主
馬
一

疋
と
五
百
文
（
或
い
は
法
堂
の
助
成
内
容
か
ら
五
百
文
の
代
り
に
馬
一
疋
か
）
・
仏
陀
寺
（
加
賀
国
能
美
郡
了
堂
真
覚
）
・
梅
山
聞
本
首
座
・
妙
忍
典

座
・
瑞
巖
韶
麟
蔵
主
・
慶
福
寺
坊
主
各
馬
一
疋
、
明
慶
大
史

（
姉
）
・
了
峰
正
杲
浴
主
・
豊
田
比
丘
尼
五
百
文
、
祖
英
浴
主
三
百
文
、
明
源
大
姉

二
百
文
と
な
っ
て
い
る
。
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ま
た
在
俗
信
者
は
能
登
外
浦
一
帯
の
在
地
武
士
層
や
そ
の
一
族
と
思
わ
れ
る
が
、
櫛
比
殿
（
長
正
連
）
、
新
井
殿
・
阿
岸
殿
・
竹
原
殿
・

高
山
殿
・
仁
岸
殿
・
了
宗
・
幸
正
・
道
了
各
馬
一
疋
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
助
成
を
累
計
す
る
と
、
馬
十
七
疋
と
三
貫
文
に
な
る
が
、「
合
計

十
八
貫
」
と
あ
る
の
は
、
馬
の
分
が
代
銭
で
寄
進
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
通
幻
寂
霊
は
仏
殿
造
立
に
お
け
る
収
支
の
概
要
を
記
録
し
て
い
る
が
、
同
年
十
月
に
は
「
總
持
寺
常
住
文
書
目
録

）
23
（

」
と

「
惣
持
寺
新
寄
進
田
地
目
録

）
24
（

」
を
作
成
し
て
い
る
。
な
お
同
じ
永
徳
二
年
三
月
晦
日
「
長
正
連
田
地
寄
進
状
」
に

奉
寄
進
惣
持
寺
仏
性

〔
餉
〕田

事

　
　

合
弐
段
者
、
在
所
、
と

（
諸
岳
村
内
）

り
こ
へ
山
部
作
五
、

同
心
仏
作
七
、
同
観　

勝
作
八
、
已
上
弐
段
、　

右
田
者
、
正

（
長
）連

住
〔
重
〕代
さ
う
て
ん
の
処
也
、
然
を
正
連
現
当
二
世
の
た
め
に
、
新
造
至
尊
に
毎
日
仏
し
や
う
の
御
料
に
寄
進
し
た
て
ま

つ
る
処
也
、
若
子
々
孫
々
の
中
に
、
い
ら
ん
わ
つ
ら
い
を
申
輩
に
を
ひ
て
ハ
、
不
孝
の
仁
と
し
て
、
か
の
所
を
知
行
す
へ
か
ら
す
候
、

仍
為
後
日
寄
進
状
如
件
、

　
　
　

永
徳
二
年
壬戌

三
月
晦
日　
　
　

長
谷
部
正
連
（
花
押

）
25
（

）

と
あ
る
。
新
造
至
尊
は
、
こ
の
仏
殿
に
安
置
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
こ
の
正
連
書
状
は
至
尊
の
毎
日
仏
餉
料
と

し
て
田
地
二
段
を
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
八
月
九
日
に
は
等
喜
が
能
登
賀
嶋
郡
津
向
山
慈
渓
寺
前
住
月
印
瑞
珠
座
元
の
入
牌
料
と
し
て
總
持
寺
仏
殿

に
不
尽
灯
の
鳥
目
千
疋
と
、
鉄
灯
籠
一
箇
を
寄
進
す
る
の
で
、
代
々
怠
慢
の
な
い
よ
う
希
っ
た
、
寄
進
状
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

能
州
賀
嶋
郡
津
向
山
慈
渓
寺
前
住
月
印
瑞
珠
座
元
禅
師
為
入
牌
、
不
尽
燈
之
鳥
目
千
疋
幷
相
添
鉄
燈
籠
一
箇
、
奉
寄
進
仏
殿
者
也
、

代
々
無
怠
慢
様
仁
、
各
可
被
加
尊
意
之
旨
所
希
候
、

　
　
　

永
禄
六
年
癸亥

八
月
九
日　
　
　
　
　
　
　

僧
等
喜
（
花
押
）
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進
上
総
持
寺

　
　
　
　
　

五
院
守
塔
下）

26
（

⑵
法
堂

法
堂
は
説
法
堂
の
意
で
、
住
持
が
仏
に
代
っ
て
衆
に
説
法
す
る
堂
宇
で
、
禅
院
に
お
い
て
は
主
要
伽
藍
の
一
つ
で
あ
る
。
古
く
は
仏
殿

の
項
で
も
触
れ
た
が
、『
禅
苑
清
規
』
の
百
丈
規
縄
頌
に
「
不
立
仏
殿
、
唯
構
法
堂
」
と
あ
る
よ
う
に
、
仏
殿
は
な
く
法
堂
の
み
建
て
ら
れ

た
。『
禅
林
象
器
箋
』
第
二
類
殿
堂
門
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

法
堂

忠
曰
。
演
㆓

說
大
法
㆒

之
堂
。
故ニ

云
㆓

法
堂ト
㆒。
故
黃
�カ

百
丈
山
師
表
閣
記ニ

云
。
東
陽
嗣テ

住
㆓

是
山ニ
㆒。
既
新ニ

作
㆓

演
法
之
堂ヲ
㆒。止此　

又
宋
景
濂カ

護
法
錄
妙
辨
大
師ノ

塔ノ

銘ノ

序ニ

云
。
元ノ

季
。
寺
焚ク
㆓

于
兵ニ
㆒。
公
奮
然ト
為有

㆑

爲ル
ヿ。

創ム
㆓

演
法ノ

堂
。
及ヒ

方
丈
室ヲ
㆒。）

27
（

し
か
し
後
に
は
仏
殿
の
後
方
に
建
て
ら
れ
た
ば
か
り
か
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
や
が
て
仏
殿
が
法
堂
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
る
。
現

在
の
禅
宗
寺
院
で
は
、
仏
・
菩
薩
を
安
置
す
る
仏
殿
・
法
堂
、
さ
ら
に
は
住
持
の
居
間
で
あ
る
方
丈
の
機
能
を
も
っ
た
本
堂
が
中
心
的
建

物
と
な
っ
て
い
る
。

仏
殿
の
造
営
か
ら
四
年
後
の
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
九
月
二
十
九
日
、
大
徹
宗
令
（
一
三
三
三
―
一
四
〇
八
）
が
法
堂
の
造
立
に
つ
い
て
、

鉞
立
か
ら
上
棟
ま
で
の
経
費
、
引
物
、
助
成
者
な
ど
を
中
心
に
記
録
し
た
「
總
持
寺
法
堂
造
立
注
文
」
が
あ
る
。
い
ま
掲
げ
る
と
、
つ
ぎ

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
総

（
端
裏
書
）持

寺
法
堂
造
立
目
録
」

　
　
　
　
　
　
　
（（

大
徹
宗
令
）

花
押
）

諸
岳
山
惣
持
寺
法
堂
鉞
立
日
記

用
途
参
貫
文 

瓶
子
三
双
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点
心
参
百
文 

膝
著
染
物
一
个

　
　
　

次
柱
立
雑
用

礎
居
時
瓶
子
一
双
代
百
文 

石
下
ニ
置
三
十
文

同
金
一
朱 

方
丈
点
心
代
壱
貫
文

柱
銭
七
貫
文 

柱
絹
二
疋
代
二
貫
五
百
文

鞍
置
馬
二
疋
代
二
貫
文 

引
添
馬
二
疋
代
二
貫
五
百
文

石
拭
布
代
百
四
十
文 

膝
著
絹
代
壱
貫
三
百
文

瓶
子
五
双
代
五
百
文此

内
二
双
木
屋
、

 

同
濁
酒
代
百
文

香
飯
一
石
一
斗 
餅
三
斗

同
二
重
在
此
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
（
紙
継
目
）

　
　

以
上
、
十
七
貫
百
七
十
文 
米
一
石
四
斗

　
　
　

次
開
堂
雑
用

点
心
三
番
菜
代
三
貫
五
百
文 

雑
用
壱
貫
文

香
飯
一
石 

白
槌
禅
学
引
物
五
百
文

　
　
　

仏
事
次
第

先
拈
条
、
両
班
書
法
語
後
渡
侍
者
、

侍
者
度
首
座
令
読
之
、

次
拈
香
、

次
祝
聖
香
、
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次
旦
那
香
、

次
仏
香
、

次
師
香
、

次
陞
座
、

次
禅
学
問
答
、

次
叔
謝
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
（
紙
継
目
）

次
提
綱
、

次
説
法
即
下
座
、

次
礼
数
如
常
、

次
引
大
衆
入
仏
殿
、

次
浴
仏
諷
経
、

　
　
　

上
棟
次
第

棟
銭
参
拾
貫
文
、
奴
佐
絹
二
疋
、
弓
絃
絹
一
疋
、
染
物
二
个
、
弓
巻
、
善

縄
絹
二
疋
・
同
布
二
个
、
餅
下
敷
布
三
个
、
綿
一
両
、
麻
十
両
、
大
工
玄

鑒
・
子
息
新
兵
衛
尉
取
幣
、
棟
拝
後
、
引
物
織
小
袖
一
个
、
銀
剣
一
振
、

次
鞍
置
馬
一
疋
・
引
添
馬
一
疋
、
次
小
工
鞍
置
馬
一
疋
、
別
ニ

馬
一
疋
、

玄
鑒
馬
一
疋
、
音

〔
引
頭
〕同

四
人
各
馬
一
疋
充
、
金

（
鹿
島
郡
）

丸
大
工
馬
一
疋
、
桑
屋
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
（
紙
継
目
）

五
郎
馬
一
疋
、
其
外
番
匠
各
馬
一
疋
充
代
七
貫
文
、
猿
楽
三
頭
各
馬
一
疋
、

次
鍛
冶
鞍
置
馬
一
疋
代
壱
貫
文
、
盛
物
二
重
一
対
、
瓶
子
三
双
、
瓶
子
一
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双
・
大
筒
一
个
・
餅
二
鉢
・
白
酒
甕
三
个
入
木
屋
、
次
鍛
冶
瓶
子
一
双
・

餅
一
鉢
・
白
酒
甕
一
个
、
捨
物
用
途
二
百
文
、
新
保
村
用
途
三
百
文
・
白

酒
甕
一
个
、
以
上
百
姓
之
中
酒
直
三
百
文
、
惣
点
心
八
貫
六
百
文
、
雑
用

三
百
八
十
六
文
、
香
飯
二
石
計
、

　

以
上
、
用
途
五
十
五
貫
百
八
十
六
文

　
　
　

上
棟
助
成
分

永（
丹
波
国
、 通
幻
寂
霊
）

沢
寺　

練
絰

〔
絹
カ
〕小
袖
一
个
代
壱
貫
五
百
文

得（
竺
山
）仙

首
座　

香
合
一
个
代
二
貫
文

光（
羽
咋
郡
カ
）

穏
寺 

馬
一
疋

祥（
越
前
国
、 無
端
祖
環
）

園
寺 

馬
一
疋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
…
…
（
紙
継
目
）

櫛（
長
正
連
）

比
殿 

馬
一
疋

阿
岸
殿 

馬
一
疋

新
井
殿 

馬
一
疋

仁
岸
殿 

馬
一
疋

湯
浦
殿 

馬
一
疋

萩

殿 

馬
一
疋

乃
一
殿 

馬
一
疋

高（
義
勝
カ
）

間
殿 

馬
一
疋

田
尻
殿 

馬
一
疋
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平
田
殿 

馬
一
疋

坂
見
殿 

馬
一
疋
〓

代
五
百
文

浄

妙 

馬
一
疋

大
工
索
麺
壱
貫
価

　
　
　

至
徳
三
年
九
月
廿
九
日　　
（
花

（
大
徹
宗
令
）

押
）

）
28
（

こ
の
法
堂
造
営
に
つ
い
て
は
、
応
安
二
年
（
一
三
六
九
）
十
一
月
廿
日
の
「
長
宗
悟
田
地
寄
進
状
」
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

奉
寄
進

能
登
国
内
保
村
内
惣
持
寺
領
事

　
　

合
参
段
者
、

一
段
三
、
お
た
ら
う
作
、

一
段
四
、
ふ
か
た
、　　

三
、　
　

キ
ツ
ネ
田　
　

右
、
彼
田
地
者
、
宗

（
長
）悟

重
代
相
伝
所
領
也
、
然
為
惣
持
寺
法
堂
造
営
、
限
永
代
奉
寄
進
所
也
、
於
宗
悟
之
児
孫
中
、
就
彼
田
地
致
違

乱
儀
者
、
永
可
為
不
孝
仁
候
、
仍
為
後
日
寄
附
之
状
如
件
、

　
　
　

応
安
二
年
十
一
月
廿
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
悟
（
花
押

）
29
（

）

こ
れ
は
長
宗
悟
が
惣
持
寺
法
堂
造
営
の
た
め
に
、
櫛
比
荘
内
保
村
の
田
地
三
段
を
永
代
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
先
に
掲
げ
た
「
總

持
寺
法
堂
造
立
注
文
」
の
至
徳
三
年
（
一
三
八
六
）
よ
り
十
八
年
も
前
に
あ
た
っ
て
お
り
、
法
堂
の
造
営
は
總
持
寺
と
し
て
前
々
か
ら
懸
案

の
事
業
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
法
堂
は
住
持
が
仏
に
代
っ
て
衆
に
説
法
す
る
道
場
で
、
礼
拝
の
対
象
で
あ
る
本
尊
を
安
置
す

る
仏
殿
や
、
修
行
の
根
本
道
場
で
あ
る
僧
堂
と
と
も
に
、
禅
院
に
お
け
る
中
心
的
伽
藍
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
總
持
寺
法
堂
造
立
注
文
」
の
記
録
は
、
最
初
に
鉞
立
の
経
費
と
し
て
三
貫
三
百
文
が
記
さ
れ
、
つ
ぎ
に
柱
立
雑
用
の
内
容
と
経
費
が
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列
挙
さ
れ
て
、
合
計
十
七
貫
百
七
十
文
と
米
一
石
四
斗
、
さ
ら
に
は
開
堂
雑
用
と
し
て
白
槌
禅
学
引
物
ま
で
五
貫
文
と
香
飯
一
石
と
記
さ

れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
仏
事
次
第
と
上
棟
次
第
が
あ
る
が
、
先
の
仏
殿
の
場
合
と
順
序
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
仏
事
次
第
は
、
仏
殿
で
は
陞
座
・
諷
経
・
読
疏
と
極
め
て
簡
単
な
記
録
で
あ
っ
た
が
、
法
堂
の
場
合
は
拈
条
、
両
班
が
法
語
を
書

き
、
首
座
が
読
む
、
拈
香
、
祝
聖
香
、
旦
那
香
、
仏
香
、
師
香
、
陞
座
、
禅
学
問
答
、
敍
謝
（
謝
語
）
提
綱
、
説
法
、
礼
数
、
大
衆
入
仏

殿
、
浴
仏
諷
経
と
差
定
ま
で
詳
細
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

上
棟
次
第
で
は
最
初
に
棟
銭
三
十
貫
文
と
し
て
、
上
棟
に
必
要
な
掛
物
の
奴
佐
絹
、
弓
絃
絹
、
染
物
、
弓
巻
、
善
縄
絹
、
布
、
餅
下
敷

布
、
綿
、
麻
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
仏
殿
と
同
じ
よ
う
に
大
工
玄
鑒
と
そ
の
子
息
（
新
兵
衛
）
が
幣
を
取
り
祓
を
し
て
い
る
。
棟
拝
の
後
は
大
工
な
ど
の
引
物
が
列
挙

さ
れ
て
い
る
。
大
工
は
織
小
袖
一
个
、
銀
剣
一
振
、
鞍
置
馬
一
疋
、
引
添
馬
一
疋
、
小
工
は
鞍
置
馬
一
疋
と
別
に
馬
一
疋
、
玄
鑒
馬
一
疋
、

音（
引
頭
）同

四
人
各
馬
一
疋
、
金
丸
大
工
馬
一
疋
、
桑
屋
衛
門
五
郎
馬
一
疋
、
番
匠
各
馬
一
疋
充
代
七
貫
文
、
猿
楽
三
頭
各
馬
一
疋
、
鍛
冶
鞍
置

馬
一
疋
代
一
貫
文
と
あ
る
。
こ
の
な
か
で
能
登
の
地
元
出
身
と
思
わ
れ
る
金
丸
大
工
（
能
登
町
金
丸
を
本
拠
と
す
る
大
工
）
と
、
番
匠
桑
屋
衛

門
五
郎
（
櫛
比
荘
桑
屋
村
が
拠
点
か
）
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
葺
師
が
欠
落
の
た
め
か
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
お
そ
の
後
に
上
棟
の
掛
物
で
あ
る
盛
物
、
瓶
子
、
大
筒
、
餅
、
白
酒
甕
、
鍛
冶
瓶
子
、
餅
、
白
酒
甕
や
捨
物
用
途
二
百
文
、
新
保
村

用
途
三
百
文
、
白
酒
甕
一
个
、
百
姓
の
中
酒
直
三
百
文
、
惣
点
心
八
貫
六
百
文
、
雑
用
三
百
八
十
六
文
、
香
飯
二
石
計
が
記
さ
れ
、
そ
の

合
計
が
「
以
上
用
途
五
十
五
貫
百
八
十
六
文
」
と
あ
る
。

最
後
に
助
成
者
と
助
成
内
容
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
助
成
者
は
仏
殿
の
時
と
同
じ
よ
う
に
、
峨
山
門
下
と
在
俗
帰
依
者
（
在
地
の
武
士
階

級
と
そ
の
一
族
）
か
ら
な
っ
て
い
る
。
助
成
内
容
を
あ
わ
せ
て
示
す
と
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

　

峨
山
門
下
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永
沢
寺
（
丹
波
国
通
幻
寂
霊
） 

練
絰

（
絹
）小

袖
一
个
代
壱
貫
五
百
文

竺
山
得
仙
首
座 

香
合
一
个
代
二
貫
文

光
穏
寺
（
羽
咋
郡
か
） 

馬
一
疋

祥
恩
寺
（
越
前
国
無
端
祖
環
） 

馬
一
疋

　

在
俗
帰
依
者
（
仏
殿
の
時
と
わ
ず
か
に
異
な
る
。）
櫛
比
殿
（
長
正
連
）
、
阿
岸
殿
、
新
井
殿
、
仁
岸
殿
、
湯
浦
殿
、
萩
殿
、
乃
一
殿
、

高（
義
勝
か
）

間
殿
、
田
尻
殿
、
平
田
殿
、
浄
妙
各
馬
一
疋
、
坂
見
殿
馬
一
疋
代
五
百
文
、
大
工
索
麺
一
貫
価

こ
の
よ
う
に
大
徹
宗
令
は
法
堂
造
立
に
つ
い
て
記
録
し
て
い
る
が
、
同
日
付
で
つ
ぎ
に
示
す
よ
う
な
「
惣
持
寺
常
住
新
目
録
」
を
作
成

し
て
い
る
。

　
　

惣
持
寺
常
住
文
書
新
目
録

一
、
櫛（

長
正
連
）

比
殿
寄
進
状
幷
売
眷

〔
券
〕状 

四
通

一
、
仁
岸
殿
寄
進
状 
一
通

一
、
本（

宗
成
）庄

殿
安（

至
徳
二
年
十
一
月
日
）

堵
状 

一
通

一
、
本
庄
殿
子
息
勘
解
由
殿
寄
進
状 

一
通

一
、
高（

長
義
勝
）

間
殿
牛（

櫛
比
荘
二
个
村
）

町
渡（

永
徳
三
年
三
月
二
十
六
日
カ
）

状 

一
通

一
、
了
宗
内（

同
荘
内
）

保
村
寺
領
渡（

一
通
ハ
永
徳
二
年
十
月
十
三
日
）

状 

二
通

一
、
伊
藤
殿
渡
状 

一
通

一
、
内
保
村
宗

（
長
）悟

寄
（
一
通
ハ
康
暦
元
年
二
月
三
日
）

進
状 

二
通

一
、
玄
久
吉（

羽
咋
湊
保
）

崎
（
羽
咋
郡
）渡
状 

一
通

　
　
　

至
徳
三
年
九
月
廿
九
日 

　
　
　

宗
令
（
花
押

）
30
（

）



― 168 ―

こ
れ
は
康
暦
年
間
頃
以
降
の
總
持
寺
に
お
け
る
重
要
な
常
住
文
書
の
目
録
で
あ
る
。

最
後
に
總
持
寺
仏
殿
・
法
堂
の
造
立
に
つ
い
て
、
そ
の
経
費
が
記
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
社
会
経
済
史
の
上
か
ら
注
目
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
仏
事
に
お
け
る
猿
楽
の
行
事
は
、
猿
楽
の
流
行
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
伽
藍
の
造
営
に
あ
た
り
、
一
般
に
は
陰
陽

師
や
天
文
博
士
に
よ
る
勘
文
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
總
持
寺
の
場
合
は
触
れ
て
い
な
い
。
今
後
の
究
明
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
贈
答
品
に

衣
・
銀
剣
な
ど
と
と
も
に
馬
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈣
五
院
成
立
以
降
の
諸
堂
舎

⑴
五
院

五
院
に
つ
い
て
は
「
五
院
の
成
立
時
期
と
そ
の
実
情
」
に
お
い
て
触
れ
た
が
、
そ
の
成
立
に
つ
い
て
は

①
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
以
降
（
栗
山
泰
音
『
總
持
寺
史
』）

②
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）（「
五
院
幷
塔
頭
中
由
緒
幷
五
院
什
物
目
録
」『
禅
学
大
辞
典
』）

③
貞
治
三
年
（
一
三
六
四
）（『
總
持
寺
誌
』）

④
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）（『
總
持
寺
誌
』）

⑤
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）―
十
八
年
（「
延
寿
堂
分
田
事
」「
普
蔵
院
末
代
制
戒
事
」）

な
ど
の
諸
説
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
誤
解
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
峨
山
禅
師
二
十
五
回
忌
に
相
当
す
る
明
徳
元
年
（
一
三
九
〇
）
二
月
十

五
日
の
「
通
幻
和
尚
遺
誡
記
文
写
」
に

（
前
略
）
為
老
僧
嗣
法
小
資
者
、
輪
次
而
可
住
之
、
竜
泉
・
妙
高
亦
同
之）

31
（

、（
後
略
）

と
あ
り
、
ま
た
同
年
十
月
二
十
日
「
通
幻
寂
霊
等
總
持
寺
置
文
写
」
の
「
總
持
寺
住
院
次
第
」
に
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新修總持寺史（四）

　
　

總
持
寺
尽
未
来
際
条
々
置
文
事

一
、
住
持
職
事
、
自
当
年
十
月
至
三
十
七
箇
月
可
有
告
退
、
但
退
院
十
月
二
十
八
日
、
入
寺
同
以
廿
二
日
可
定
吉
日
也

　
　
（
中
略
）

一
、
新
命
之
請
状
、
従
諸
塔
頭
承
門
徒
儀
、
各
別
可
加
判
者
也

一
、
於
当
寺
可
書
寺
号
事
（
中
略
）
次
諸
塔
頭
坊
主
御
影
、
侍
者
之
外
不
可
掛
錫）

32
（

（
以
下
略
）

と
あ
る
。
ま
た
『
通
幻
寂
霊
再
住
諸
嶽
山
總
持
禅
寺
語
録
』
の
「
退
院
上
堂
語
」
の
尾
に

明
徳
元
年
庚
午
十
月
廿
一
日
退
去
妙
高
庵）

33
（

と
あ
り
、
ま
た
明
徳
二
年
五
月
五
日
の
「
總
持
寺
第
五
世
通
幻
大
和
尚
喪
記
」
に

一
、
喪
使
〓

仏
陀
寺
・
宗
悟
蔵
司

祥
園
寺
・
伝
法
庵

）
34
（

と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
少
な
く
と
も
妙
高
庵
は
明
徳
元
年
、
伝
法
庵
は
明
徳
二
年
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た

前
に
掲
げ
た
明
徳
元
年
十
月
二
十
日
の
「
通
幻
寂
霊
等
總
持
寺
置
文
写
」
に
「
諸
塔
頭
」「
諸
塔
頭
坊
主
」
と
あ
る
の
は
、
妙
高
庵
や
伝

法
庵
以
外
の
塔
頭
（
普
蔵
院
・
洞
川
庵
・
如
意
庵
）
も
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
明
徳
元
年
に
は
す
で
に
五
院
は
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
規
模
な
ど
に
つ
い
て
の
記
録
は
な
い
。

⑵
地
蔵
堂

地
蔵
菩
薩
は
釈
尊
入
滅
か
ら
弥
勒
菩
薩
が
出
世
す
る
ま
で
六
道
に
輪
廻
す
る
天
上
か
ら
地
獄
に
至
る
一
切
の
衆
生
を
済
度
し
成
仏
せ
ん

と
誓
う
菩
薩
。
ま
た
国
宝
称
名
寺
聖
教
の
湛
睿
の
唱
導
資
料
に
も
、
極
悪
の
闡
提
・
大
悲
観
音
と
と
も
に
地
獄
の
栖
守
と
さ
れ
て
い
る
。

地
蔵
堂
に
つ
い
て
は
明
徳
五
年
（
一
三
九
四
）
八
月
二
十
四
日
の
『
普
済
善
救
總
持
寺
門
前
地
蔵
堂
供
養
法
語
』
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　

地
蔵
安
座
点
眼
堂
供
養
能
州
惣
持
寺
門
前
、
明
徳
五
年

甲
戌
八
月
廿
四
日
彼
岸
中
日
、　

○
コ
ノ
行
、
イ
ニ
「
明
徳
五
年
甲
戌
八
月
廿
四
時
正
第
四

之
日
能
州
総
持
門
頭
地
蔵
堂
落
成
開
光
安
座
」
ト
ス
ル
、

以
筆〔

筆
点
イ
〕

両
点
云
、
豁
開
頂
門
眼
、
応
現
大
士
身
、
伽
羅
峯
上
月
、
夜
々
照〔

家
鄰
イ
〕

塵
々
、
恭〔

共
イ
〕惟

、
夫
薩
埵
者
、
無
仏
之
処
称
独

〔
尊
 
独
イ
〕

尊
、
極〔

度
 厄
 之
 時

悪
之
岐
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変忘
イ
〕己

躬
、
金
錫
声
響
三
途
底
、
宝
珠
光
散
十
方
空
、
利
生
則
運
歩
於
剣〔

刀
山
剣
樹
イ
〕

樹
刀
山
、
遊
戯
則
分
身
於
地
獄
天
宮
、
内
秘
菩
薩
行
、
外
現

是〔
随
 類
イ
〕

尊
容
、
雖
然
与
麼
、
即
今
鎮

〔
端
 居
イ
〕

座
堂
奥
一
句
、
作
麼
生
委
悉
去
、
安
住
不
動
如
須
弥
山
、
元
来
座
断
主
人
翁

）
35
（

、

こ
れ
は
通
幻
寂
霊
（
一
三
二
二
―
九
一
）
の
法
嗣
で
、
總
持
寺
第
十
三
世
の
普
済
善
救
（
一
三
四
七
―
一
四
〇
八
）
が
、
明
徳
五
年
八
月
廿

四
日
、
總
持
寺
門
前
に
地
蔵
堂
が
落
慶
し
、
地
蔵
菩
薩
の
安
座
点
眼
を
行
っ
た
法
語
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
地
蔵
堂
が
建
立
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
が
、
規
模
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

⑶
山
門

禅
院
の
七
堂
伽
藍
の
一
つ
で
、
総
門
の
後
、
仏
殿
の
前
に
建
て
ら
れ
、
そ
の
左
右
に
金
剛
力
士
像
を
安
置
す
る
。
ま
た
三
門
と
も
云
う
。

し
か
し
『
禅
学
大
辞
典
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

三
門
は
三
つ
の
門
で
、
南
面
お
よ
び
東
西
に
面
し
て
三
門
を
設
け
た
の
が
古
刹
で
あ
る
が
、
禅
院
で
は
外
山
門
・
中
門
・
正
門
の
別

が
見
ら
れ
る
か
ら
、
参
道
に
沿
っ
て
三
つ
の
門
が
設
け
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
後
に
は
左
・
右
に
小
、
中
央
に
大
門

（
正
門
）
を
並
列
し
て
作
る
三
戸
の
門
と
な
り
、
さ
ら
に
左
右
の
門
が
は
ぶ
か
れ
て
正
門
だ
け
と
な
っ
た
た
め
三
門
の
原
意
を
失
っ
た
。

な
お
『
禅
林
象
器
箋
』
第
二
類
殿
堂
門
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

忠
曰
。
山
門
者
。
山ハ

對ス
ル㆓

城
市ニ
㆒

之
言ナ
リ。

城
市ハ

俗
。
山
林ハ

眞
。
凡ソ

蘭
若ハ

反ス
㆓

俗
居ニ
㆒。
本ト

宜
㆑

在
㆑

山
。
所
謂ル

遠
離
處ナ
リ也
。
蘭
若
、
智
度
論

翻
㆓

遠
離
處
㆒、

）
36
（

ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
に
も
あ
る
。

三
門ノ

閣
上ニ

。
必
設
㆓

十
六
羅
漢ノ

像ヲ
㆒。
中ニ

安
㆓

寶
冠ノ

釋
迦
㆒。
以
㆓

月
蓋
長
者
善
財
童
子
㆒。
爲
㆓

挾
侍ト
㆒。

釋
迦
或

爲
㆓

觀
音
㆒、

又
有
㆘

妥
㆓

五
百
羅
漢
㆒

者ノ
㆖。
釋
氏
資
鑑ニ

云
。
宋ノ

元
豐
元
年
。
天
嘗テ

久
旱ス

。
帝
禁
中
齋
禱
甚
力為

タ
リ。

一
夕
夢ラ
ク。

有
㆑

僧
乘
㆑

馬ニ

。
馳
㆓

空
中ヲ
㆒。

口
吐
㆓

雲
霧ヲ
㆒。
既
覺メ
テ。

而
雨
大
作ル

。
翌
日
遣
㆓

中
貴ヲ
㆒。
道テ
㆓

夢
中ニ

所
㆒㆑

見
物
色ス

。
相
國
寺ノ

三
門
五
百
羅
漢ノ

中
。
至
㆓

十
三
尊ニ
㆒。
畧
彷
彿ス

。

卽
迎ヘ
テ入レ
テ㆑

内ニ

觀ル
ニ㆑

之
。
正ニ

帝ノ

所
㆑

夢
也

）
37
（

。

山
門
に
つ
い
て
は
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
八
月
の
「
正
法
年
譜
住
山
記
」（「
年
代
記
」）
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。
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十（
応
永
）五

戊
子
「
惣
持
寺
山
門
建
立
、
八
月
十
三
日
上
棟　

石
屋
之
代）

38
（

こ
れ
は
通
幻
寂
霊
の
法
嗣
で
總
持
寺
第
二
十
世
石
屋
真
梁
（
一
三
四
五
―
一
四
二
三
、
応
永
十
四
年
〈
一
四
〇
七
〉
七
月
十
九
日
―
十
六
年
三

月
廿
八
日
在
住
）
代
の
応
永
十
五
年
八
月
十
三
日
に
、
總
持
寺
山
門
が
建
立
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
規
模
な
ど
に
つ
い
て
の
記

録
は
な
く
不
明
で
あ
る
。

⑷
一
切
経
蔵

一
切
経
蔵
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
。

蔵（
端
裏
書
）

経
目
録

一
切
経
一
蔵
箱
数
之
事

　
　

都
合
五
百
八
十
二
箱
也

右
、
箱
者
黒
漆
、
毎
箱
有
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　

如
意

 

宗
繁
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

伝
法

 

乗
駿
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

洞
川

 

性
順
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

妙
高

 

昌
立
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

普
蔵

 

梵
康
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

当
住
（
心
忠
）

 

賢
孝
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
住
（
怡
雲
）

 

如
欣
（
花
押
）

　

享
徳
四
年
〓

乙
亥
〓

正
月
廿
八
日）

39
（

こ
れ
は
享
徳
四
年
（
一
四
五
五
）
正
月
廿
八
日
、
前
住
怡
雲
如
欣
、
当
住
心
忠
賢
孝
お
よ
び
五
院
住
持
の
七
人
が
連
署
し
、
總
持
寺
一
切
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経
の
経
箱
の
数
量
を
点
検
し
報
告
し
た
も
の
で
、
箱
の
数
は
五
百
八
十
二
箱
、
箱
は
黒
漆
塗
り
で
、
箱
毎
に
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
と
あ

る
。
ま
た
こ
れ
は
五
百
八
十
二
箱
の
経
箱
を
収
納
す
る
経
蔵
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
切
経
は
写
本
か
刊
本
か
明
ら
か
で

な
い
の
み
な
ら
ず
、
一
切
経
蔵
の
規
模
な
ど
に
つ
い
て
も
全
く
記
し
て
い
な
い
。

因
み
に
一
切
経
は
大
蔵
経
と
も
呼
称
す
る
が
、
仏
典
の
一
大
叢
書
で
あ
る
。
漢
訳
大
蔵
経
、
パ
ー
リ
語
大
蔵
経
、
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
が

有
名
で
あ
る
が
、
外
に
も
蒙
古
語
、
西
夏
語
、
満
洲
語
な
ど
の
大
蔵
経
も
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
大
蔵
経
は
経
（
仏
の
説
い
た
教
え
）
、
律

（
仏
が
制
定
し
た
教
団
の
生
活
規
則
）
、
論
（
仏
の
教
説
＝
経
・
律
に
対
す
る
弟
子
達
の
注
釈
・
研
究
）
の
三
蔵
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
成
立
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

釈
尊
入
滅
後
は
、
聖
な
る
言
葉
は
文
字
に
し
な
い
と
い
う
古
代
イ
ン
ド
の
習
慣
か
ら
、
教
え
は
も
っ
ぱ
ら
記
憶
暗
誦
を
頼
り
と
し
て
、

師
か
ら
弟
子
に
口
伝
さ
れ
た
。
ま
た
教
え
の
散
逸
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
正
し
く
統
一
す
る
た
め
、
三
回
（
一
説
に
四
回
）
に
わ
た
り
結
集

（
聖
典
編
纂
会
議
）
が
行
わ
れ
た
。
一
方
で
は
百
余
年
（
一
説
に
は
二
百
余
年
）
を
経
過
し
た
こ
ろ
か
ら
、
教
団
は
寛
容
で
進
歩
的
な
大
衆
部
と
、

厳
格
で
保
守
的
な
上
座
部
に
分
裂
し
、
そ
の
後
も
仏
教
の
発
展
に
と
も
な
い
再
分
裂
が
生
じ
て
、
紀
元
前
百
年
こ
ろ
ま
で
に
、
大
衆
部
は

九
部
、
上
座
部
は
十
一
部
、
合
計
二
十
部
の
諸
部
派
が
成
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
諸
部
派
は
み
ず
か
ら
の
正
統
性
を
主
張
し
、
そ
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
た
め
、
経
と
律
の
整
備
が
必
要
だ
っ
た
。
ま
た
経
と

律
が
確
定
す
る
と
、
自
説
を
構
築
す
る
た
め
、
経
の
注
釈
や
研
究
を
さ
か
ん
に
行
っ
た
が
、
こ
れ
が
発
展
し
た
も
の
を
論
蔵
と
呼
称
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
成
立
し
た
経
・
律
・
論
の
三
蔵
（
仏
教
聖
典
）
は
、
紀
元
前
一
世
紀
の
こ
ろ
か
ら
文
字
に
写
さ
れ
、
貝
葉
（
貝
多
羅
葉

＝
タ
ー
ラ
の
葉
か
ら
作
る
）
に
書
か
れ
、
や
が
て
書
物
の
形
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
一
世
紀
初
頭
、
仏
教
が
中
国
に
伝
来
す
る
と
、
仏
典
も
相
次
い
で
将
来
さ
れ
、
安
世
高
、
鳩
摩
羅
什
（
三
四
四
―
四
一
三
）
、
真
諦

（
四
九
九
―
五
六
九
）
、
玄
奘
（
六
〇
二
―
六
六
四
）
、
不
空
（
七
〇
五
―
七
七
四
）
な
ど
の
訳
経
僧
に
よ
っ
て
、
さ
か
ん
に
翻
訳
（
漢
訳
）
さ
れ
た
。
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ま
た
東
晋
か
ら
唐
に
か
け
て
道
安
『
綜
理
衆
経
目
録
』、
僧
祐
『
出
三
蔵
記
集
』、
費
長
房
『
唐
代
三
宝
記
』、
道
宣
『
大
唐
内
典
録
』、
智

昇
『
開
元
釈
教
録
』、
円
照
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
な
ど
十
種
類
に
も
お
よ
ぶ
訳
経
目
録
が
編
纂
さ
れ
、「
一
切
経
」
あ
る
い
は
「
大
蔵

経
」
と
呼
称
さ
れ
た
。
な
か
で
も
智
昇
（
唐
代
）
が
開
元
十
八
年
（
七
三
〇
）
に
編
纂
し
た
『
開
元
釈
教
録
』
二
十
巻
は
、
は
じ
め
私
撰
の

一
経
録
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
後
に
は
そ
の
優
秀
性
を
認
め
ら
れ
、
そ
の
『
現
定
入
蔵
録
』
一
〇
七
六
部
五
〇
四
八
巻
は
、
や
が
て
欽
定

（
天
子
が
定
め
た
）
目
録
と
な
っ
た
。
ま
た
そ
の
後
中
国
や
日
本
に
お
け
る
仏
典
目
録
の
基
本
と
な
り
、「
五
千
余
巻
の
大
蔵
経
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
唐
の
円
照
が
貞
元
十
六
年
（
八
〇
〇
）
に
編
纂
し
た
『
貞
元
新
定
釈
教
目
録
』
三
十
巻
に
は
、
そ
れ
以
降
伝
訳
さ

れ
た
も
の
と
、
失
訳
（
訳
者
名
が
不
明
な
も
の
）
ま
で
追
加
し
、
二
四
一
七
部
七
三
八
〇
巻
を
収
め
「
福
州
七
千
巻
之
一
切
経
」
と
い
わ
れ

た
。ま

た
後
漢
の
和
帝
（
在
位
八
九
―
一
〇
五
）
こ
ろ
宦
官
の
蔡
倫
に
よ
り
紙
が
発
明
（
前
漢
＝
紀
元
前
後
の
麻
紙
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
製
紙

技
法
の
改
良
と
紙
の
普
及
か
）
さ
れ
る
と
、
漢
訳
さ
れ
た
経
論
の
書
写
が
⑴
令
法
久
住
⑵
積
功
累
徳
⑶
追
善
供
養
な
ど
の
目
的
か
ら
さ
か
ん

に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
法
琳
（
五
七
二
―
六
四
〇
）
の
『
弁
正
論
』
八
巻
（
道
・
儒
二
教
と
仏
教
を
対
比
し
、
仏
教
が
正
法
な
る
こ
と
を
弁
じ
た
も

の
）
に
よ
る
と
、
陳
武
帝
は
写
一
切
経
十
二
蔵
、
文
帝
は
写
一
切
経
五
十
蔵
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
中
国
の
天
子
は
競
っ
て
一
切
経
を
書

写
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
平
七
年
（
七
三
五
）
法
相
宗
四
伝
と
し
て
有
名
な
玄
昉
（
?
―
七
四
六
）
将
来
の
五
千
余
巻
を
は
じ
め
、
白
鳳
・

奈
良
時
代
の
留
学
僧
道
昭
（
六
二
九
―
七
〇
〇
）
、
道
慈
（
?
―
七
四
四
）
、
宗
叡
（
八
〇
九
―
八
四
）
な
ど
が
将
来
し
た
一
切
経
の
零
本
（
離
れ

本
）
や
単
行
（
単
独
で
行
わ
れ
て
い
る
）
経
典
は
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
る
ば
か
り
か
、
唐
代
の
敦
煌
古
写
経
な
ど
か
ら
も
、
如
何
に
写

経
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
か
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
宋
代
以
後
は
出
版
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、
莫
大
な
労
力
と
時
間
を
必
要
と

す
る
写
経
は
、
追
善
供
養
や
特
別
な
事
情
を
目
的
と
し
た
も
の
を
除
き
、
衰
退
の
一
途
を
た
ど
り
、
出
版
が
さ
か
ん
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
大
蔵
経
も
例
外
で
は
な
く
、
書
写
か
ら
出
版
に
移
行
し
、
判
明
し
て
い
る
も
の
だ
け
で
も
十
四
種
に
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
れ
は

⑴
宋
官
版　

⑵
高
麗
版　

⑶
契
丹
版　

⑷
北
宋
東
禅
寺
版　

⑸
北
宋
開
元
寺
版　

⑹
南
宋
思
渓
円
覚
寺
版　

⑺
南
宋
思
渓
法
宝
寺
版　
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⑻
金
版　

⑼
南
宋
磧
砂
延
聖
院
版　

⑽
元
弘
法
寺
版　

⑾
元
大
普
寧
寺
版　

⑿
明
版
（
万
暦
版
）　

⒀
清
官
版　

⒁
頻
伽
版

で
あ
る
。

ま
た
日
本
も
中
国
と
同
じ
よ
う
に
、
は
じ
め
は
も
っ
ぱ
ら
筆
写
に
よ
る
も
の
で
、
現
存
す
る
最
古
の
経
典
、
聖
徳
太
子
（
五
七
四
―
六
二

二
）
筆
『
法
華
経
義
疏
』
を
は
じ
め
、
奈
良
時
代
に
は
官
立
写
経
所
・
写
後
経
所
が
設
置
さ
れ
、
護
国
の
経
典
（『
金
光
明
最
勝
王
経
』『
法
華

経
』）
は
写
経
所
で
、
そ
の
他
の
経
・
律
・
論
は
写
後
経
所
で
専
門
の
写
経
生
に
よ
り
書
写
さ
れ
た
。
ま
た
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
に
は

奉
写
一
切
経
司
が
設
置
さ
れ
、
一
切
経
の
書
写
事
業
が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
た
。
一
切
経
書
写
の
初
見
は
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
元
年

（
六
七
二
）
川
原
寺
（
奈
良
県
明
日
香
村
）
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
に
書
写
さ
れ
た
一
切
経
は
、
文
献
や
遺
巻
な
ど
か
ら
聖

武
天
皇
勅
願
経
・
五
月
一
日
経
（
光
明
皇
后
願
経
）
を
は
じ
め
、
十
部
以
上
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
も
、
白
河

天
皇
（
一
〇
七
二
―
八
六
在
位
）
時
代
に
書
写
さ
れ
た
金
字
一
切
経
、
黒
字
一
切
経
、
石
清
水
一
切
経
、
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
末
代
が
富

士
山
に
納
め
た
如
法
書
写
の
一
切
経
、
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
藤
原
定
信
が
二
十
三
年
を
か
け
書
写
し
、
春
日
社
に
奉
納
し
た
一
切
経
、

藤
原
清
衡
・
秀
衡
願
経
の
一
切
経
（
中
尊
寺
経
）
な
ど
、
一
切
経
の
書
写
が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
日
宋
・
日
元
交
通
の
発
展
に
と
も
な
い
、
宋
・
元
版
一
切
経
の
取
得
が
容
易
に
な
る
と
、
色
定
法
師
良
祐
（
一
一
五
九
―
一
二
四

二
）
が
四
十
二
年
に
わ
た
り
独
り
で
書
写
し
た
一
筆
一
切
経
や
、
北
条
政
子
（
一
一
五
六
―
一
二
二
五
）
十
三
年
忌
供
養
一
切
経
、
波
多
野

義
重
が
永
平
寺
へ
寄
進
し
た
一
切
経
、
新
宮
寺
（
宮
城
県
名
取
市
）
一
切
経
を
の
ぞ
き
、
ま
っ
た
く
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
書
写
一
切
経
に
か
わ
り
、
日
宋
・
日
元
交
通
に
よ
り
、
平
安
中
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
将
来
さ
れ
た
宋
版
一
切
経
は
、

判
明
し
て
い
る
だ
け
で
も
十
三
例
あ
る
。
ま
た
遺
品
も
宮
内
庁
書
陵
部
や
十
七
寺
院
（
殆
ん
ど
が
重
文
）
に
あ
る
。
ま
た
宋
・
元
版
の
影
響

を
受
け
、
鎌
倉
松
谷
寺
な
ど
で
開
板
が
計
画
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
未
了
に
終
り
、
実
際
に
実
現
し
た
の
は
江
戸
時
代
で
、
天
海
（
一
五
三

六
―
一
六
四
三
、
寛
永
寺
版
一
切
経
、
一
四
五
三
部
六
三
二
三
巻
）
と
鉄
眼
道
光
（
一
六
三
〇
―
一
六
八
二
、
万
暦
版
の
覆
刻
、
黄
檗
版
、
一
六
一
八

部
七
三
三
四
巻
）
に
よ
る
も
の
で
、
い
ず
れ
も
十
年
余
か
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
金
沢
文
庫
資
料
の
研
究　
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稀
覯
資
料
篇
』「
称
名
寺
宋
版
大
蔵
経
と
新
出
目
録
」（
法
蔵
館
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
一
切
経
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
五
千
余
巻
」
あ
る
い
は
「
七
千
巻
」
と
い
う
厖
大
な
数
量
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
整
理
と
検
索

の
た
め
に
、
各
巻
の
内
題
と
尾
題
の
下
に
千
字
文
（
天
地
玄
黄
…
…
焉
哉
乎
也
）
を
与
え
て
い
る
。
与
え
方
は
天
に
十
巻
、
地
に
十
巻
と
あ

る
よ
う
に
、
一
字
に
十
巻
宛
て
配
し
て
い
る
。
總
持
寺
一
切
経
一
蔵
の
箱
数
が
五
百
八
十
二
と
い
う
こ
と
は
、
五
千
余
巻
の
一
切
経
を
収

納
す
る
の
に
極
め
て
適
当
な
数
量
で
あ
る
。
ま
た
箱
毎
に
文
字
が
あ
る
の
は
千
字
文
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
経
箱
が
黒
漆
で

塗
ら
れ
て
い
る
の
は
、
保
存
と
装
飾
の
た
め
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

現
在
總
持
寺
祖
院
に
あ
る
経
蔵
は
能
登
半
島
地
震
に
お
い
て
も
、
わ
ず
か
に
外
壁
の
損
傷
に
留
ま
っ
た
程
の
堅
固
な
建
造
物
（
石
川
県
指

定
重
要
文
化
財
）
で
あ
る
が
、
四
間
三
尺
（
八
・
一
ｍ
）
四
面
の
宝
形
造
り
で
、
内
部
に
は
寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
に
加
賀
藩
六
代
前
田
吉
徳

や
山
内
塔
司
、
さ
ら
に
は
近
隣
の
村
人
た
ち
に
よ
る
勧
化
金
で
完
成
し
た
八
角
輪
蔵
が
あ
る
。
こ
れ
は
寛
保
三
年
正
月
十
一
日
、
杉
山
屋

源
七
「
輪
蔵
仕
用
書
覚
」
に

　

輪
蔵
仕
用
書
覚

一
切
経
輪
蔵
八
角
ニ
シ
テ
、
壱
方
引
出
シ
三
ツ
並
ニ
仕
、
八
ツ
合
弐
拾
四
箱
、
惣
箱
数
百
九
拾
弐
、
何
茂
桐
板
ニ
仕
、
板
厚
サ

け
す
り
立
四
歩
半
、
前
板
九
歩
ニ
仕
申
事
、

一
、
柱
丸
柱
ニ
シ
テ
、
頭
貫
大
輪
に
仕
、
組
物
三
枓
ニ
シ
テ
、
大
輪
下
高
サ
弐
尺
斗
之
内
、
台
仙
成
ニ
シ
テ
、
内
ニ
八
天
之
彫
物
置

申
様
ニ
仕
、
外
ゆ
た
柱
丸
柱
ニ
シ
テ
、
平
桁
頭
貫
ニ
仕
、
其
上
ニ
手
先
組
物
ニ
シ
テ
、
大
た
る
き
ニ
仕
申
事
、

一
、
二
軒
作
り
ニ
シ
テ
、
飛
え
ん
た
る
き
木
負
・
茅
負
仕
上
ハ
、
裏
板
軒
廻
り
惣
屋
ね
板
打
申
事
、

一
、
角

〔
隅
〕木

八
本
共
、
金
め
つ
き
金
具
ニ
而
、
竜
頭
ニ
仕
申
事
、

一
、
下
之
分
者
、
先
達
而
、
御
絵
形
之
通
、
三
ツ
枓
組
物
之
下
、
八
大
竜
王
の
彫
物
入
申
所
ハ
、
す
は
ま
形
ニ
シ
テ
絵
様
可
仕
候
、

其
外
何
茂
木
柄
之
儀
者
、
追
而
御
経
大
サ
相
知
次
第
、
あ
な
た
様
御
絵
図
申
請
、
諸
事
御
指
図
次
第
、
念
ヲ
入
出
来
仕
申
事
、



― 176 ―

一
、
惣
而
た
る
き
ば
る
め
つ
き
金
具
、
唐
草
地
な
ゝ
こ
金
伯

〔
箔
〕二
へ
ん
置
、
其
外
高
欄
幷
じ
や
の
た
ん
ち
ら
し
金
具
、
何
茂
金
二
へ
ん
置
、

上
仕
立
金
具
ニ
仕
申
事
、

一
、
惣
鉄
金
具
、
真
柱
上
下
金
具
者
か
ね
交
り
ニ
仕
、
其
外
鉄
釘
幷
鉸
、
何
茂
上
仕
立
ニ
仕
申
事
、

一
、
真
柱
下
石
、
大
サ
三
尺
五
寸
四
方
、
高
サ
弐
尺
ニ
シ
テ
、
上
之
戸
室
石
ニ
而
仕
申
事
、

一
、
輪
蔵
松
方
ニ
而
出
来
仕
、
宮
腰
迄
持
届
ケ
、
認
様
随
分
念
ヲ
入
、
縄
・
莚
私
方
ゟ
出
し
可
申
事
、

一
、
輪
蔵
能
州
於
御
寺
組
立
出
来
、

　

代
銀　

拾
弐
貫
百
拾
四
匁
五
分　
　

文
丁
銀

右
目
録
之
通
、
私
江
被
仰
付
候
ハ
ヽ
、
何
方
様
御
指
図
ヲ
請
、
諸
事
上
仕
立
ニ
仕
、
去
目
録
ニ
洩
申
候
共
、
有
懸
リ
之
事
、
随
分
念

ヲ
入
、
出
来
指
上
可
申
候
、
以
上
、

　
　
　

寛
保
三
年
正
月
十
一
日　
　
　

源

杉
山
屋

七
（
印
）

　
　
　
　

大
西
久
左
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
口
入

　
　
　
　
　
　

覚

一
、
宮
腰
ゟ
能
州
迄
船
運
賃
銀
、
幷
海
上
請
合
不
申
事
、

一
、
輪
蔵
惣
材
木
、
大
坂
ゟ
参
申
ニ
付
、
只
今
図
り
入
不
申
事
、

一
、
引
出
く
わ
ん
金
具
、
大
坂
ゟ
参
り
申
ニ
付
、
図
り
入
不
申
事
、

一
、
八
大
之
竜
王
之
彫
物
図
り
ニ
入
不
申
事
、

一
、
ぬ
し
屋
細
工
一
巻
図
り
ニ
入
不
申
事
、
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右
、
此
分
私
方
図
り
ニ
無
御
座
候
、
已
上

）
40
（

、

と
あ
る
よ
う
に
、
八
角
、
一
面
は
三
列
で
八
段
の
二
十
四
箱
、
総
箱
数
百
九
十
二
と
あ
る
も
、
現
在
の
も
の
は
一
段
少
な
い
七
段
で
、

百
六
十
八
箱
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
輪
蔵
（
回
転
式
書
架
）
に
収
納
さ
れ
て
い
る
一
切
経
は
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
刊
の
黄
檗
版
と
、
慶
安

元
年
（
一
六
四
八
）
刊
寛
永
寺
版
若
干
と
い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
祖
院
の
も
の
は
経
蔵
・
経
箱
・
一
切
経
（
黄
檗
版
）
は
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
本
文
書
（
享
徳
四
年
〈
一
四

五
五
〉）
に
あ
る
一
切
経
は
、
黄
檗
版
よ
り
少
な
く
と
も
二
百
二
十
年
以
上
古
く
、
経
蔵
や
経
箱
は
約
三
百
年
以
上
古
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
祖
院
の
経
蔵
が
輪
蔵
で
あ
る
こ
と
は
、
享
徳
時
の
経
蔵
も
輪
蔵
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
輪
蔵
に
つ
い
て
は
、『
禅
林
象
器
箋
』
第

二
類
殿
堂
門
（
二
六
頁
下
以
下
）
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

輪
藏

設
㆓

機
輪
㆒。
運
㆓

轉
法
藏ヲ
㆒

也
。
傅
大
士
創テ

造ル

。

釋
門
正
統
塔
廟
志ニ

云
。
復
次ニ

諸
方ノ

梵
刹ニ

。
立
㆓

藏
殿
㆒

者ノ
ハ。

初メ

梁
朝ノ

善
慧
大
士
。傅
翕

玄
風
〓

愍テ
㆚

諸ノ

世
人ノ

。
雖
㆘

於
㆓

此
道
㆒。
頗
知
㆗

信
向ス
ル
ヿ
ヲ

㆖。

然
於
㆓

贖
命ノ

法
寳ニ
㆒。
或
有
㆓

男
女
生
來
。
不
㆑

識
㆑

字
者
㆒。
或
識共

㆑

字ヲ

。
而
爲メ
ニ㆓

他
緣ノ
㆒

逼
迫
。
不
㆑

暇
㆓

披
閱
㆒

者ヲ
㆙。
大
士
爲
㆑

是カ

之
故ニ

。
特ト
ニ

設テ
㆓

便
方ヲ
㆒。
創
㆓

成
轉
輪
之
藏ヲ
㆒。
令
㆘

信
心ノ

者
。
推
㆑

之
一
匝
。
則
與
㆓

看
讀
㆒

同
㆖㆑

功ヲ

。
故
其
自
誓ニ

曰
。
有ラ
ハ㆘

登
㆓

吾カ

藏
門
㆒

者
㆖。
生
生
不
㆑

失
㆓

人
身ヲ
㆒。
又
能
旋
轉
不ル
㆑

計
㆑

數ヲ

者ノ
ハ。

是
人ノ

所ノ
㆑

獲
功
德
。
卽
與
㆓

誦
經
㆒

無
㆑

異
。
今
稱
㆓

龍
宮
海
藏ト
㆒

者ハ

。
乃
約
㆓

龍
樹ノ

入
㆒㆑

海ニ

而
言フ

。

又
稱
㆓

天
宮
寳
藏ト
㆒

者ノ
ハ乃

附為

㆓

慈
氏ノ

居
處ニ
㆒

而
說ク

。
然
一
切ノ

如
來
。
只
令
㆘

口ニ

誦シ

心ニ

惟テ

。
轉
㆓

我
法
輪
㆒。
饒
㆗

益
群
品ヲ
㆖。
今
大
士
。
特ニ

興
㆓

慈
悲ヲ
㆒。
在
在
處
處
。
創
㆓

此ノ

機
輪
㆒。
運
轉為

不
㆑

息
。
欲ス
㆑

俾ン
ト㆘

一
切ノ

含
靈ヲ
為。

同
霑ヒ
㆓

利
益ニ

。
盡シ
㆓

未
來
際ヲ
㆒。
成
㆗

等
正
覺ヲ
㆖。
大ナ
ル哉

神
力
。
詎ン
ソ

可ン
ヤ㆓

思
議ス
㆒

耶
。
先
民ノ

所
謂ル

。
智
者ハ

創ム
ト㆑

物ヲ

。
大
士
其レ

有リ

焉
。
若
夫
諸
處
俱ニ

奉シ
㆓

大
士ノ

寳
像ヲ

於
藏
殿ノ

前ニ
㆒。
首ニ

頂キ
㆓

道
冠ヲ
㆒。
肩ニ

披
㆓

釋
服ヲ
㆒。
足ニ

躡ム
㆓

儒
履ヲ
㆒。
謂
㆓

之ヲ

和
會
三
家ト
㆒。
佛
印
禪
師
〓

了元
〓

爲
㆓

王
荆
公ノ
㆒

賛
㆓

其
所ノ
㆑

收ル

畫
像ニ
㆒

曰
。
道
冠
儒
履
釋
加
沙
。
和
㆓

會
三
家ヲ
㆒

作ス
㆓

一
家ト
㆒。

忘
㆓

却為

率
陀
天
上ノ

路ヲ
㆒。
雙
林ニ

癡
坐為

待ツ
㆓

龍
華ヲ
㆒。
又
列子
テ㆓

八
大
神
將
㆒。
運
㆓

轉ス

其ノ

輪ヲ
㆒。
謂
㆓

天
龍
八
部ヲ
㆒

也
。
又
立テ
ヽ㆓

保
境
將
軍ヲ
㆒

助
㆓

香
火
之
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奉ヲ
㆒。
謂フ
㆓

是レ

在
日ノ

烏
傷ノ

宰ヲ
㆒

也
。
茲ノ

三ノ

者ノ
ハ。

攷ル
ニ㆑

錄ヲ

無
㆑

文
。
錄
六
巻
、弟
子
結
集
、

進
士
樓
頴
修
定
、

不
㆑

能
㆓

自
決ス
ル
ヿ

㆒。

佛
祖
統
紀ニ

云
。
梁ノ

傅
大
士
。
愍テ
㆓

世
人ノ

多
故ニ
為。

不
㆑

暇
㆑

誦
㆑

經ヲ

及ヒ

不
㆒㆑

識
㆑

字ヲ

。
乃
於
㆓

雙
林
道
場ニ
㆒。
創メ
㆓

轉
輪
藏ヲ
㆒。
以
奉ス
㆓

經
卷
㆒。
其ノ

誓ヒ
ニ

有
㆑

曰ル
ヿ。

有ハ
㆘

三ヒ

登
㆓

吾カ

藏
門ニ
㆒

者ノ
㆖。
生
生
不
㆑

失
㆓

人
身ヲ
㆒。
有テ
㆓

能ク

信
心
㆒。
推ヿ
㆑

之
一
匝
。
則
與
㆑

讀
㆓

誦
一
大
藏
經
㆒。
正
等ニ
為無シ

㆑

異
。
藏ノ

前ニ

相
承為

列
㆓

大
士ノ

像
㆒。
備
㆓

儒
道
釋ノ

冠
服
之
相ヲ
㆒

者ノ
ハ。

以テ
ナ
リ

㆓

大
士
常ニ

作
㆓

此
狀ヲ
㆒

也
。
列
㆓

八
大
神
將
㆒

者
。
八
部ノ

天
神
也
。
保
境
將
軍ト
ハ者
。

在
日ノ

烏
傷ノ

宰ナ
リ。

發
㆑

誓ヲ

護
㆑

藏
者
也
。
註ニ

云
。
義
烏
縣
舊ト
ハ名

㆓

烏
傷ト
㆒。

善
慧
大
士
錄ニ

云
。
大
士
在
日
。
常ニ

以
㆓

經
目ノ

繁
多
㆒。
人
或ハ

不
㆑

能
㆓

遍
閱ス
ル
ヿ

㆒。
乃
就
㆓

山
中ニ
㆒。
建
㆓

大
層
龕
㆒。
一
柱
八
面
。
實ル
ニ以

㆓

諸
經ヲ
㆒。

運
行
不
㆑

礙
。
謂
㆓

之
輪
藏ト
㆒。
仍
有
㆓

願
言
㆒。
登ル
㆓

吾
藏
門ニ
㆒

者ノ
ハ。

生
生
世
世
。
不
㆑

失
㆓

人
身
㆒。
從テ

勸ム
㆓

世
人ヲ
㆒。
有テ
㆓

發
菩
提
心ノ

者ノ
㆒。
志
誠ニ

竭
㆑

力
。
能
推シ
テ㆓

輪
藏ヲ
㆒。
不
㆑

計
㆓

轉
數ヲ
㆒。
是
人
卽
與
㆑

持
㆓

誦
諸
經
㆒

功
德
無ケ
ン㆑

異
。
隨
㆓

其
願
心ニ
㆒。
皆
獲
㆓

饒
益ヲ
㆒。
今
天
下
所
㆑

建
輪
藏
。

皆
設
㆓

大
士
像
㆒。
實ニ

始マ
ル㆓

於
此ニ
㆒。

と
あ
り
、
梁
・
傅
大
士
の
創
始
と
い
わ
れ
て
お
り
、
聖
教
の
出
納
や
看
読
の
利
便
性
か
ら
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
は
法
輪
を
転

ず
る
意
に
な
り
、
単
に
聖
教
の
安
置
を
目
的
と
す
る
壁
蔵
と
は
異
な
り
、
こ
れ
を
押
し
て
回
わ
す
こ
と
に
よ
り
、
読
誦
と
同
じ
功
徳
が
あ

る
と
さ
れ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
風
に
当
る
だ
け
で
も
功
徳
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。

飛
驒
安
国
寺
（
岐
阜
県
国
府
町
臨
済
寺
）
に
は
応
永
十
四
年
（
一
四
〇
七
）
に
創
建
さ
れ
た
現
在
最
古
の
輪
蔵
も
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
距

離
的
に
余
り
遠
く
な
い
總
持
寺
の
経
蔵
も
、
輪
蔵
の
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。

⑸
總
持
寺
造
営
（
伽
藍
名
不
詳
）

文
明
十
五
年
（
一
四
八
三
）
十
月
晦
日
、
如
意
庵
下
の
有
力
寺
院
で
あ
る
真
浄
寺
了
康
が
、
如
意
庵
宛
に
總
持
寺
造
営
錢
三
十
貫
文
の
借

用
を
申
し
入
れ
た
も
の
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

諸
岳
山
惣
持
禅
寺
造
営
銭
之
事

　
　

合
参
拾
貫
文
也
、
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右
、
件
料
足
者
、
来
歳
甲辰

八
月
十
五
日
已
前
仁
、
就
本
庵
可
渡
申
候
、
聊
不
可
有
怠
慢
之
儀
者
也
、
仍
為
後
日
借
状
如
件
、

　
　
　

文
明
十
五
年
癸卯

十
月
晦
日　
　
　

僧
真
浄
寺

了
康
（
花
押
）

　
　
　

如
意
庵
侍
衣
禅
師）

41
（

總
持
寺
造
営
と
あ
る
か
ら
、
伽
藍
名
は
明
ら
か
で
な
い
が
造
営
事
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
了
康
に
つ
い
て
は
手
が
か
り

は
な
い
が
、
真
浄
寺
に
つ
い
て
は
『
總
持
寺
住
山
記
』
で
は
武
州
・
越
後
・
信
州
に
、
ま
た
『

延
享
度

曹
洞
宗
〓

寺
院
本
末
牒
』
で
も
埼
玉
・
新
潟
・
長

野
に
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
か
も
知
れ
な
い
。

⑹
方
丈
造
立

方
丈
に
つ
い
て
『
禅
学
大
辞
典
』
に
は
寺
院
住
持
の
居
間
。
一
丈
四
方
の
居
室
の
意
。
維
摩
居
士
が
毘
耶
離
城
中
の
一
丈
四
方
の
部
屋

に
あ
っ
て
三
万
二
千
の
人
を
入
れ
た
故
事
に
よ
る
と
あ
る
。
ま
た
『
禅
林
象
器
箋
』
第
二
類
殿
堂
門
（
二
四
頁
）
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

敕
修
淸
規
聖
節ニ

云
。
維
那
上テ
㆓

方
丈ニ
㆒。
請フ
㆓

住
持ニ

僉
疏ナ
㆒。

（
ヲ
か
）

傳
燈
錄
。
禪
門
規
式ニ

云
。
長
老ハ

既ニ

爲リ
㆓

化
主
㆒。
卽
處
㆓

于
方
丈ニ
㆒。
同シ
㆓

淨
名
之
室ニ
㆒。
非
㆓

私
寢
之
室ニ
㆒

也
。

祖
庭
事
苑ニ

云
。
今
以
㆓

禪
林ノ

正
寢ヲ
㆒。
爲
㆓

方
丈ト
㆒。
蓋
取
㆓

則チ

毗
耶
離
城
維
摩
之
室ニ
㆒。
以
㆓

一
丈
之
室
㆒。
能
容ル
㆓

三
萬
二
千ノ

師
子
之
座
㆒。
有
㆓

不
可
思
議
之
妙
事
㆒

故
也
。
唐ノ

王
玄
策
。
爲メ
ニ㆑

使ヒ
ス
ル
カ

㆓

西
域ニ
㆒

過
㆓

其
居ニ
㆒。
以
㆓

手
版
㆒

縱
橫ニ

量ル
ニ㆑

之
。
得タ
リ㆓

十
笏ヲ
㆒。
因テ

以
爲
㆑

名ト

。

法
苑
珠
林
感
通
篇
云
。
吠ビ

舍
釐
國
。
宮
城
周リ

五
里
。
宮ノ

西
北
六
里ニ

。
有
㆓

寺
塔
㆒。
是
說シ
㆓

維
摩
經
㆒

處
。
寺ノ

東
北
四
里
許リ
ニ。

有
㆑

塔
。
是レ

維
摩ノ

故
宅ノ

基
。
尙ホ

多
㆓

靈
神
㆒。
其
舍
壘カ
サ
子
タ
ル
カ
如
シ

㆑

甎
。
傳
云
。
積メ
リ
ト

㆑

石
卽
是
說
㆑

法
現セ
シ㆑

疾
處
也
。
於
㆓

大
唐ノ

顯
慶
年
中ニ
㆒。
敕
使
衞
長
史
王

玄
策
。
因ニ

向
㆓

印
度ニ
㆒

過
㆓

淨
名ノ

宅ニ
㆒。
以
㆑

笏
量ル
ニ㆑

基
。
止タ
ヽ

有
㆓

十
笏
㆒。
故ニ

號
㆓

方
丈
之
室
㆒

也
。

釋
氏
要
覽
云
。
方
丈ハ

。
蓋シ

寺
院
之
正
寢
也
。
引
㆓

王
玄

策
事
㆒、

忠
曰
。
頭
陀
寺
碑
。
有
㆓

方
丈ノ

字
㆒。
先タ
ツ㆓

唐ノ

玄
策ニ
㆒。
且ク

附
見ス

。
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文
選ノ

王
簡
栖カ

頭
陀
寺
碑ノ

文ニ

曰
。
宋ノ

大
明
五
年
。
始テ

立ツ
㆓

方
丈ノ

茅
茨ヲ
㆒。
以
庇オ
ヽ
ヘ
リ

㆓

經
象ヲ
㆒。　

註ニ

高
誘
曰
。
堵ノ

長
一
丈
。
高サ

一
丈
。
面
環

一
堵
。
爲
㆓

方
丈ト
㆒。
銑
曰ク

宋ノ

孝
武
皇
帝ノ

時
也
。
言ハ

立
㆓

方
丈ノ

之
室
㆒。
覆フ
ニ以テ
為㆓

茅
茨
之
草ヲ
㆒。
以テ

置ク
㆓

經
象ヲ
㆒

也
。

『
總
持
寺
住
山
記
』
第
一
二
八
八
世
万
休
歳
（
尾
州
）
永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
十
月
四
日
の
条
に

方
丈
造
立
沈
金
初
也
十
月
四
日
壬
刁）

42
（

と
あ
り
、
方
丈
が
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
規
模
な
ど
は
不
明
で
あ
る
。

⑺
五
院
塔
頭

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
五
月
廿
五
日
「
五
院
幷
塔
頭
中
由
緒
書
幷
五
院
什
物
目
録
」
中
に
、
貞
和
元
年
（
一
三
四
五
）
峨
山
禅
師
開
闢

の
永
寿
院
か
ら
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
融
越
開
闢
の
円
通
院
ま
で
、
二
十
二
ヶ
寺
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

総
持
寺
五
院
塔
頭
弐
拾
弐
ケ
寺

一
、
寛（

一
四
六
二
）

正
三
年
、
通
峰
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
拾
弐
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
弐
拾
五
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領

之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

普
蔵
院
塔
頭

 
 

興
禅
寺　

林
芸
印

一
、
慶（

一
五
九
七
）

長
二
年
、
別
峰
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
五
代
、
但
貞
享
三
年
迄
九
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷

在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

正
覚
寺　

周
村
印

一
、
慶（

一
六
〇
六
）

長
拾
壱
年
、
朝
岸
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
三
代
、
但
貞
享
三
年
迄
八
拾
壱
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地

ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

正
福
寺　

佐
俊
印

一
、
明（

一
四
九
四
）

応
三
年
、
雲
山
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
九
代
、
但
貞
享
三
年
迄
百
九
拾
三
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
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ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

長
泉
寺　

林
廓
印

一
、
当
院
開
闢
者
慶（

一
六
〇
〇
）

長
五
年
、
芳
春
院
様
御
戒
名
を
寺
之
院
号
ニ
御
付
ケ
被
為
成
、
寺
御
建
立
被
成
、
総
持
寺
御
寺

〻

〻

領
四
百
石
之
内
、

当
院
江
高
三
拾
石
御
寄
附
被
為
成
、
則
芳
春
院
様
御
位
牌
当
院
ニ
御
立
置
被
為
成
候
、
慶
長
五
年
ゟ
貞
享
三
年
迄
八
拾
七
年
ニ
罷

成
候
、
開
寺
住
持

〻

〻

〻

〻

象（
徐
芸
）山

和
尚
ゟ
只
今
迄
住
持
六
代
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

妙
高
庵
塔
頭

 
 

芳
春
院　

看
主　

明
堂
印

一
、
慶（

一
六
一
〇
）

長
拾
五
年
、
大（

圭
徐
）透

和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
三
代
、
但
貞
享
三
年
迄
七
拾
七
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地

ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

玉
泉
寺　

閂
達
印

一
、
長（

一
四
五
九
）

禄
三
年
、
心
忠
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
拾
三
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
弐
拾
八
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領

之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

昌
寿
寺　

文
廓
印

一
、
寛（

一
六
二
七
）

永
四
年
、
雲
山
和
尚
寺
開
闢
、
只
今
迄
住
持
三
代
、
但
貞
享
三
年
迄
六
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷

在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

雲
光
寺　

看
主　

智
門
印

一
、
正（

一
六
四
六
）

保
三
年
、
融
越
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
四
代
、
但
貞
享
三
年
迄
四
拾
壱
年
ニ
罷
成
候
、
円（

横
山
長
知
）

通
院
殿
・
桂（

同
康
玄
）

岸
院
殿
為
御
墓

守
、
横
山
左（

忠
次
）衛

門
殿
御
建
立
被
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

円
通
院　

雷
天
印

一
、
慶（

一
五
九
九
）

長
四
年
、
象
山
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
六
代
、
但
貞
享
三
年
迄
八
拾
八
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
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罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

太
清
院　

文
智
印

一
、
応（

一
四
六
八
）

仁
二
年
、
高
岩
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
拾
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
拾
九
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地

ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

宝
幢
寺　

文
広

一
、
明（

一
四
九
七
）

応
六
年
、
雲
沢
和
尚
寺
開
闢
、
寛
永
十
年
迄
代
々
世
牌
相
続
候
得
共
、
中
絶
仕
候
ニ
付
、
万
治
二
年
致
中
興
、
拙
僧
迄
住
持

弐
代
、
但
貞
享
三
年
迄
百
九
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

洞
川
庵
塔
頭

 
 

慶
徳
寺　

白
元
印

一
、
文（

一
五
九
二
）

禄
元
年
、
宝
山
和
尚
寺
開
闢
、
只
今
迄
住
持
七
代
、
但
貞
享
三
年
迄
九
拾
五
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ

罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

東
源
寺　

看
主　

紀
長

一
、
慶（

一
五
九
七
）

長
二
年
、
湛
翁
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
四
代
、
但
貞
享
三
年
迄
九
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷

在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

昌
泉
寺　

児
康

一
、
寛（

一
六
三
二
）

永
九
年
、
元
固
首
座
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
四
代
、
但
貞
享
三
年
迄
五
拾
五
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ

罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

秀
翁
院　

存
龍
印

一
、
応（

一
三
九
四
）

永
六
年
、
大
徹
大
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
十
二
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
八
拾
八
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺

領
之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、
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伝
法
庵
塔
頭

 
 

覚
皇
院　

岩
能
印

一
、
長（

一
四
五
八
）

禄
二
年
、
惟
忠
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
拾
一
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
弐
拾
九
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領

之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

千
寧
寺　

通
門

一
、
文（

一
四
八
〇
）

明
十
二
年
、
可
屋
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
八
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
七
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地

ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

永
福
寺　

天
秀
印

一
、
天（

一
五
七
七
）

正
五
年
、
雄
祝
長
老
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
三
代
、
但
貞
享
三
年
迄
百
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷

在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

松
岩
寺　

光
吉
印

一
、
長（

一
四
五
七
）

禄
元
年
、
威
翁
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
八
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
三
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地

ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

如
意
庵
塔
頭

 
 

瑞
雲
寺　

巨
天

一
、
天（

一
五
八
四
）

正
拾
二
年
、
大
室
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
五
代
、
但
貞
享
三
年
迄
百
三
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ

罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

青
陽
軒　

真
長
印

一
、
貞（

一
三
四
五
）

和
元
年
、
峨
山
大
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
十
二
代
、
中
此
五
代
他
山
仕
候
、
但
貞
享
三
年
迄
三
百
四
拾
弐
年
ニ
罷
成
候
、

居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

永
寿
院　

松
沢
印
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右
総
持
寺
五
院
幷
塔
頭
由
来
如
斯
ニ
御
座
候
、
総
持
寺
由
緒
之
儀
者
、
去
年
御
尋
之
節
、
指
上
候
通
ニ
御
座
候
、
其
外
縁
起
・
御
寄

進
状
等
無
御
座
候
、
五
院
什
物
之
儀
ハ
別
紙
目
録
ニ
記
指
上
申
候
、
已
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
州
総
持
寺
役
局　

松
岩
寺　

光
吉
印

　
　
　

貞（
一
六
八
六
）

享
三
年
五
月
廿
五
日 

同　
　

昌
寿
寺　

文
廓
印

 
 

同　
　

慶
徳
寺　

白
元
印

　
　
　

不
破
彦（

為
貞
）三

殿 

同　
　

瑞
雲
寺　

巨
天
印

　
　
　

富
田
治（

重
物
）郎

左
衛
門
殿 

同　
　

興
禅
寺　

林
芸
印）

43
（

㈤
天
正
十
八
年
回
禄
に
よ
る
再
興

⑴
前
田
利
家
に
よ
る
復
興

天
正
十
八
年
（
一
五
九
〇
）
四
月
十
一
日
、
前
田
利
家
朱
印
状
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

今
度
当
寺
炎
上
之
条
、
急
与
可
有
再
興
事
肝
要
候
、
且
本
寺
為
造
興
、
且
宗
門
為
繁
栄
候
之
間
、
分
国
中
曹
洞
宗
旨
之
僧
侶
、
造
畢

之
間
寺
中
相
詰
、
無
懈
怠
可
被
普
請
、
若
於
有
違
背
之
禅
侶
者
、
為
一
宗
可
被
追
放
之
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

羽
柴
加
賀
宰
相

　
　
　
　

卯
天
正
十
八月

十
一
日　
　
　
　
　
　

利（
前
田
）家

（（
印
文
 「
利
家
長
寿
」）

朱
印
）

　
　
　
　

總
持
寺）

44
（

こ
れ
は
前
田
利
家
（
一
五
三
八
―
九
九
）
が
天
正
十
八
年
四
月
十
一
日
、
總
持
寺
に
宛
て
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
今
度
總
持
寺
が
炎
上

し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
急
ぎ
再
興
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
か
つ
は
本
寺
再
建
の
た
め
、
か
つ
は
宗
門
繁
栄
の
た
め
で
あ
る
か
ら
、
分
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国
＝
領
国
（
能
登
国
）
内
の
曹
洞
宗
旨
の
僧
侶
は
造
立
し
終
る
ま
で
、
寺
中
に
詰
め
、
か
か
り
き
り
で
怠
り
な
く
建
築
に
従
事
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
若
し
こ
れ
を
守
ら
ず
そ
む
い
た
禅
侶
が
あ
っ
た
ら
、
宗
門
の
た
め
に
追
放
さ
れ
る
べ
き
だ
と
あ
り
、
總
持
寺
の
再
興
に
つ
い
て

強
い
意
欲
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
文
書
が
発
信
さ
れ
た
時
、
利
家
は
豊
臣
秀
吉
の
命
に
よ
り
、
小
田
原
北
条
征
伐
の
た
め
北
関
東
に
出
陣
し
、
四
月
七
日
こ
ろ
に
は

根
小
屋
城
（
高
崎
市
）
を
焼
き
払
っ
て
、
松
井
田
城
（
群
馬
県
碓
氷
郡
松
井
田
町
）
包
囲
作
戦
の
陣
中
に
あ
っ
た
（
四
月
二
十
日
大
道
寺
政
繁
は

利
家
に
降
参
し
て
い
る
）
が
、
總
持
寺
炎
上
の
報
を
う
け
直
ち
に
発
信
し
た
も
の
で
あ
る
。
火
災
の
実
情
に
つ
い
て
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い

が
、
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
か
ら
元
禄
十
六
年
（
一
七
〇
三
）
に
わ
た
り
、
總
持
寺
代
官
星
野
保
五
郎
が
記
録
し
た
「
總
持
寺
由
来
」
に
あ

る
「
惣
持
寺
諸
堂
天
正
年
中
焼
失
ニ
付
後
建
立
之
次
第
」
に
、
そ
の
規
模
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

総
持
寺
諸
堂
天
正
年
中
焼
失
ニ
付
後
建
立
之
次
第

一
、
文
禄
元
年 

妙
高
庵
、

一
、
同
二
年 

方
丈
、

一
、
慶
長
二
年 

仏
殿
、

一
、
同
二
年 

方
丈
再
建
、

一
、
同
九
年 

大
庫
理

（
裡
）
、

一
、
同
十
三
年 

山
門
、
但
棟
札
ニ
者
十
五
年
ト
有
之
候
、

一
、
同
十
四
年 

芳
春
院
、

一
、
寛
永
三
年 

如
意
庵
、

一
、
同
十
年 

洞
川
庵
、

一
、
同
十
六
年 

芳
春
院
再
建
、
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一
、
同
年 

侍
真
寮
、
放
光
院
ト
号
ス
、

一
、
同
十
九
年 

玉
橋
、

一
、
同
年 

二
字
札
、

一
、
正
保
三
年 

方
丈
再
建
、
但
此
時
金
張
付
ニ
相
成
、
則
金
紙
者
国（

前
田
利
常
）

君
宝
庫
ゟ
被
仰
付
な
り

一
、
同
四
年 

鐘
楼
堂
、
但
棟
札
ニ
者
慶
安
二
年
ト
有
之
、

一
、
承
応
二
年 
大
庫
理
再
建
、

一
、
同
年 
妙
高
庵
再
建
、

一
、
寛
文
三
年 

方
丈
再
建
、
但
此
時
金
百
枚
国（

前
田
綱
紀
）

君
ゟ
拝
領
ナ
リ
、

一
、
同
八
年 

普
蔵
院
再
建
、

一
、
同
十
三
年 

仏
殿
再
建

）
45
（

、

こ
れ
を
み
る
と
大
半
が
焼
失
し
た
全
焼
に
近
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
文
中
に
本
寺
再
興
と
あ
る
の
は
と
り
わ
け
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
宗
旨
上
本
寺
は
永
光
寺
で
あ
る
が
、
天
正
十
七
・
十
八
・
十
九
年
に
お
け
る
永
光
寺
と
總
持
寺
の
輪
住
者
数
を
比
較

す
る
と
、
永
光
寺
が
一
人
・
一
人
・
二
人
に
対
し
、
總
持
寺
は
二
十
二
人
・
二
十
九
人
・
二
十
五
人
と
な
っ
て
お
り
、
両
寺
の
寺
勢
は
歴

然
と
し
て
お
り
、
總
持
寺
が
政
治
的
・
経
済
的
に
能
登
国
曹
洞
宗
の
最
有
力
寺
院
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
か
ら
、
元
和
元
年
（
一

六
一
五
）
の
寺
院
法
度
に
お
け
る
本
末
制
度
の
制
定
以
前
で
は
あ
る
が
、
利
家
は
總
持
寺
を
能
登
国
の
本
寺
と
認
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
總
持
寺
の
再
建
は
利
家
が
期
待
し
て
い
た
程
順
調
で
は
な
か
っ
た
ら
し
く
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
二
月
十
四
日
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
「
前
田
利
家
印
判
状
」
が
あ
る
。

態
令
啓
候
、
仍
能
州
惣
持
寺
之
儀
、
打
捨
置
も
い
か
ゝ
に
て
候
間
、
此
度
と
り
た
て
可
申
候
、
材
木
等
を
も
内
々
取
集
候
様
ニ
尤
候
、

人
足
な
と
之
儀
、
藤（

三
輪
吉
宗
）

兵
衛
・
久（

大
井
直
泰
）

兵
衛
ニ
申
付
候
、
此
た
ひ
者
、
こ
け
ら
ふ
き
の
下
地
ニ
可
被
仰
付
候
、
作
事
様
子
、
彼
両
人
ニ
被
仰
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聞
候
て
、
令
書
付
可
給
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　

亥（
慶
長
四
年
）

　
　
　

二
月
十
四
日　
　
　
　
　
　
　

利（
前
田
）家

（（
印
文
 「
喜
楽
」）

印
影
）
〇
コ
ノ
印
、
慶
長
三
年
八
月
ヨ

リ
同
四
年
三
月
ノ
間
用
イ
ル
、

　
　
　
　

宝（
象
山
徐
芸
）

円
寺

）
46
（

こ
れ
は
利
家
が
宝
円
寺
（
金
沢
市
）
象
山
徐
芸
（
?
―
一
六
一
九
）
に
宛
て
た
も
の
で
、
内
容
は
殊
更
申
し
上
げ
る
が
、
能
登
總
持
寺
の
こ

と
は
、
こ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
の
は
ど
う
か
と
思
う
の
で
、
建
て
よ
う
と
思
う
。
材
木
等
も
内
密
に
取
り
集
め
る
の
は
当
然
な
こ
と
で
、

人
足
な
ど
の
こ
と
は
三
輪
藤
兵
衛
や
大
井
久
兵
衛
に
申
し
つ
け
た
。
今
度
は
杮
こ
け
ら

葺
の
下
地
に
す
る
よ
う
云
い
つ
け
て
ほ
し
い
。
ま
た
建
築

の
様
子
は
彼
の
両
人
に
聞
い
て
書
き
つ
け
て
も
ら
い
た
い
と
あ
る
。
總
持
寺
炎
上
は
天
正
十
八
年
だ
か
ら
、
そ
の
後
約
十
年
も
経
過
し
て

い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
再
建
は
遅
々
と
し
て
進
捗
し
な
か
っ
た
ら
し
く
、
前
に
触
れ
た
「
總
持
寺
由
来
」
の
と
お
り
で
あ
れ
ば
、
わ
ず
か

に
妙
高
庵
・
方
丈
・
仏
殿
（
氷
見
観
音
堂
移
建
〈
大
本
山
總
持
寺
年
表
〉）
お
よ
び
再
建
方
丈
の
み
で
あ
っ
た
か
ら
、
利
家
は
業
を
煮
や
し
て
、

自
ら
造
営
に
踏
み
切
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
利
家
が
如
何
に
總
持
寺
を
重
視
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
こ
の
よ
う

な
利
家
に
よ
る
造
営
に
つ
い
て
『
日
本
洞
上
聯
燈
録
』
巻
第
九
は
「
加
州
護
国
山
宝
円
寺
大
透
圭
徐
禅
師
（
中
略
）
文
禄
癸（

二
年
）巳

師
告
㆓

太
（
前
田
利
家
）

守
㆒

再
造
㆓

總
持
㆒。
輪
奐
壮
麗
。
視
㆑

古
有
㆓

以
加
㆒

矣
）
47
（

」
と
あ
り
、
大
透
圭
徐
（
一
五
二
五
―
九
八
）
が
前
田
利
家
に
告
げ
て
諸
堂
を
築
造
し
た
と

し
て
い
る
。

⑵
山
門
造
立

前
項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
天
正
十
八
年
總
持
寺
回
禄
後
、
前
田
利
家
は
鋭
意
そ
の
復
興
に
つ
と
め
て
い
る
が
、
利
家
夫
人
＝
富
禅
尼

も
つ
ぎ
に
示
す
よ
う
に
山
門
を
造
立
し
、
加
州
桃
雲
寺
開
山
象
山
徐
雲
を
請
し
て
落
慶
説
法
を
し
て
い
る
。

六
年
辛
丑
宗
富
禅
尼
造
㆓

總
持
三
門
㆒。
請
㆑

師
落
慶
説
法

）
48
（

。

⑶
大
庫
裡
修
理
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『
總
持
寺
誌
』
附
録
『
大
本
山
總
持
寺
年
表
』
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
条
に
「
こ
の
歳
大
庫
裡
を
修
理
」（
本
山
記
録
）
と
あ
り
、
大
庫

裡
を
修
理
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

㈥
寛
永
・
寛
文
の
造
営

⑴
如
意
庵
建
立

「
如
意
庵
輪
住
帳
」
の
序
に
「
慶
長
十（

一
六
一
四
）

九
年
伽
藍
回
禄

）
49
（

」
と
あ
り
、「
如
意
庵
輪
住
誌
序
」
に
「
慶
長
十
九
年
罹
于
祝
融
之
災
自
殿
宇
及

乎
古
書
誌
都
作
烏
有

）
50
（

」
と
あ
っ
て
、
如
意
庵
が
慶
長
十
九
年
に
焼
失
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
『
加
賀
藩
史
料
』
第
十
一
編
所
収
「
金

竜
公
記
史
料
」（
五
〇
九
頁
）
に
「
正
月
二
十
日
夜
能
州
惣
持
寺
五
院
中
如
意
庵
失
火
坊
舎
尽
焼
（
後
略
）」
と
あ
り
、
そ
の
実
情
が
推
察
で

き
る
が
、
前
に
掲
げ
た
「
總
持
寺
由
来
書
」
に
よ
り
寛
永
三
年
（
一
六
二
六
）
建
立
し
て
い
る
が
、
規
模
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

⑵
方
丈
・
禅
堂
の
建
立

寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
三
月
「
宝
泉
寺
堂
宇
修
補
勧
化
添
書
願
」
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

寛（
前
略
）文

元
年
、
当
寺
住
職
宥
遍
代
、
律（

定
賢
）師

安
置
場
再
建
奉
願
候
処
、
其
節
御
本
山
ニ
茂
方
丈
・
禅
堂
御
建
立
之
砌
故
、
諸
般
御
多
用
ニ

付
、
御
合
力
置
被
仰
付
候
而
、
少
々
修
補
而
已）

51
（

（
以
下
略
）

こ
れ
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
に
宝
泉
寺
（
能
登
道
下
村
）
住
職
宥
遍
が
、
定
賢
律
師
像
を
安
置
す
る
堂
宇
を
造
立
し
よ
う
と
願
出
た
処
、

そ
の
節
總
持
寺
も
方
丈
・
禅
堂
を
建
立
中
で
、
諸
般
多
用
で
あ
っ
た
が
、
合
力
仰
付
け
ら
れ
、
少
々
修
補
し
た
だ
け
云
々
と
あ
る
。
こ
の

な
か
に
總
持
寺
が
方
丈
・
禅
堂
を
建
立
中
と
あ
る
が
、「
總
持
寺
由
来
」
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
方
丈
再
建
（
規
模
な
ど
不
明
）
と
あ
る
も
、

禅
堂
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

⑶
客
殿
造
立

こ
れ
に
つ
い
て
は
「
正
法
寺
誌
」
に
「
峨
山
三
百
年
忌
を
期
し
客
殿
再
建

）
52
（

」
と
あ
る
よ
う
に
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
、
峨
山
禅
師
の
三
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百
年
大
遠
忌
を
期
し
客
殿
を
造
立
し
て
い
る
が
、
規
模
な
ど
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

⑷
山
内
塔
頭
の
造
立

總
持
寺
五
院
塔
頭
の
造
営
に
つ
い
て
は
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
五
月
廿
五
日
の
「
五
院
幷
塔
頭
中
由
緒
書
幷
五
院
什
物
目
録
」
に
詳

し
い
。
成
立
年
代
の
み
な
ら
ず
、
開
山
や
現
住
あ
る
い
は
世
代
数
な
ど
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

な
お
總
持
寺
五
院
塔
頭
弐
拾
弐
ヶ
寺
に
つ
い
て
は
、
㈣
五
院
成
立
以
降
の
諸
堂
舎
⑺
五
院
塔
頭
で
述
べ
た
が
、「
五
院
幷
塔
頭
中
由
緒

書
幷
五
院
什
物
目
録
」
の
全
貌
を
示
す
た
め
、
繁
を
顧
み
ず
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　
　

五
院
幷
塔
頭
中
由
緒
書
幷
五
院
什
物
目
録

「（
表
紙
）

　
　
　
　

貞
享
三
年

　

五
院
幷
塔
頭
中
由
緒
書
幷
五
院
什
物
之
目
録
、
公
儀
江
差
上
候
留
書
」

公
儀
江
上
リ
候
ハ
、
継
紙
ニ
而
巻
物
ニ
而
、
継
目
之
裏
印
ハ
、
瑞
雲
寺
巨
天
自
分
之
印
判
中
程
ニ
押
之
、
五
院
之
什
物
目
録
壱
所
ニ

上
ケ
之
候
ニ
と
由
来
、
是
も
又
如
右
之
継
紙
・
巻
物
印
判
右
同
断
、

一
、
能
州
総
持
寺
五
院
開
基

　
　
　

普
蔵
院
太（

宗
真
）源

大
和
尚　

当
現
住　

了
山
印

　
　
　

妙
高
庵
通（

寂
霊
）幻

大
和
尚　
　

同　
　

逸
堂
印

　
　
　

洞
川
庵
無（

祖
環
）端

大
和
尚　
　

同　
　

斧
峰
印

　
　
　

伝
法
庵
大（

宗
令
）徹

大
和
尚　
　

同　
　

大
川
印

　
　
　

如
意
庵
実（

良
秀
）峰

大
和
尚　
　

同　
　

春
長
印

右
総
持
寺
開
山
瑩（

紹
瑾
）山
・
二
代
峨（

韶
碩
）山

迄
独
住
持
、
其
後
観
応
二
年
ニ
五
院
開
闢
仕
候
、
貞
享
三
年
迄
三
百
三
拾
六
年
ニ
罷
成
申
候
、
五

院
末
派
ゟ
毎
年
八
月
十
五
日
ニ
五
院
輪
番
入
替
、
総
持
寺
持
来
候
、
五
院
之
儀
、
総
持
寺
境
内
ニ
寺〻
御
座
候
、
当
山
之
儀
者
、
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大（
前
田
利
家
）

納
言
様
以
来
四
百
石
之
御〻
寺
領
御
寄
進
被
為
成
候
、

　
　
　

総
持
寺
五
院
塔
頭
弐
拾
弐
ケ
寺

一
、
寛
正
三
年
、
通
峰
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
拾
弐
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
弐
拾
五
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領

之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

普
蔵
院
塔
頭

 
 

興
禅
寺　

林
芸
印

一
、
慶
長
二
年
、
別
峰
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
五
代
、
但
貞
享
三
年
迄
九
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷

在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

正
覚
持　

周
村
印

一
、
慶
長
拾
壱
年
、
朝
岸
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
三
代
、
但
貞
享
三
年
迄
八
拾
壱
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地

ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

正
福
寺　

佐
俊
印

一
、
明
応
三
年
、
雲
山
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
九
代
、
但
貞
享
三
年
迄
百
九
拾
三
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地

ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

長
泉
寺　

林
廓
印

一
、
当
院
開
闢
者
慶
長
五
年
、
芳
春
院
様
御
戒
名
を
寺
之
院
号
ニ
御
付
ケ
被
為
成
、
寺
御
建
立
被
成
、
総
持
寺
御
寺

〻

〻

領
四
百
石
之
内
、

当
院
江
高
三
拾
石
御
寄
附
被
為
成
、
則
芳
春
院
様
御
位
牌
当
院
ニ
御
立
置
被
為
成
候
、
慶
長
五
年
ゟ
貞
享
三
年
迄
八
拾
七
年
ニ
罷

成
候
、
開
寺
住
持

〻

〻

〻

〻

象（
徐
芸
）山

和
尚
ゟ
只
今
迄
住
持
六
代
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

妙
高
庵
塔
頭

 
 

芳
春
院　

看
主　

明
堂
印

一
、
慶
長
拾
五
年
、
大（

圭
徐
）透

和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
三
代
、
但
貞
享
三
年
迄
七
拾
七
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
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新修總持寺史（四）

ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

玉
泉
寺　

閂
達
印

一
、
長
禄
三
年
、
心
忠
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
拾
三
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
弐
拾
八
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領

之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

昌
寿
寺　

文
廓
印

一
、
寛
永
四
年
、
雲
山
和
尚
寺
開
闢
、
只
今
迄
住
持
三
代
、
但
貞
享
三
年
迄
六
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷

在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

雲
光
寺　

看
主　

智
門
印

一
、
正
保
三
年
、
融
越
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
四
代
、
但
貞
享
三
年
迄
四
拾
壱
年
ニ
罷
成
候
、
円（

横
山
長
知
）

通
院
殿
・
桂（

同
康
玄
）

岸
院
殿
為
御
墓

守
、
横
山
左（

忠
次
）衛

門
殿
御
建
立
被
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

円
通
院　

雷
天
印

一
、
慶
長
四
年
、
象
山
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
六
代
、
但
貞
享
三
年
迄
八
拾
八
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ

罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

太
清
院　

文
智
印

一
、
応
仁
二
年
、
高
岩
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
拾
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
拾
九
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地

ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

宝
幢
寺　

文
広

一
、
明
応
六
年
、
雲
沢
和
尚
寺
開
闢
、
寛
永
十
年
迄
代
々
世
牌
相
続
候
得
共
、
中
絶
仕
候
ニ
付
、
万
治
二
年
致
中
興
、
拙
僧
迄
住
持

弐
代
、
但
貞
享
三
年
迄
百
九
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、



― 192 ―

 
 

洞
川
庵
塔
頭

 
 

慶
徳
寺　

白
元
印

一
、
文
禄
元
年
、
宝
山
和
尚
寺
開
闢
、
只
今
迄
住
持
七
代
、
但
貞
享
三
年
迄
九
拾
五
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ

罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

東
源
寺　

看
主　

紀
長

一
、
慶
長
二
年
、
湛
翁
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
四
代
、
但
貞
享
三
年
迄
九
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷

在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

昌
泉
寺　

児
康

一
、
寛
永
九
年
、
元
固
首
座
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
四
代
、
但
貞
享
三
年
迄
五
拾
五
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ

罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

秀
翁
院　

存
龍
印

一
、
応
永
六
年
、
大
徹
大
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
十
二
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
八
拾
八
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺

領
之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

伝
法
庵
塔
頭

 
 

覚
皇
院　

岩
能
印

一
、
長
禄
二
年
、
惟
忠
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
拾
一
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
弐
拾
九
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領

之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

千
寧
寺　

通
門

一
、
文
明
十
二
年
、
可
屋
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
八
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
七
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地

ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

永
福
寺　

天
秀
印
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新修總持寺史（四）

一
、
天
正
五
年
、
雄
祝
長
老
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
三
代
、
但
貞
享
三
年
迄
百
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷

在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

松
岩
寺　

光
吉
印

一
、
長
禄
元
年
、
威
翁
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
八
代
、
但
貞
享
三
年
迄
弐
百
三
拾
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地

ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

如
意
庵
塔
頭

 
 

瑞
雲
寺　

巨
天

一
、
天
正
拾
二
年
、
大
室
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
五
代
、
但
貞
享
三
年
迄
百
三
年
ニ
罷
成
候
、
居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ

罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

青
陽
軒　

真
長
印

一
、
貞
和
元
年
、
峨
山
大
和
尚
寺
開
闢
、
拙
僧
迄
住
持
十
二
代
、
中
此
五
代
他
山
仕
候
、
但
貞
享
三
年
迄
三
百
四
拾
弐
年
ニ
罷
成
候
、

居
屋
敷
総
持
寺
御
寺
領
之
地
ニ
罷
在
候
、
已
上
、

 
 

同
塔
頭

 
 

永
寿
院　

松
沢
印

右
総
持
寺
五
院
幷
塔
頭
由
来
如
斯
ニ
御
座
候
、
総
持
寺
由
緒
之
儀
者
、
去
年
御
尋
之
節
、
指
上
候
通
ニ
御
座
候
、
其
外
縁
起
・
御
寄

進
状
等
無
御
座
候
、
五
院
什
物
之
儀
ハ
別
紙
目
録
ニ
記
指
上
申
候
、
已
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
州
総
持
寺
役
局　

松
岩
寺　

光
吉
印

　
　
　

貞
享
三
年
五
月
廿
五
日 

同　
　

昌
寿
寺　

文
廓
印

 
 

同　
　

慶
徳
寺　

白
元
印

　
　
　

不
破
彦（

為
貞
）三

殿 

同　
　

瑞
雲
寺　

巨
天
印

　
　
　

富
田
治（

重
物
）郎

左
衛
門
殿 

同　
　

興
禅
寺　

林
芸
印
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覚　
　
　

普
蔵
院
分

一
、
龍
虎
画 

牧
溪
筆
、 

二
幅

一
、
勢
田
帰
龍
画 

唐
画
、　　

筆
者
不
知
、 

一
幅

一
、
牡
丹
画 

同
、 

二
幅

一
、
鳴
鶴
画 

同
、 

一
幅

一
、
豊
干
泉
大
道
画 
同
、 

一
幅

一
、
賭 
子
昻
筆
、 

二
幅

　
　
　
　
　
　
　

妙
高
庵
分

一
、
官
人
・
官
女
画 

唐
画
、　　

筆
者
不
知
、 

二
幅

一
、
蝦
蟆
仙
人
画 

同
、 
一
幅

一
、
維
摩
画 

同
、 
一
幅

一
、
馬
画 

韓
輸

（
愈
）筆
、 

一
幅

一
、
布
袋
画 

唐
画
、　　

筆
者
不
知
、 

一
幅

一
、
賭 

但
縫
字
、 

一
幅

右
総
持
寺
五
院
之
内
、
什
物
如
斯
ニ
御
座
候
、
洞
川
庵
・
伝
法
庵
・
如
意
庵
什
物
無
御
座
候
、
已
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
州
総
持
寺
役
者　

松
岩
寺　

光
吉
印

　
　
　

貞
享
三
年
五
月
廿
五
日　
　
　

同　
　

昌
寿
寺　

文
廓
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

慶
徳
寺　

白
元
印
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新修總持寺史（四）

　
　
　
　

不
破
彦
三
殿　
　
　
　
　
　

同　
　

瑞
雲
寺　

巨
天
印

　
　
　
　

富
田
治
郎
左
衛
門
殿　
　
　

同　
　

興
禅
寺　

林
芸
印）

53
（

⑸
洞
川
庵
再
興

洞
川
庵
再
興
に
関
す
る
資
料
「
洞
川
庵
御
材
木
送
り
状
之
事
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

（（
印
文「
叶
」）

印
）
極
印

一
、
四
本 

三
間
ノ
丸
太
★

指
渡
シ
壱
尺
弐
寸
、　

但
シ
し
こ
ろ
遍
ノ
木
、

一
、
六
本 

三
間
ノ
壱
尺
角

一
、
三
拾
九
本 
三
間
ノ
八
寸
角

一
、
三
枚 
三
間
平
物
★

巾
壱
尺
六
寸
、

厚
サ
壱
尺
、

一
、
八
拾
弐
本 

弐
間
半
ノ
八
寸
角

一
、
百
四
拾
弐
本 

弐
間
ノ
八
寸
角

一
、
八
枚 

弐
間
平
物
★

巾
壱
尺
六
寸

厚
七
寸
、　

一
、
弐
本 

弐
間
ノ
壱
尺
角

一
、
四
枚 

八
尺
五
寸
ノ
平
物
★

巾
弐
尺

厚
八
寸
、

一
、
三
本 

三
間
ノ
六
寸
角

一
、
七
拾
四
本 

弐
間
半
ノ
六
寸
角

　
　
　
　

内
六
拾
七
本
庫
裏
ノ
分
、

一
、
百
四
拾
八
本 

弐
間
六
寸
角

　
　
　
　

内
百
壱
本
庫
裏
ノ
分
、

一
、
弐
百
拾
三
枚 

鹿
料
板

　
　
　
　

内
四
拾
五
枚
庫
裏
ノ
分
、

一
、
七
百
五
拾
挺 

播
木
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内
百
挺
庫
裏
ノ
分
、

一
、
九
本 

八
尺
八
寸
角

一
、
拾
六
枚 

　

七
尺
五
寸
板
★

巾
壱
尺
七
寸
、

厚
六
寸
、

本
数
合
千
五
百
三
品
手
取
木
也
、
右
之
材
木
松
前
江
指
浜
ニ
而
、
慥
ニ
積
渡
シ
申
所
実
正
也
、
尤
運
員
金
・
積
荷
・
酒
手
・
掛
リ
物

等
者
、
此
方
ニ
而
悉
相
済
シ
申
候
、
然
上
ハ
津
々
浦
々
諸
役
・
新
役
・
手
船
・
引
舟
浮
取
等
者
、
木
主
毛
頭
不
存
候
、
右
之
材
木
能
州

鹿
磯
浜
ニ
而
、
庄
屋
之
新
屋
三
郎
右
衛
門
殿
御
差
図
之
木
場
江
は
ん
立
、
極
印
木
数
相
改
、
急
度
請
取
可
申
候
、
万
一
海
上
之
義
者
、

北
国
廻
舟
之
可
為
古
法
候
、
為
後
日
之
材
木
送
リ
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

松
前
志（

矩
広
）摩

守
家
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

江
指
桧
山
奉
行

　
　
　

元
禄
七
年　
　
　
　
　
　
　
　

明
石
壱
左
衛
門
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

材
木
支
配

　
　
　
　

戌
六
月
廿
七
日　
　
　
　
　
　
　
　

山
本
久
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
（（

印
文
 「
山
本
」 森
光
」）

印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

越
前
新
保
舟
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

竹
内
佐
次
兵
衛
殿

　
　
　　
　
　
　

能
州
総
持
寺
御
寺
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　

昌
（
昌
）泉
寺
様）

54
（

こ
れ
は
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
六
月
廿
七
日
、
松
前
江
指
の
材
木
支
配
山
本
久
兵
衛
が
、
越
前
新
保
舟
頭
竹
内
左
次
兵
衛
お
よ
び
總
持

寺
塔
頭
昌
泉
寺
（
洞
川
庵
配
下
）
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
如
何
な
る
事
情
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
洞
川
庵
再
興
の
た

め
の
用
材
を
遠
く
北
海
道
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
用
材
の
内
容
や
数
量
、
さ
ら
に
は
北
前
船
の
機
構
、
用
材
搬
送
の
内

情
・
仕
組
な
ど
の
一
端
が
わ
か
る
。

ま
た
元
禄
八
年
に
は
加
賀
藩
五
代
前
田
綱
紀
か
ら
も
地
材
木
を
拝
領
し
て
い
る）

55
（

が
、
こ
れ
ら
に
よ
り
洞
川
庵
の
規
模
が
類
推
さ
れ
る
。

な
お
『
總
持
寺
誌
』
に
よ
る
と
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
十
一
月
二
十
九
日
、
螢
山
禅
師
に
後
桃
園
天
皇
か
ら
「
弘
徳
円
明
国
師
」
の
諡

号
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
贈
ら
れ
て
い
る
。
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新修總持寺史（四）

勅　

仏
慈
師
人
天
宗
師　

仏
祖
嗣
嫡　

奏
対
十
事
叡
聞　

為
賜
紫
出
世
道
場

感
得
一
夢
勝
因　

現
放
光
動
地
祥
瑞　

開
法
門
於
四
処　

振
徳
化
於
八
紘

身
嘗
雖
没
竹
塢
白
雲
之
室　

経
悠
遠
名
今　

得
達
楓
宸
青
鎖
之
闥

来
永
慕
苟
思
彼
徳　

如
遇
其
人　

因
諡
曰
弘
徳
円
明
国
師

　
　
　

安
永
元
年
十
一
月
廿
九
日）

56
（

こ
れ
を
期
に
大
規
模
の
伽
藍
修
理
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
は
史
料
が
な
く
明
ら
か
で
な
い
。

㈦
文
化
三
年
大
火
に
よ
る
焼
失
諸
堂
舎
再
建

こ
れ
に
つ
い
て
は
「
江
戸
末
期
に
お
け
る
總
持
寺
の
実
情
（
一
）
―
文
化
三
年
の
火
災
と
再
建
を
中
心
と
し
て

―
」）

57
（

に
詳
述
し
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
伽
藍
の
再
建
を
中
心
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
火
災
に
関
す
る
資
料
は
『
諸
堂
舎
造
営
記
』『
現
方
丈
内
記
録
』
お
よ

び
總
持
寺
筆
頭
代
官
「
星
野
源
五
郎
守
善
日
藍
」
そ
の
他
部
分
的
に
触
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
『
現
方
丈
内
記

録
』
に
よ
る
こ
と
に
す
る
。

（
前
略
）

一
、
文
化
三
年
丙
寅
正
月
廿
一
日
、
暁
天
後
寅
ノ
下
刻
時
分
に
、
如
意
庵
よ
り
災
火
発
生
ス
、
此
節
伝
法
庵
御（

大
徹
宗
令
）

開
基
之
四
百
回
之
遠

忌
相
当
、
法
用

〔
要
〕
ニ
付
役
局
中
幷
ニ
賄
方
等
入
込
有
之
故
、
伝
法
庵
方
丈
ハ
行
忌
前
中
後
、
先
規
ニ
而
如
意
庵
之
新
命
寮
江
移
、
借

寮
住
居
ニ
被
在
候
由
、
如
意
庵
方
丈
者
当
番
故
現
方
丈
江
相
移
居
、
庵
ニ
者
典
座
与
侍
真
留
守
居
す
、
右
入
込
有
之
内
以
之
外
之
大

災
出
来
、
前
代
未
聞
於
山
ニ
不
幸
之
至
、
誠
ニ
扶
桑
派
下
一
統
之
大
難
事
、
気
之
毒
不
過
之
、

　

打
〔
折
〕節

大
風
吹
起
、
卯
ノ
下
刻
時
分
迄
ニ
諸
堂
不
残
致
焼
失
候
由
、
去
共
普
蔵
院
・
洞
川
庵
ハ
無
恙
不
思
議
ニ
遁
レ
残
リ
候
、
于
時
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守
護
神
威
徳　

不
思
儀

〔
議
〕之

事
共
有
之
候
由
、
災
火
相
静
候
上
者
、
先
早
速
御（

瑩
山
紹
瑾
）

開
山
・
二（

峨
山
韶
碩
）

代
尊
像
普
蔵
院
江
奉
移
、
同
室
中
江
鎭
金
相

移
、
転
僧
式
差
閊
無
之
、
転
般
若
等
無
怠
相
勤
り
候
、
洞
川
庵
江
仏
殿
本
尊
・
今
上
位
三
牌
・
伽
藍
神
等
奉
移
、
於
茲
ニ
日
々
勤

行
ス
、
依
而
遠
近
郷
寺
院
自
他
宗
、
且
ツ
俗
家
不
残
見
舞
来
由
、
尤
急
災
暫
時
之
間
故
、
五
、
六
里
末
ヘ
ハ
聞
之
程
不
分
明
ニ
有

之
、
漸
々
昼
時
ゟ
一
派
之
寺
院
、
且
ツ
俗
家
等
追
々
見
舞
来
由
、
此
節
芳
春
院
者
二
代
尊
遠
忌
之
願
事
等
ニ
付
在
江
戸
、
依
而
評

議
之
上
、
早
速
加
賀
公
儀
、
且
宝
円
寺
等
江
為
届
、
慶
徳
寺
出
府
有
之
由
、
時
ニ
災
火
儀
聞
及
フ
人
々
、
自
他
宗
老
若
童
婦
ニ
至

迄
、
消
肝
驚
嘆
至
極
、
実
ニ
笑
止
千
万
此
事
ニ
候
、
況
や
一
派
之
法
孫
災
跡
江
来
見
テ
、
落
涙
痛
情
尤
之
義
ニ
候
、

　

扨
此
節
輪
薫
之
寺
院
、
心
労
痛
情
可
為
尤
事
ニ
候
、
右
万
端
心
労
紛
々
故
ケ
此
代
何
れ
茂
一
回
中
之
記
録
諸
事
一
も
無
之
候
、
拙

僧
共
存
候
ニ
災
難
儀
者
時
節
与
茂
可
申
、
箇
様
ニ
前
後
ニ
無
之
時
節
之
事
者
、
尚
更
諸
般
委
敷
致
記
録
可
被
置
之
所
、
以
之
外
ニ
存

候
、
拙
僧
共
旧
命
方
一
回
中
之
儀
不
存
候
得
共
、
大
災
之
儀
任
見
聞
ニ
万
ズ
一
分
記
置
焉
候
、
扨
又
風
聞
ニ
承
リ
候
所
、
内
々 

酉〔
酒
、 以
下
同
ジ
〕

水
等
取
微
行
、
熟
酔
酣
之
余
り
ニ
箇
様
之
誤
り
茂
致
出
来
候
様
ニ
、
各
々
登
山
之
道
中
筋
風
評
打
聞
申
候
、
誠
ニ
宗
門
之
慚
愧

不
過
之
存
候
、
是
以
後
五
庵
ニ
大
行
法
等
有
之
候
而
茂
、
必
す
其
庵
之
御
主
人
、
他
寮
江
出
借
寮
之
儀
ハ
、
決
而
不
然
儀
ニ
存
候
、

後
々
御
心
得
可
被
為
在
候
、
別
而
一
回
中
随
侍
・
家
来
ニ
至
迄
茂
、
水
酉
等
用
ひ
候
義
、
必
御
停
止
可
然
、
尚
又
方
丈
方
ゟ
厳
敷

被
禁
可
然
存
候
、
尚
更
主
人
ニ
者
一
回
中
堅
御
慎
、
縦
ひ
為
薬
用
酒
共
一
回
中
必
御
無
用
之
事
ニ
存
候
、
右
大
災
之
時
節
輪
住
者
、

普
蔵
院　

一
臘　

加
州
玉
龍
寺　

龍
穏
和
尚

洞
泉

（
マ
マ
）庵　

二
臘　

加
州
永
福
寺　

道
応
和
尚

如
意
庵　

三
臘　

羽
州
大
慈
寺　

徳
恵
和
尚

伝
法
庵　

四
臘　

伯
州
退
休
寺　

磨
塼
和
尚

妙
高
庵　

五
臘　

但
島

〔
馬
〕養

源
寺　

雄
岳
和
尚

〆
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右
代
一
回
中
記
録
無
之
故
、
無
拠
是
等
趣
、
拙
僧
共
評
儀

〔
議
〕之

上
、
為
後
来
誌
焉
置
候
、

（
後　

略
）

こ
の
よ
う
に
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
正
月
二
十
一
日
暁
天
寅
刻
に
如
意
庵
客
殿
か
ら
発
生
し
た
火
災
は
、
西
か
ら
の
大
風
に
よ
り
、
一

刻
と
い
う
短
時
間
に
、
普
蔵
院
・
洞
川
庵
・
白
山
宮
本
社
・
輪
蔵
・
十
王
堂
な
ど
を
除
き
、
主
な
堂
舎
は
焼
失
し
た
。
い
ま
『
現
方
丈
内

記
録
』
に
よ
り
延
焼
経
路
を
示
す
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

如
意
庵
客
殿
・
庫
裡
―
禅
堂
―
維
那
寮
―
妙
高
庵
客
殿
・
庫
裡
―
伝
法
庵
客
殿
・
庫
裡

仏
殿
―
本
山
客
殿
―
現
方
丈
―
侍
真
寮
―
大
庫
裡
―
浴
室
―
山
門
―
鐘
楼
堂
―
通
用
門
―
無
縫
塔
―
観
音
堂
―
七
軒
浄
頭

焼
失
後
寺
院
機
能
は
難
を
免
か
れ
た
普
蔵
院
や
洞
川
庵
さ
ら
に
は
芳
春
院
を
は
じ
め
と
す
る
塔
頭
に
移
さ
れ
、
転
僧
式
や
大
般
若
転
読
、

日
々
の
勤
行
も
懈
怠
な
く
行
っ
て
い
る
。
ま
た
早
速
に
再
建
の
た
め
の
勧
化
許
可
を
関
三
刹
（
総
寧
寺
・
竜
穏
寺
・
大
中
寺
）
と
協
議
し
、
寺

社
奉
行
に
申
請
し
た
。
当
時
幕
府
は
寺
社
の
再
建
・
修
復
の
勧
化
願
は
禁
止
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
許
可
は
非
常
に
難
し
か
っ
た
が
、
よ

う
や
く
文
化
六
年
十
一
月
に
聞
届
け
ら
れ
た
。
し
か
し
提
出
し
た
総
図
り
（
見
積
）
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
文
化
八
年
二
月
下
旬
の
全
国
末

寺
に
宛
て
た
勧
化
依
頼
の
「
能
州
總
持
寺
焼
失
諸
堂
舎
再
建
入
用
金
積
立
帳
」
か
ら
、
焼
失
諸
堂
舎
の
再
建
規
模
や
経
費
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
掲
す
る
「
諸
堂
舎
造
営
記
附
宝
塔
修
工
記
併
題
」
と
と
も
に
『
總
持
寺
誌
』
は
要
略
し
て
触
れ
て
い
る）

59
（

が
、

こ
こ
で
は
全
文
を
掲
げ
て
み
る
。

　
「（

表
紙
）能

州
惣
持
寺
焼
失
諸
堂
舎
再
建
入
用
金
積
立
帳
」

一
、
祖
堂 

桁
行
拾
七
間
半
、
梁
間
拾
四
間
、

玄
関
弐
間
五
尺
四
方
、　　
　
　

 

此
積
高
銀
五
百
六
拾
四
貫
百
七
拾
八
匁
、

一
、
仏
殿 

九
間
半
四
方
、

 

此
積
高
銀
四
百
三
拾
貫
弐
百
五
拾
五
匁
、
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一
、
山
門 

桁
行
八
間
、
梁
間
四
間
、

 

此
積
高
銀
三
百
七
拾
四
貫
四
百
四
拾
五
匁
、

一
、
山
門
左
右
山
廊 

桁
行
三
間
、
梁
間
弐
間
両
側
、

 
此
積
高
銀
弐
貫
四
百
五
匁
、

一
、
勅
使
門 

桁
行
三
間
、
梁
間
弐
間
半
、

 

此
積
高
銀
六
拾
三
貫
三
百
弐
拾
三
匁
、

一
、
通
用
門 

桁
行
五
間
、
梁
間
弐
間
、

 

此
積
高
銀
弐
拾
六
貫
八
百
六
匁
、

一
、
現
方
丈 

桁
行
八
間
半
、
梁
間
五
間
、

 

此
積
高
銀
九
拾
五
貫
三
百
九
拾
四
匁
、

一
、
放
光
閣 
桁
行
拾
間
、
梁
間
六
間
半
、

 

此
積
高
銀
七
拾
九
貫
八
百
七
拾
壱
匁
、

一
、
大
庫
裡 

桁
行
拾
四
間
四
尺
、
梁
間
拾
三
間
、

 

此
積
高
銀
弐
百
五
拾
七
貫
九
百
五
拾
四
匁
、

一
、
僧
堂 

九
間
四
尺
六
寸
四
面
、

 

此
積
高
銀
八
拾
弐
貫
七
百
八
拾
六
匁
、

一
、
維
那
寮
知
客
寮 

桁
行
九
間
、
梁
間
七
間
、

 

此
積
高
銀
四
拾
弐
貫
六
百
弐
拾
六
匁
、

一
、
如
意
庵
客
殿 

桁
行
拾
間
、
梁
間
七
間
半
、
仏
間
弐
間
四
方
、
玄
関
弐
間
四
方
、
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此
積
高
銀
百
三
拾
三
貫
八
百
弐
拾
四
匁
、

一
、
同
庫
裡 

桁
行
七
間
、
梁
間
六
間
、

 

此
積
高
銀
四
拾
壱
貫
百
九
拾
目
、

一
、
伝
法
庵
客
殿 

桁
行
拾
間
、
梁
間
七
間
半
、
仏
間
弐
間
四
方
、
玄
関
弐
間
四
方
、

 
此
積
高
銀
百
三
拾
三
貫
八
百
弐
拾
匁
、

一
、
同
庫
裡 

桁
行
九
間
、
梁
間
五
間
四
方
ニ
九
尺
下
家
、

 

此
積
高
銀
四
拾
九
貫
九
百
弐
拾
五
匁
、

一
、
妙
高
庵
客
殿 

桁
行
拾
五
間
四
尺
、
梁
間
拾
壱
間
弐
尺
、
玄
関
弐
間
壱
尺
四
方
、

 

此
積
高
銀
弐
百
三
拾
八
貫
七
拾
三
匁
、

一
、
同
庫
裡 
桁
行
拾
間
半
、
梁
間
七
間
、

 

此
積
高
銀
七
拾
弐
貫
七
拾
五
匁
、

一
、
開
山
廟
塔 

壱
丈
四
方
、

 

此
積
高
銀
九
貫
五
百
九
拾
五
匁
、

一
、
鐘
楼 

桁
行
三
間
、
梁
間
弐
間
半
、

 

此
積
高
銀
拾
七
貫
九
百
九
拾
九
匁
、

一
、
観
音
堂 

弐
間
四
面
、

 

此
積
高
銀
拾
貫
三
百
五
拾
目
、

一
、
白
山
宮
拝
殿 

四
間
半
四
面
、

 

此
積
高
銀
五
貫
八
百
三
拾
八
匁
、
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一
、
浴
室 

桁
行
八
間
、
梁
間
四
間
、

 

此
積
高
銀
八
貫
弐
百
七
拾
弐
匁
、

一
、
七
軒
浄
頭 

桁
行
八
間
、
梁
間
四
間
、

 
此
積
高
銀
八
貫
五
百
六
拾
八
匁
、

一
、
廻
廊 

延
長
弐
百
拾
壱
間
半
、
梁
間
九
尺
、

 

此
積
高
銀
五
拾
六
貫
七
百
四
拾
弐
匁
、

一
、
築
地
塀 

延
長
百
四
拾
間
、
厚
平
均
三
尺
、

 

此
積
高
銀
拾
四
貫
七
百
五
拾
九
匁
、

一
、
庫
裡
物
置 

弐
間
四
方
、

 

此
積
高
銀
三
貫
目
、

一
、
土
蔵 
桁
行
弐
間
半
、
梁
間
弐
間
、

 

此
請
負
高
銀
九
貫
五
百
目
、

一
、
同
断 

三
間
四
方
、

 

此
請
負
高
銀
拾
三
貫
五
百
目
、

一
、
打
戸
屋
形 

拾
箇
所
、

 

此
請
負
高
銀
六
貫
目
、

一
、
高
塀 

延
長
百
六
拾
間
、

 

此
請
負
高
銀
七
貫
目
、

一
、
材
木
蔵 

桁
行
拾
間
、
梁
間
四
間
、
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此
請
負
高
銀
八
貫
弐
百
目
、

一
、
作
事
小
屋 

桁
行
拾
壱
間
、
梁
間
拾
四
間
、

 

此
請
負
高
銀
四
貫
目
、

合
銀
弐
千
八
百
八
拾
壱
貫
弐
百
五
拾
壱
匁
、

　

此
金
四
万
八
千
弐
拾
両
余
、
但
★

金
壱
両
ニ
付

銀
六
拾
目
替
、

右
者
、
今
般
御
奉
行
所
江
書
上
候
再
建
素
立
積
金
高
ニ
有
之
候
、
諸
造
作
皆
出
来
幷
焼
失
之
諸
道
具
・
法
器
等
、
全
備
致
候
迄
者
、

関（
総
寧
寺
・
龍
隠
寺
・
大
中
寺
）

三
刹
方
江
入
被
見
候
通
、
総
積
高
金
拾
壱
万
両
余
相
掛
り
候
儀
ニ
候
得
者
、
時
節
柄
与
申
大
造
之
儀
ゆ
へ
、
所
詮
出
来
申
間
鋪
与
存

候
得
共
、
何
卒
年
限
相
掛
り
候
共
、
責
而
有
形
通
素
立
成
共
可
な
り
に
再
建
出
来
致
、
御
朱
印
・
御
条
目
幷
祖
訓
之
通
り
、
本
山
職

法
要
茂
相
勤
候
様
致
度
、
一
山
之
念
願
ニ
候
、
誠
ニ
今
般
之
儀
者
、
諸
寺
院
格
別
之
丹
誠
荷
担
無
之
候
而
者
、
夫
々
再
建
与
申
筋
ニ
も

難
及
、
万
一
出
来
兼
候
節
者
不
得
止
事
、
又
候
再
勧
化
相
頼
申
入
候
筋
茂
有
之
候
間
、
何
分
前
後
一
度
ニ
再
建
及
円
成
候
様
、
格
別

荷
担
之
念
思
召
候
、
右
積
り
金
高
、
寺
檀
相
当
之
出
化
偏
所
希
候
、
以
上
、

　
　
　

文
化
八
辛

未
年　
　
　
　

惣
持
寺

　
　
　
　
　
　

二
月
下
浣　
　
　
　
　

役
局
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
国
曹
洞
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
寺
院）

60
（

こ
の
よ
う
に
再
建
諸
堂
舎
三
十
二
の
見
積
り
に
よ
る
規
模
（
桁
行
・
梁
間
）
と
経
費
（
積
高
）
な
ど
が
詳
細
に
わ
か
る
が
、
総
額
銀
で
二
八

八
一
貫
二
五
一
匁
で
あ
り
、
金
（
一
両
ニ
付
、
銀
六
十
目
替
）
に
換
算
す
る
と
四
万
八
千
二
十
両
余
に
な
る
。
し
か
し
焼
失
し
た
諸
道
具
・
法

器
な
ど
も
完
備
す
る
に
は
十
一
万
両
余
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
施
工
の
実
情
は
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
の
「
諸
堂
舎
造

営
記
附
宝
塔
修
工
記
併
題
」
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
繁
を
厭
わ
ず
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。
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諸
堂
舎
造
営
記
附
宝
塔
修
工
記
併
題

一
、
文
化
三
丙

寅
年
正
月
廿
一
日
丑
刻
、
如
意
庵
真
前
ゟ
出
火
、
無
程
禅
堂
江
火
移
り
、
西
風
烈
々
維
那
寮
江
火
移
り
、
次
ニ
仏
殿
江

火
移
り
、
此
時
加
州
寺
社
所
江
注
進
飛
脚
出
立
、
無
程
客
殿
江
火
移
、
次
現
方
丈
、
次
侍
真
寮
、
次
大
庫
理

〔
裡
、 以
下
同
ジ
〕

、
次
山
門
・
妙
高
庵
・

客
殿
・
同
庫
理
、
次
伝
法
庵
・
同
庫
理
・
通
用
門
・
無
縫
塔
・
観
音
堂
・
浴
室
・
七
間
浄
頭
拾
七
宇
、
一
時
焼
失
大
変
至
極
言
語

絶
候
、
乍
去
夜
も
明
ケ
渡
り
、
御
両
尊
・
五
院
開
基
・
御
元
祖
高（

前
田
利
家
）

徳
院
様
尊
像
ハ
宝
幢
寺
江
御
移
シ
申
候
事
、
尤
諸
堂
法
器
類
・

御
土
蔵
之
書
画
類
無
紛
失
持
出
、
下
馬
寺
方
へ
相
運
安
心
之
事
、
尤
山
門
之
御
尊
運
ニ
而
、
普
蔵
院
・
洞
川
庵
相
残
り
、
廿
一
日

夕
景
、
七
尊
仏
・
御
元
祖
高
徳
院
様
尊
像
、
普
蔵
院
・
洞
川
庵
江
御
移
申
候
事
、

一
、
普
蔵
院
新
命
寮
書
院
床
懸
高
徳
院
様
之
尊
像
安
置
致
、
七
尊
仏
ハ
普
蔵
院
・
洞
川
庵
両
庵
之
真
前
御
同
列
ニ
仮
安
置
致
候
事
、

一
、
鎮
禁
之
間
仮
ニ
出
来
無
之
而
ハ
、
転
衣
之
式
差
支
申
ニ
付
、
普
蔵
院
室
中
ノ
奥
三
方
を
紅
幕
張
、
鎮
禁
之
間
金
張
付
絵
襖
三
方

ニ
立
、
仕
切
荘
厳
取
調
候
事
、
本
山
客
殿
再
建
成
就
迄
ハ
、
転
衣
式
ハ
一
朝
も
無
怠
慢
相
欠
不
申
事
、
御
尽
力
を
以
、
相
応
ニ
出

世
僧
御
登
山
被
成
候
事
、
当
分
普
蔵
院
本
堂
を
仮
客
殿
と
し
、
惣
持
寺
之
額
を
懸
客
殿
ト
定
、
毎
朝
行
経
不
怠
事
、
洞
川
庵
本
堂

江
本
山
本
尊
釈
迦
如
来
ヲ
安
置
致
候
事
、
妙
高
庵
・
伝
法
庵
・
如
意
庵
仮
御
座
所
ニ
ハ
門
中
太
清
院
を
以
、
現
方
丈
屋
鋪
江
引
揚
仮

立
候
事
、
是
妙
高
庵
御
座
所
也
、
伝
法
庵
御
座
所
ハ
、
永
福
寺
を
以
、
侍
真
寮
屋
敷
江
引
揚
出
来
之
事
、
如
意
庵
御
座
所
ハ
、
青

陽
軒
を
以
、
大
庫
理
屋
敷
引
揚
、
右
三
ケ
寺
共
三
月
中
ニ
出
来
、
開
基
尊
像
御
入
仏
現
住
方
丈
御
引
移
有
之
事
、

一
、
正
月
廿
五
日
、
加
州
宝
円
寺
現
住
俊
鳳
和
尚
御
倒

〔
到
、 以
下
同
ジ
〕

着
、
三
州
諸
寺
院
追
々
馳
集
り
昼
夜
示
談
之
事
、
芳
春
院
現
住
東
海
長
老
、

本
山
諸
堂
修
覆
勧
化
願
方
、
江
戸
出
府
留
主
中
也
、

一
、
正
月
廿
六
日
頃
、
寺
社
所
ゟ
、
為
見
分
与
力
之
内
嶽
壮
左
衛
門
被
罷
越
候
事
、
一
日
逗
留
少
々
帰
府
有
之
事
、

一
、
正
月
廿
四
日
、
加
州
津
田
公
ゟ
以
吏

〔
使
、 以
下
同
ジ
〕

、
御
蔵
□
弐
拾
□
代
銀
壱
貫
目
、
焼
失
見
舞
倒
来
ニ
候
事
、

一
、
加
州
大
乗
寺
ゟ
毛
氈
弐
枚
、
砂
糖
弐
斤
、
為
見
舞
倒
来
之
事
、
越
前
永
平
寺
よ
り
見
舞
吏
僧
無
之
、
鑑
院
和
尚
ゟ
越
前
路
途
中
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ニ
而
、
金
弐
歩
挓
便
ニ
而
遣
し
候
事
、

一
、
近
在
御
坊
方
・
町
家
百
姓
中
等
ゟ
、
米
穀
幷
諸
材
木
、
其
外
数
品
、
当
座
見
舞
品
ニ
到
来
有
之
候
事
、

一
、
時
之
五
院
現
住
様
方
ハ
、
普
蔵
院
金
沢
玉
龍
寺
、
妙
高
庵
但
馬
養
源
寺
、
洞
川
庵
金
沢
永
福
寺
、
伝
法
庵
伯
州
退
休
寺
、
如
意

庵
出
羽
大
森
大
慈
寺
等
也
、

一
、
芳
春
院
方
丈
ニ
ハ
、
諸
堂
屋
ね
及
大
破
修
覆
勧
化
末
派
江
頼
方
、
丑（

文
化
二
年
）

年
冬
中
江
戸
出
府
之
跡

（
後
）
、
寅
年
諸
堂
舎
焼
失
有
之
候
ニ
付
、

焼
失
再
建
勧
化
ニ
取
直
シ
、
金
高
多
分
ニ
被
頼
出
、
拾
七
宇
再
建
可
致
、
銀
高
取
図
り
、
早
速
江
戸
宿
所
江
可
遣
旨
申
来
候
、
四
、

五
万
両
之
図
り
高
ニ
中
勘
帳
差
遣
候
事
、
依
而
近
末
寺
院
・
両
後
見
衆
・
山
中
□
□
御
両
尊
遠
忌
香
資
一
祖
様
分
弐
千
両
定
規
ニ

候
、
右
弐
千
両
ハ
弐
拾
倍
増
見
テ
ハ
、
凡
四
万
両
斗
ニ
候
事
、
此
正
を
以
壱
ケ
寺
ゟ
百
文
ノ
香
資
之
寺
ハ
、
銭
弐
貫
文
ヲ
出
可
申

し
、
金
壱
歩
之
寺
ハ
、
金
五
両
出
化
頼
申
度
、
今
度
大
変
未
曾
有
之
事
ニ
候
得
者
、
末
派ハ

出
情
ヲ
格
別
相
頼
申
度
事
、
是
ニ
一
決

治
定
い
た
し
候
事
、
化
僧
人
撰
を
以
、
三
ケ
国
ゟ
巡
国
旅
出
立
用
意
ヲ
取
懸
り
候
事
、
化
僧
色
衣
寺
庵
無
之
而
ハ
、
諸
国
不
取
扱

ニ
可
有
候
哉
ト
、
三
州
之
内
秀
才
、
寺
院
相
頼
候
事
、
伴
僧
幷
草
履
取
主
伴
三
人
之
事
、

一
、
寅
二
月
、
近
門
七
ケ
寺
勧
発
を
以
、
勅
門
能
州
一
ケ
国
ゟ
再
建
寄
附
致
度
旨
ニ
而
、
銀
高
凡
五
拾
六
貫
目
位
図
り
、
書
絵
図
面

も
出
来
、
則
所
口
柴
田
新
助
、
近
来
本
願
寺
細
工
場
を
勤
、
才
力
之
者
に
て
、
絵
図
面
幷
諸
入
用
図
書
差
出
申
候
、
於
本
山
満
足

候
事
、
但
し
文
化
七
年
ゟ
同
暦
十
酉
年
ま
で
円
成
事
、

一
、
同
年
四
月
至
、
大
庫
理
壱
宇
乍
相
去
儀
、
越
中
一
国
ニ
而
附
再
建
御
願
被
成
瑞
龍
寺
役
者
中
品
評
之
上
、
返
答
ニ
ハ
大
庫
理
一

宇
皆
出
来
申
而
ハ
、
莫
太

〔
大
、 以
下
同
ジ
〕

ノ
銀
高
ニ
而
候
得
者
、
諸
入
用
之
内
六
拾
貫
目
、
越
中
一
ケ
国
勧
化
ヲ
以
、
御
取
持
可
申
候
、
不
足
ノ

所
ハ
本
山
ゟ
引
足
円
成
可
被
成
、
莫
太
之
銀
高
請
合
置
候
而
、
却
而
不
行
届
ニ
候
而
ハ
不
可
然
、
本
山
ゟ
其
段
ハ
至
極
、
尤
何
等

ニ
も
世
話
方
主
附
瑞
龍
寺
引
請
御
願
申
入
と
の
事
ニ
而
、
瑞
龍
寺
役
寮
漸
治
定
合
山
満
悦
致
候
事
、
文
化
九
申
年
ゟ
同
暦
亥
年
迄

円
成
之
事
、
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一
、
寅
年
夏
中
ニ
至
、
京
都
上
林
長
左
衛
門
ゟ
、
今
般
大
変
山
門
之
御
災
難
、
諸
堂
之
内
手
軽
所
壱
宇
再
建
、
上
林
主
附
寄
附
致
度

申
来
願
候
ハ
、
禅
堂
ハ
最
安
候
間
、
是
ヲ
上
林
氏
主
附
寄
附
頼
入
申
度
治
定
之
事
、

文
化
三
寅
年
二
月
ゟ
三
月
中
出
来
、

一
、
五
拾
五
両 

妙
高
庵
仮
屋
山
内
衆
評
太
清
院
を
以
、
現
方
丈
屋
鋪
江
引
揚
諸
入
用
、

同
年
、

一
、
七
拾
両 

伝
法
庵
仮
屋
山
内
永
福
寺
を
以
、
侍
真
寮
屋
鋪
江
引
揚
諸
入
用
、

同
年
、

一
、
五
拾
七
両 

如
意
庵
仮
屋
青
陽
軒
を
以
、
大
庫
理
屋
鋪
江
引
揚
諸
入
用
、

文
化
九
申
・
酉
両
年
出
来
、

一
、
千
両 

勅
門
、
但
左
右
築
地
共
、
大
数
近
門
寺
庵
主
附
、
能
州
一
ケ
国
四
拾
六
ケ
寺
ゟ
出
金
成
就
、

　

但
シ
、
勅
門
惣
図
り
銀
高
六
拾
貫
目
余
之
跡

〔
後
〕
、
四
拾
貫
目
能
州
一
ケ
国
四
拾
六
ケ
寺
ゟ
出
、
銀
拾
四
貫
目
ハ
本
山
ゟ
引
足
成
就
之

事
、
引
足
銀
屋
根
方
ト
敷
石
代
工
料
・
地
堅
め
等
相
払
候
事
、

文
化
八
未
年
、

一
、
百
弐
拾
七
両
三
歩 

観
音
堂
弐
間
四
方
出
来
、

々
九
申
年
ゟ
同
十
一
戌
年
迄
成
就
、

一
、
四
千
四
百
四
拾
五
両
弐
歩　

客
殿
惣
間
、
行

〔
桁
、以
下
同
ジ
〕

拾
七
間
、

梁
拾
六
間
、

々
九
申
年
、

一
、
百
四
拾
九
両 

神
明
宮
本
社
再
建
ニ
付
、
諸
堂
用
木
槻
百
本
余
伐
取
、
衆
評
之
上
再
建
出
来
之
事
、

々
十
酉
年
ゟ
同
十
三
子
年
迄
、

一
、
三
千
両 

大
庫
理
惣
間
、
行
拾
四
間
、

梁
拾
三
間
、

　

但
大
庫
理
再
建
入
用
、
銀
百
五
拾
貫
目
余
之
処
、
七
拾
貫
目
者
越
中
一
ケ
国
ゟ
寄
附
を
以
建
揚
、
残
り
八
拾
貫
目
余
本
山
ゟ
引
足
、

都
合
百
五
拾
貫
目
ニ
円
成
ニ
候
事
、

々
十
二
亥
年
ゟ
十
四
丑
年
迄
成
就
、

一
、
四
千
六
百
弐
拾
六
両
壱
歩　

仏
殿
惣
間
、
九
間
四
方
、

々
十
四
丑
年
、

一
、
千
五
百
拾
両
壱
歩 

現
方
丈
惣
間
、
行
五
間
、

梁
五
間
、

文
化
十
酉
年
、

一
、
三
百
九
拾
七
両
弐
歩 

維
那
寮
惣
間
、
行
拾
壱
間
、　　
　
　
　
　
　

梁
七
間
、
軒
高
廿
壱
丈
三
尺
、

々
十
四
丑
年
、

一
、
弐
百
三
拾
両
三
歩
弐
朱 

浴
室
惣
間
、
行
八
間
、

梁
四
間
、
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々
、

一
、
百
弐
拾
四
両
弐
歩 

七
間
浄
頭
、
行
八
間
、

梁
四
間
、

々
七
午
年
、

一
、
七
拾
八
両
弐
歩 

客
殿
元

〔
玄
〕関

ゟ
大
庫
理
廊
下
を
唐
戸
敷
石
幷
左
右
か
づ
ら
石
石
旦
共
石
代
・
石
工
作
料
〆
高
、

々
七
午
年
、

一
、
弐
百
八
拾
弐
両
壱
歩 

北
方
拾
弐
間
ニ
梁
四
間
道
具
納
屋
、

一
、
拾
五
両 

仮
維
那
寮
一
ケ
所
拾
両
弐
歩
、
仮
侍
真
寮
一
ケ
所
四
両
弐
歩
、
〆
後
ニ
早
速
取
こ
ほ
ち
除
候
事
、

々
十
三
子
年
、

一
、
百
六
拾
壱
両
弐
歩 

仮
山
門
松
木
一
色
出
来
入
用
〆
高
、

一
、
百
九
拾
六
両
弐
歩 

伝
法
庵
庫
理
、
文
化
十
亥

（
マ
マ
）年

新
建
入
用
、
四
貫
五
百
四
拾
目
、
同
庵
庫
理
古
物
取
直
シ
、
子
年
建

上
入
用
、
七
貫
弐
百
六
拾
壱
匁
、
両
年
〆
拾
壱
貫
八
百
壱
匁
、
同
庵
元
屋
敷
江
引
越
し
候
事
、

々
、

一
、
百
七
拾
四
両
壱
歩 

如
意
庵
庫
理
古
物
取
直
シ
、
子
年
建
上
入
用
、
拾
貫
四
百
六
拾
五
匁
九
分
壱
厘
、
同
庵
元
屋
敷
大
庫

理
屋
敷
ゟ
引
越
し
候
事
、

文
化
十
三
子
年
、

一
、
四
百
三
拾
両
三
歩 
山
内
永
福
寺
、
文
化
三
寅
年
伝
法
庵
仮
屋
ニ
引
揚
候
所
、
文
化
十
一
戌
年
再
建
金
を
以
新
出
来
入
用

方
、

一
、
七
拾
九
両
三
歩 

山
内
青
陽
軒
、
文
化
三
寅
年
如
意
庵
仮
屋
ニ
引
揚
候
所
、
同
十
一
戌
年
再
建
方
ゟ
弁
之
入
用
方
新
出

来
材
木
也
、

文
化
十
三
子
年
、

一
、
百
壱
両 

山
内
太
清
院
、
文
化
三
寅
年
妙
高
庵
仮
屋
ニ
引
揚
候
所
、
同
十
一
戌
年
太
清
院
元
屋
敷
建
替
入
用
金

再
建
方
ゟ
弁
之
、
但
し
古
も
の
建
也
、

文
政
五
午
年
、

一
、
三
百
四
拾
六
両
壱
歩 

通
用
門
、

文
政
元
寅
年
再
建
、

一
、
弐
千
九
百
両
三
歩 

客
殿
後
山
崩
レ
、
再
々
建
諸
入
用
金
払
、

一
、
百
九
拾
三
両
三
歩 

右
後
山
崩
土
除
ケ
方
入
用
、

文
政
五
午
年
、

一
、
百
八
拾
壱
両
壱
歩 

無
縫
塔
壱
宇
、
惣
間
壱
丈
四
方
、
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文
政
四
巳
年
、

一
、
百
四
拾
五
両 

四
間
七
間
道
具
土
蔵
壱
筋
買
入
、
白
山
前
ニ
建
、

文
政
七
申
年
九
月
ゟ
同
九
戌
年
六
月
円
成
、

一
、
千
百
九
両
壱
歩 

妙
高
庵
、
行
拾
二
間
、　　
　

梁
九
間
四
尺
四
寸
、

々
八
酉
年
、

一
、
弐
百
四
拾
両 

同
庫
理
、
行
拾
間
壱
寸
弐
分
□
、

梁
四
間
壱
寸
八
分
、

々
、

一
、
九
拾
両 

同
廊
下
長
サ
弐
拾
五
間
、

々
、
十
亥
年
、

一
、
七
拾
六
両
三
歩 

如
意
庵
庫
理
本
建
出
来
、
但
し
山
内
永
福
寺
を
以
、
思
召
有
之
揚
寺
ト
相
成
候
事
、

一
、
三
百
四
拾
七
両 

惣
廻
廊
百
三
拾
間
九
筋
建
入
用
、

天
保
元
寅
年
、

一
、
六
拾
八
両
三
歩 

玉
橋
懸
替
惣
入
用
内
、
橋
板
梁
弐
寸
か
け
輪
桁
槻
高
欗

〔
欄
〕槙
、
此
代
壱
貫
六
匁
、
石
垣
長
延
四
丈
弐
尺
、

高
サ
四
尺
五
寸
、
坪
ニ
直
シ
五
坪
弐
分
五
厘
、
代
三
百
六
拾
七
匁
五
分
、
壱
坪
ニ
付
七
拾
目
宛
、
地

覆
石
越
前
壱
尺
ニ
八
寸
四
間
半
、
石
代
幷
切
造
居
手
間
共
、
百
四
拾
六
匁
二
分
五
厘
、
残
物
代
二
百

弐
匁
八
分
、
大
工
弐
百
八
拾
五
人
、
代
六
百
弐
拾
七
匁
、
壱
人
弐
匁
二
分
宛
、
人
足
八
拾
五
人
、
代

百
弐
匁
、
〆
弐
貫
百
四
拾
六
匁
、
銅
板
ハ
下
地
有
来
之
分
相
用
ヒ
、
不
足
之
分
、
寅
年
焼
失
之
古
銅

作
直
し
、
引
足
工
料
細
工
代
請
負
図
り
、
高
岡
金
物
屋
□
左
衛
門
仕
切
之
、
表
□
代
金
三
十
三
両
也
、

都
合
六
十
八
両
三
歩
、

天
保
元
寅
年
、

一
、
三
百
両 

鐘
楼
堂
、
悉
皆
請
負
図
り
壱
宇
二
間
ニ
三
間
、

文
政
十
一
亥
年
、

一
、
八
百
両 

伝
法
庵
惣
間
、
行
拾
間
半
、　　
　

梁
七
間
壱
尺
五
寸
、

一
、
拾
五
両
弐
歩 

仮
鐘
楼
堂
壱
ケ
所
出
来
後
取
こ
ぼ
ち
、

一
、
拾
五
両 

妙
高
庵
額
大
坂
仏
眼
寺
模
道
和
尚
墨
跡
、
伝
法
庵
額
河
内
龍
光
寺
惟
範
和
尚
也
、
如
意
庵
額
越
中
高

岡
瑞
龍
寺
国
常
和
尚
墨
跡
也
、
壱
枚
ニ
付
金
五
両
宛
、
大
坂
表
ニ
而
材
木
細
工
共
、
天
保
二
卯
年
出

来
之
事
、
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新修總持寺史（四）

一
、
弐
拾
両 

仏
殿
額
肥
前
長
崎
出
来
、
但
し
唐
金
山
寺
十
四
世
俱
恰
契
斌
之
墨
跡
也
、
天
保
元
寅
年
出
来
之
事
、

　
　

但
し
、
本
書
長
崎
興
福　

寺
額
有
之
ニ
付
、
写
取
、

本
山
仏
殿
に
卯
年
掛
之
、 

俱
空
契
斌
禅
師
ハ
曹
洞
宗
之
知
識
ナ
リ
、

天
保
二
卯
年
、

一
、
六
両 

惣
門
額
、
尾
州
万
喬
和
尚
之
墨
跡
也
、

文
化
十
一
戌
年
三
月
朔
日
、

一
、
七
拾
壱
両
三
歩 

諸
堂
舎
再
建
柱
建
式
諸
入
用
、
委
ハ
別
帳
ニ
有
之
、

天
保
二
卯
年
八
月
、

一
、
五
拾
両 

棟
上
式
入
用
、
委
ハ
卯
年
再
建
入
払
帳
ニ
有
之
、

文
化
九
申
年
六
月
下
旬
、

一
、
三
拾
七
両 

勅
門
普
諸
小
屋
内
﹇　

﹈
出
来
公
事
ノ
場
検
使
登
山
ニ
付
、
諸
入
用
幷
謝
礼
方
〆
高
、

一
、
拾
四
両
弐
歩 

客
殿
前
飾
井
戸
壱
口
出
来
、

一
、
弐
拾
両 
御
年
貢
米
蔵
二
間
半
ニ
三
間
、
古
物
壱
筋
買
入
取
附
、
幷
日
用
人
足
・
材
木
引
人
足
共
払
、

一
、
三
拾
八
両
弐
歩 
山
内
正
福
寺
、
安
永
三
年
焼
失
之
処
、
文
政
十
亥
年
ニ
至
り
、
如
意
庵
古
庫
理
を
以
、
再
建
諸
入
用

別
帳
詳
也
、
古
物
也
、

一
、
四
百
八
両
弐
歩 

法
器
類
幷
火
災
後
諸
道
具
、
追
々
買
入
申
勘
〆
高
、

一
、
弐
百
八
拾
五
両
壱
歩 

侍
真
寮
出
来
元
来
天
保
元
寅
年
拝
堂
新
規
建
立
之
処
、
常
ニ
不
用
ニ
而
衆
評
之
上
、
侍
真
寮
取
直
し

候
事
、
材
木
ハ
八
歩
通
り
有
来
之
品
ヲ
用
、
諸
職
人
幷
釘
代
等
入
用
ニ
而
如
此
銀
高
払
、

一
、
七
百
九
拾
五
両 

如
意
庵
客
殿
、
惣
間
行
拾
間
半
、
梁
七
間
二
尺
二
寸
、
嘉
永
四
亥
年
三
月
中
迄
ニ
再
建
円
成
、
同
四

月
廿
三
日
御
遷
座
之
事
、
再
建
及
延
引
申
ハ
、
衆
評
ニ
而
、
文
化
年
中
諸
国
勧
化
未
曾
有
之
大
金
ヲ

取
集
、
十
分
過
欠
ル
諺
也
、
文
化
十
四
丑
年
洪
水
ニ
山
崩
と
災
難
ニ
恐
入
、
嘉
永
四
年
迄
態
々
及
延

年
候
事
、
文
化
三
寅
年
焼
失
ゟ
四
十
五
年
相
延
候
事
、
銀
高
五
拾
四
貫
五
拾
九
匁
四
分
三
厘
、
金
相

場
六
十
八
匁
か
へ
、
縁
廻
り
造
作
□
出
来
之
□
分
、
来
子
年
帳
面
払
、﹇　

﹈
事
、
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一
、
千
四
百
拾
両
余 

禅
堂
壱
宇
五
間
四
方
、
施
主
京
都
上
林
長
左
衛
門
寄
附
再
建
、
悉
皆
上
林
ゟ
払
高
、
本
山
表
ニ
ハ
此

銀
高
払
除
候
事
、

　

〆
金
弐
万
七
千
弐
百
九
拾
八
両
三
歩
弐
朱
、

「
能

（
添
付
絵
図
）登

国
第
八
区
鳳
至
郡
門
前
村
総
持
寺
元
境
内
諸
堂
舎
等
略
図

一
、
縦

（
縦
、 以
下
同
ジ
）

百
弐
拾
弐
間

一
、
横
四
拾
四
間
三
分　

縦
橫
竿
平
均

此
歩
総
計　

五
千
四
百
四
歩
六
分

内　

三
千
八
百
拾
歩
七
分　

建
物
幷
道
敷
共
、

　
　

千
五
百
九
拾
三
歩
九
分　

処
々
空
地
ノ
分
上
地

此
及
別　

五
反
三
畝
三
歩
九
分）

61
（

こ
れ
に
よ
る
と
、
未
曾
有
の
莫
大
な
金
額
を
取
集
め
た
諸
国
勧
化
や
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
洪
水
に
よ
る
山
崩
れ
な
ど
に
よ
り
、

文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
焼
失
か
ら
四
十
五
年
の
長
年
月
か
か
っ
て
、
よ
う
や
く
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
三
月
中
ま
で
に
再
建
円
成
、
四
月

廿
三
日
、
遷
座
し
た
と
あ
る
。

ま
た
再
建
造
営
費
は
二
万
七
千
二
百
九
十
八
両
三
歩
二
朱
と
あ
り
、
前
に
掲
げ
た
文
化
八
年
の
積
高
（
能
州
惣
持
寺
焼
失
諸
堂
舎
再
建
入

用
金
積
立
帳
）
と
比
較
す
る
と
、
二
万
七
百
両
余
減
額
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
規
模
が
同
じ
七
間
浄
頭
・
開
山
塔
（
無
縫
塔
）
な
ど
を
除
く
、

仏
殿
・
現
方
丈
を
は
じ
め
と
す
る
諸
堂
舎
の
規
模
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
事
や
、
千
四
百
拾
両
余
の
禅
堂
（
五
間
四
方
）
は
、
京
都
法
衣
・

仏
供
商
上
林
長
左
衛
門
の
寄
付
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

な
お
参
考
ま
で
に
、
總
持
寺
再
建
方
か
ら
伊
藤
喜
右
衛
門
宛
の
、
總
持
寺
御
堂
再
建
礎
搗
人
足
・
大
工
な
ど
の
関
係
文
書
（
石
川
県
立
図

書
館
蔵
伊
藤
家
文
書
）
が
あ
る
の
で
付
記
す
る
。
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新修總持寺史（四）

　

文（
一
八
一
二
）

化
九
年
八
月
廿
二
日　

総
持
寺
再
建
人
足
組
下
村
々
よ
り
指
越
願

一
筆
致
啓
達
候
、
秋
冷
之
砌
愈
御
堅
固
ニ
可
被
成
御
座
与
珍
重
之
至
存
候
、
然
者
此
節
当
山
祖
堂
再
建
礎
搗
ニ
取
懸
り
候
之
所
、
多

分
之
儀
ニ
候
得
者
、
雇
人
夫
而
已
ニ
而
者
墓
々
敷
も
行
兼
申
ニ
付
、
御
労
煩
之
儀
ニ
者
御
座
候
得
共
、
御
組
下
村
方
よ
り
手
伝
人
夫
助

成
御
頼
申
度
候
、
尤
右
之
趣
御
承
知
被
下
候
ハ
ヽ
、
手
代
中
之
内
壱
人
詰
合
ニ
而
人
夫
御
差
繰
御
座
候
様
、
是
又
御
頼
申
進
候
、
右

之
趣
得
貴
意
度
如
此
御
座
候
、
以
上
、

 
 

惣
持
寺
役
局

　
　
　

八
月
廿
二
日　
　
　
　
　

青
陽
軒

　
　
　
　

伊
藤
喜
右
衛
門
殿

追
々
人
夫
昼
飯
之
義
者
、
此
方
ニ
而
致
支
度
候
間
、
左
様
御
承
知
可
被
下
候
、
尤
一
日
人
夫
入
用
高
百
人
程
ツ
ヽ
ニ
御
座
候
、
尚
委

敷
儀
ハ
使
之
者
ゟ
手
代
中
迄
申
述
候
様
申
付
置
候
、
以
上
、

　

文（
一
八
一
二
）

化
九
年
八
月
廿
四
日　

舘
村
彌
三
次
総
持
寺
普
請
場
御
雇
許
可
案
内
状

　
　

覚

 
 

舘
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　

弥
三
次

右
之
者
、
今
度
惣
持
寺
御
再
建
御
普
請
所
へ
被
雇
候
旨
申
来
候
間
、
縮
方
等
之
義
厳
重
申
談
可
被
指
出
候
、
尤
別
紙
門
前
村
肝
煎
ヘ

指
遣
可
被
申
候
、
以
上
、
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申（
文
化
九
年
） 

馬
場
村

　
　
　

八
月
廿
四
日　
　
　
　
　
　
　

喜
右
衛
門

 
 

舘
村
肝
煎

　
　
　
　
　
　
　
　

仁
兵
衛
殿

　

文（
一
八
一
二
）

化
九
年
八
月
廿
四
日　

総
持
寺
普
請
人
夫
村
別
日
割
指
出
願

　
　
　
　

覚

御
組
之
内

一
、 
内
保
村

一
、 
堀
越
村

一
、 

広
岡
村

一
、 

小
山
村

〆
右
四
ケ
村
明
廿
五
日
相
頼
置
候
、

一
、 

猿
橋
村

　

右
廿
六
日
ニ
相
頼
置
候
、

右
廿
七六

日
〻

よ
り
ハ
御
繰
り
合
を
以
御
取
斗
被
下
様
ニ
頼
上
被
存
候
、
以
上
、

 

江
尻
邑
左
衛
門

　
　
　

八（
文
化
九
年
）

月
廿
四
日 

星
野
佐
太
郎

　
　
　
　

伊
藤
喜
右
衛
門
様

　

文（
一
八
一
二
）

化
九
年
八
月
廿
四
日　

総
持
寺
御
堂
再
建
礎
搗
人
足
に
付
書
状
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新修總持寺史（四）

御
使
札
致
披
見
候
、
然
者
過
日
青
陽
軒
ゟ
被
頼
遣
候
当
山
礎
搗
人
足
、
御
組
下
村
方
手
伝
之
儀
ニ
付
、
委
曲
之
趣
被
仰
遣
、
段
々
引

合
、
別
紙
を
以
申
上
候
間
、
急
度
御
取
斗
可
被
下
候
、
尤
末
々
相
成
候
而
ハ
、
村
方
差
支
之
儀
ニ
被
仰
下
、
承
知
之
上
、
其
段
も
一

統
ヘ
申
談
候
、
及
返
書
候
間
、
左
様
答
可
被
下
候
、
多
用
故
、
早
々
ニ
遣
答
申
上
候
、
以
上
、

 

江
尻
邑
左
衛
門

　
　
　

八（
文
化
九
年
）

月
廿
四
日 

星
野
佐
太
郎

　
　
　
　

伊
藤
喜
右
衛
門
様

　

文（
一
八
一
二
）

化
九
年
八
月
廿
四
日　

総
持
寺
御
堂
再
建
礎
搗
人
足
指
越
に
付
書
状

一
翰
啓
上
仕
候
、
秋
冷
之
砌
彌
御
安
全
御
達
与
珍
重
ニ
奉
存
候
、
然
ハ
御
本
山
御
堂
御
再
建
御
礎
搗
ニ
付
、
組
下
村
方
ゟ
御
手
伝
可

申
様
、
頃
日
青
陽
軒
様
よ
り
御
使
札
を
以
御
頼
之
趣
承
知
仕
候
、
依
而
組
下
村
々
申
談
、
一
日
宛
為
致
御
手
伝度人
数
相
調
理
候
処
、

大
抵
一
日
七
、
八
拾
人
之
図
り
ヲ
以
、
日
数
十
日
御
座
候
、
何
時
頃
ゟ
指
出
可
申
哉
、
尤
末
ニ
相
成
候
而
ハ
、
何
角
指
支
可
申
候
間
、

明
日
ゟ
ニ
而
も
指
出
申
度
御
坐
候
御
様
子
、
此
者
ニ
為
相
知
可
被
下
候
、
右
得
御
意
度
如
斯
ニ
御
座
候
、
以
上
、

　
　
　

八（
文
化
九
年
）

月
廿
四
日 

伊
藤
喜
右
衛
門
（
花
押
）

　
　
　
　

星
野
佐
太
郎
様

　
　
　
　

江
尻
邑
左
衛
門
様

　

文（
一
八
一
二
）

化
九
年
八
月
廿
五
日　

総
持
寺
普
請
場
御
雇
に
付
御
頼
状
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覚

 
 

舘
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　

彌
三
次

右
之
者
、
今
般
惣
持
寺
御
普
請
所
へ
罷
出
度
旨
相
願
候
処
、
御
聞
届
ニ
付
指
出
候
間
、
万
端
宜
御
頼
申
候
、
以
上
、

 
 

舘
村
肝
煎

　
　
　

八（
文
化
九
年
）

月
廿
五
日 

仁
兵
衛

 
 

門
前
村
肝
煎

　
　
　
　

太
郎
右
衛
門
殿

　

文（
一
八
一
二
）

化
九
年
八
月　

総
持
寺
再
建
に
付
大
工
御
雇
指
紙
面

「（
包
紙
ウ
ワ
書
）

 

惣
持
寺

　

馬
場
村

　
　

伊
藤
喜
右
衛
門
殿　

直
歳
役
所
」

　
　
　
　
　

覚

 
 

舘
村

一
、 

彌
三
次

〆右
当
山
再
建
普
請
所
江
罷
出
申
度
段
願
出
申
ニ
付
、
願
通
り
承
届
候
条
、
御
差
越
御
座
候
様
致
度
候
、
以
上
、

 

惣
持
寺
再
建
方

申（
文
化
九
年
）

　

八
月 

直
歳
役
所
（
印
）

馬
場
村

　

伊
藤
喜
右
衛
門
殿
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新修總持寺史（四）

　

文（
一
八
一
二
）

化
九
年
八
月　

総
持
寺
再
建
に
付
大
工
御
雇
指
紙
面

　
　
　
　
　
　

覚

 
 

劔
地
村
大
工

一
、 

 

伝
右
衛
門

 
 

同
村

一
、 

 

宗
四
郎

 
 

同
村

一
、 

 
長
平

 
 

同
村
木
挽

一
、 

 
新
左
衛
門

〆右
当
山
再
建
普
請
所
江
罷
出
申
度
段
願
出
申
ニ
付
、
願
通
り
承
届
候
条
、
御
差
越
御
座
候
様
致
度
候
、
以
上
、

 

惣
持
寺
再
建
方

申（
文
化
九
年
）

　

八
月 

直
歳
役
所
（
印
）

　

馬
場
村

　
　

伊
藤
喜
右
衛
門
殿

　

文（
一
八
一
二
）

化
九
年
九
月
廿
三
日　

総
持
寺
再
建
に
付
大
工
御
雇
指
紙
面

「（
包
紙
ウ
ワ
書
）

 

（
印
）　

惣
持
寺

　

馬
場
村

　
　

伊
藤
喜
右
衛
門
殿　

直
歳
役
所
」
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覚

 
 

劔
地
村
大
工

一
、 

佐
左
衛
門

 
 

同
村
大
工

一
、 

忠
四
郎

〆右
当
山
再
建
普
請
所
江
罷
出
度
段
願
出
申
ニ
付
承
届
候
、
尤
先
達
而
同
村
大
工
伝
右
衛
門
・
長
平
召
封
差
遣
候
処
、
当
分
差
支
之
儀

有
之
由
ニ
而
難
参
候
様
、
棟
梁
源
太
郎
方
迄
申
越
候
ニ
付
、
今
般
右
両
人
御
差
越
有
之
様
致
度
候
、
以
上
、

 

惣
持
寺

 
 

申（
文
化
九
年
）

　
　
　

九
月
廿
三
日 

直
歳
役
所
（
印
）

　
　
　
　

馬
場
村

　
　
　
　
　

伊
藤
喜
右
衛
門
殿

　

文（
一
八
一
二
）

化
九
年
九
月
晦
日　

総
持
寺
再
建
に
付
大
工
御
雇
指
紙
面

「（
包
紙
ウ
ワ
書
）

 

惣
持
寺

　

馬
場
村

　
　

伊
藤
喜
右
衛
門
殿　

直
歳
役
所
」

　
　
　
　
　

覚

 
 

舘
村
大
工

一
、 

要
助

右
当
山
再
建
普
請
所
江
罷
出
申
度
段
願
出
申
ニ
付
、
願
通
り
承
届
候
条
、
御
差
越
御
座
候
様
致
度
候
、
以
上
、

 

惣
持
寺
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新修總持寺史（四）

 
 

申（
文
化
九
年
）

　
　
　

九
月
晦
日 

直
歳
役
所
（
印
）

　
　
　
　

馬
場
村

　
　
　
　
　

伊
藤
喜
右
衛
門
殿）

62
（

㈧
明
治
三
十
一
年
回
禄
と
諸
堂
舍

⑴
火
災
の
実
情

明
治
三
十
一
年
の
回
禄
は
前
に
述
べ
た
天
正
十
八
年
・
文
化
三
年
の
火
災
よ
り
も
大
規
模
で
、
主
要
な
伽
藍
や
諸
堂
を
焼
失
し
、
宗
教

活
動
に
も
支
障
を
来
た
す
だ
け
で
は
な
く
、
横
浜
鶴
見
の
現
在
地
に
移
転
す
る
大
き
な
動
機
に
な
る
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
。『
宗
報
』
第
三

十
四
号
（
明
治
三
十
一
年
五
月
十
五
日
）
大
本
山
總
持
寺
東
京
出
張
所
監
院
石
川
素
童
の
報
告
（『
總
持
寺
誌
』
一
一
二
頁
「
明
治
三
十
一
年
の
回

禄
と
本
山
移
転
」）
に
よ
る
と
、
火
災
の
火
元
に
つ
い
て
「
今
回
に
於
け
る
大
火
災
の
原
因
に
就
い
て
は
、
其
調
査
未
だ
正
確
な
ら
ざ
り
し

が
、
右
は
全
く
法
堂
の
西
入
側
な
る
洋
燈
よ
り
発
火
せ
し
も
の
な
り
と
云
ふ
」
と
あ
る
。
火
災
の
第
一
発
見
者
は
神
保
如
天
（
駒
沢
大
学
長
、

『
禅
学
辞
典
』『
正
法
眼
蔵
注
解
全
書
』
編
纂
な
ど
）
で
、
身
を
挺
し
て
重
要
書
類
や
宝
物
を
運
び
出
し
た
の
は
伊
藤
道
海
（
独
住
九
世
）
だ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。

火
災
は
四
月
十
三
日
午
後
九
時
、
法
堂
よ
り
出
火
、
仏
殿
、
紫
雲
台
・
跳
竜
室
、
放
光
堂
、
大
庫
裡
、
妙
觸
堂
（
大
浴
室
）
、
第
三
宝
蔵
、

衆
寮
、
山
門
、
勅
門
と
延
焼
し
、
勅
門
前
に
流
れ
る
鬼
渓
よ
り
内
部
の
諸
堂
は
す
べ
て
烏
有
に
帰
し
、
翌
十
四
日
午
前
二
時
こ
ろ
鎮
火
し

た
。
ま
た
延
焼
を
免
れ
た
の
は
伝
燈
院
（
開
山
御
廟
）
、
慈
雲
閣
、
第
一
・
二
宝
蔵
、
什
庫
、
倉
庫
、
荒
神
水
屋
形
、
不
動
閣
、
鎭
守
堂
、

小
門
三
棟
な
ど
小
建
造
物
の
み
十
余
棟
と
、
珠
橋
よ
り
外
に
あ
る
経
蔵
、
舎
利
殿
、
照
心
閣
（
仏
慈
講
宿
所
）
、
三
松
関
お
よ
び
芳
春
院
以
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⑵
焼
失
伽
藍

勅
門 

間
口
三
間
一
尺
五
寸

奥
行
三
間
一
尺　

文
化
九
年
再
建　

仏
殿 

間
口
十
二
間
二
尺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
行
十
二
間
二
尺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
十
二
年
ヨ
リ
文
政
二
年
ノ
五
年
間
ニ
再
建

　
法
堂 

間
口
廿
八
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
行
二
十
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
九
年
ヨ
リ
文
政
元
年
ニ
至
ル
七
年
間
ニ
竣
工

紫
雲
台 

間
口
十
五
間
一
尺
五
寸　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
行
八
間
三
尺
五
寸　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
十
四
年
ヨ
リ
文
政
三
年
ニ
至
ル
四
年
間
ニ
竣
工

蟇バ
　
エ
ン㳂

齋 

間
口
五
間　
　

奥
行
三
間　
　

明
治
十
年
新
築

微
笑
室 

間
口
四
間　
　

奥
行
一
間
半　

明
治
十
年
新
築

普
蔵
軒 

間
口
二
間
半

奥
行
一
間
半

放
光
堂 

間
口
十
間
五
尺　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
行
七
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
十
三
年
再
建
、
明
治
十
六
年
改
修

祥
雲
閣 

間
口
七
間　
　
　

奥
行
五
間　
　
　

明
治
十
六
年
新
築

大
庫
裏 

間
口
廿
間
一
尺
五
寸　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
行
十
五
間
一
尺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
化
十
年
ヨ
リ
文
政
元
年
ニ
至
ル
六
年
間
ニ
再
建

作
事
場 

間
口
四
間
三
尺

奥
行
四
間
三
尺

妙
觸
堂 

間
口
八
間　
　
　

奥
行
三
間　
　
　

明
治
十
三
年
新
築

接
賓 

間
口
八
間　
　
　
　

奥
行
六
間　
　
　
　

明
治
二
十
一
年
新
築

役
寮
室 

間
口
七
間
二
尺　
　

奥
行
三
間
一
尺　
　

明
治
二
十
一
年
新
築

僧
堂 

間
口
十
四
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
行
九
間
三
尺　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
十
九
年
ヨ
リ
同
二
十
一
年
ニ
至
ル
三
年
間
ニ
竣
工

後
架 
間
口
四
間

奥
行
四
間

下
の
山
内
末
寺
な
ど
で
あ
る
。
い
ま
明
治
三
十
一
年
五
月
十
九
日
の
「
曹
洞
宗
大
本
山
諸
嶽
山
總
持
寺
焼
失
並
残
存
区
分
真
図
」
の
裏
面

に
あ
る
、
伽
藍
、
諸
殿
堂
の
名
称
・
規
模
、
竣
工
年
な
ど
に
関
す
る
記
録
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。



― 219 ―

新修總持寺史（四）

東
司 

間
口
七
間

奥
行
四
間

衆
寮 

間
口
八
間
一
尺　
　
　
　
　
　

奥
行
八
間
一
尺　
　
　
　
　
　

文
化
九
年
再
建
明
治
九
年
改
修

鐘
樓 

文
政
元
年
建
築
、
明
治
十
六
年
改
修

伝
燈
院 

間
口
一
間
四
尺　
　

奥
行
一
間
四
尺　
　

元
禄
六
年
六
月
再
建

慈
雲
閣 

間
口
二
間
二
尺

奥
行
二
間
一
尺

文
化
八
年
再
建

不
動
閣 

間
口
一
間

奥
行
一
間

荒
神
尊
天
水
屋
形　
間
口
五
尺

奥
行
五
尺

経
蔵 

輪
堂
一
基　
　
　

黄
檗
版
大
蔵
経　

経
箱
百
六
十
八
個

寛
保
三
年　
　
　

霊
光
堂 

間
口
三
間

奥
行
二
間

六（
舍
利
殿
）

角
堂 

間
口
五
尺

奥
行
五
尺

照
心
閣 

間
口
七
間
三
尺

奥
行
五
間　
　

三（
総
門
）松

関 

間
口
四
間
二
尺

奥
行
三
間
五
寸

天
保
二
年
再
建

白
山
門 

間
口
一
間
一
尺

奥
行
五
尺　
　

無
常
門 

間
口
一
間
一
尺
二
寸

奥
行
一
間
一
尺
五
寸

臨
時
門 

間
口
一
間
一
尺
三
寸

奥
行
一
間
三
尺　

第
一
宝
蔵　

間
口
五
間
三
尺

奥
行
二
間　
　

明
治
十
年
新
築

第
二
宝
蔵　

間
口
五
間
三
尺　
　

奥
行
二
間
三
尺　
　

明
治
二
十
一
年
新
築

⑶
残
存
伽
藍
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㈨
鶴
見
總
持
寺
の
伽
藍
整
備

こ
れ
に
つ
い
て
は
第
十
二
章
明
治
維
新
と
總
持
寺
の
末
尾
に
詳
述
す
る
が
、「
總
持
寺
の
伽
藍
造
営
整
備
」
の
一
環
と
し
て
論
述
す
る
。

明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
十
二
月
五
日
、
石
川
素
童
は
總
持
寺
の
焼
失
・
再
建
に
つ
い
て
そ
の
経
緯
を
あ
げ
、
石
川
県
知
事
お
よ
び
神

奈
川
県
知
事
へ
移
転
願
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
対
し
四
十
年
三
月
九
日
、
大
本
山
總
持
寺
の
寺
基
移
転
願
の
許
可
が
下
り
た
の
で
、
同
五

月
二
十
八
日
内
務
大
臣
に
總
持
寺
諸
殿
堂
再
建
寄
附
金
募
集
に
つ
き
五
ヶ
年
の
許
可
を
得
た
の
で
、
再
建
祠
堂
勧
募
規
定
（
勧
募
委
員
長
＝

各
宗
務
支
局
長
〈
現
宗
務
所
長
〉、
勧
募
委
員
＝
寺
院
住
職
、
勧
募
委
員
補
＝
檀
家
総
代
）
に
よ
り
勧
募
の
実
を
は
か
っ
た
が
、
目
的
が
達
成
で
き

な
か
っ
た
の
で
、
同
四
十
五
年
四
月
四
日
、
さ
ら
に
五
ヶ
年
延
期
願
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
提
出
し
五
月
一
日
に
許
可
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

寄
附
金
募
集
延
期
願

　
　
　
　
　
　
　

神
奈
川
県
橘
樹
郡
生
見
尾
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

曹
洞
宗
大
本
山　

總
持
寺　
　
　

当
寺

　

儀
去
明
治
四
十
年
三
月
九
日
石
川
鳳
至
郡
櫛
比
村
ヨ
リ
移
転
ノ
許
可
ヲ
得
、
同
年
五
月
廿
八
日
ヲ
以
テ
伽
藍
ノ
再
建
境
内
ノ
土
地

経
営
及
旧
蹟
ニ
別
院
ヲ
建
設
シ
霊
境
ヲ
永
遠
ニ
保
存
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
寄
附
金
募
集
ノ
認
可
ヲ
蒙
リ
爾
来
該
寄
附
金
募
集
ニ
従
事

シ
テ
漸
ク
一
部
ノ
伽
藍
ヲ
竣
成
シ
去
明
治
四
十
四
年
七
月
二
日
ヲ
以
テ
寺
籍
ヲ
移
転
シ
法
要
ヲ
営
弁
ス
ル
ノ
運
ヒ
ニ
至
リ
シ
モ
寄
附

金
募
集
ノ
成
績
ハ
別
紙
明
細
表
ノ
如
ク
未
ダ
予
期
ノ
半
額
ニ
モ
達
セ
サ
ル
状
況
ニ
シ
テ
一
宗
ノ
大
本
山
ト
シ
テ
先
蹤
故
格
ニ
依
準
ス

什
庫 

間
口
二
間
三
尺　

奥
行
二
間　
　
　

明
治
十
三
年
新
築

倉
廩 

間
口
七
間　
　
　

奥
行
四
間　
　
　

明
治
十
三
年
新
築

味
噌
蔵 

間
口
二
間
三
尺

奥
行
二
間　
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新修總持寺史（四）

ル
殿
堂
伽
藍
ノ
竣
成
ハ
前
途
頗
ル
遼
遠
ニ
属
シ
候
次
第
ニ
付
該
寄
附
金
募
集
期
間
ヲ
今
満
五
ヶ
年
間
延
期
被
下
度
、
尤
モ
募
集
ノ
方

法
、
募
集
ノ
金
額
、
募
集
ノ
区
域
等
ハ
去
明
治
四
十
年
三
月
廿
一
日
提
出
願
書
ノ
旨
趣
ヲ
継
承
シ
テ
毛
頭
変
更
セ
サ
ル
儀
ニ
有
之
候

条
何
卒
御
許
可
被
成
下
度
此
段
奉
願
候
也

　

明
治
四
十
五
年
四
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　

曹
洞
宗
大
本
山
總
持
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石

川

素

童）
59
（

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
た
が
、
總
持
寺
で
は
四
十
年
十
月
十
七
日
地
鎮
式
を
行
い
、
翌
四
十
一
年
五
月
に
は
伽
藍
諸
堂
の
配
置
も

確
定
し
、
図
面
も
で
き
上
っ
た
の
で
、
十
一
月
七
日
、
伽
藍
造
営
の
起
工
式
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
伽
藍
再
建
費
や
用
地
買
収
費
お
よ
び

別
院
復
興
費
な
ど
に
つ
い
て
は
「
諸
殿
堂
再
建
幷
土
地
設
計
」
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

諸
殿
堂
再
建
幷
土
地
設
計
費　

百
十
九
万
二
十
五
円
三
十
三
銭
五
厘

　
　

諸
殿
堂
再
建
並
土
地
設
計
及
別
院
建
設
費
等
総
予
算　

金
百
四
拾
九
万
弐
千
七
百
九
拾
四
円
参
拾
九
銭
八
厘

　
　
　
　
　
　

総
予
算
額

 
 

第
一
類　

諸
殿
堂
建
物
之
部

第
一
款　

金
八
拾
九
万
八
千
百
拾
弐
円
〇
四
銭
壱
厘

 
 

 

諸
殿
堂
再
建
費

 

第
一
項　

金
弐
拾
五
万
七
千
六
百
八
拾
六
円
参
拾
壱
銭
四
厘

 
 

 
 

大
祖
堂
再
建
費

 

第
二
項　

金
拾
万
弐
千
〇
参
拾
六
円
〇
五
銭
壱
厘
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仏
殿
再
建
費

 

第
三
項　

金
拾
万
九
千
四
百
五
十
九
円
四
拾
七
銭
壱
厘

 
 

 
 

僧
堂
再
建
費

 
第
四
項　

金
拾
壱
万
弐
千
四
百
八
拾
九
円
七
拾
九
銭
五
厘

 
 

 
 

大
庫
裏
再
建
費

 

第
五
項　

金
七
万
六
千
弐
百
拾
四
円
四
拾
壱
銭
六
厘

 
 

 
 

山
門
再
建
費

 

第
六
項　

金
参
万
五
千
五
百
六
拾
四
円
九
拾
五
銭
五
厘

 
 

 
 

勅
門
再
建
費

 

第
七
項　

金
参
万
六
千
六
百
参
拾
壱
円
九
拾
六
銭

 
 

 
 

紫
雲
台
再
建
費

 

第
八
項　

金
八
万
〇
七
百
弐
拾
参
円
弐
拾
四
銭
七
厘

 
 

 
 

蟇
沿
斉
外
土
棟
再
建
費

 

第
九
項　

金
八
万
七
千
参
百
弐
拾
五
円
八
拾
参
銭
弐
厘

 
 

 
 

伝
燈
院
外
八
棟
建
築
費

第
二
款　

金
八
万
六
千
百
拾
弐
円
〇
参
銭
六
厘

 
 

 

諸
殿
堂
再
建
作
事
用
材
費

 

第
一
項　

金
八
万
六
千
百
拾
弐
円
〇
参
銭
六
厘

 
 

 
 

諸
殿
堂
再
建
作
事
用
材
費
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新修總持寺史（四）

第
三
款　

金
壱
万
五
千
四
百
七
拾
五
円

 
 

 

諸
殿
堂
備
付
仏
器
法
器
代

 
第
一
項　

金
壱
万
五
千
四
百
七
拾
五
円

 
 

 
 

諸
殿
堂
備
付
仏
器
法
器
代

 
 

第
二
類　

境
内
土
地
設
計
並
敷
地
購
入
之
部

第
一
款　

金
拾
九
万
〇
参
百
弐
拾
六
円
弐
拾
五
銭
六
厘

 
 

 
境
内
土
地
設
計
並
敷
地
購
入
費

 

第
一
項　

金
拾
七
万
参
千
七
百
参
拾
弐
円
八
拾
弐
銭
壱
厘

 
 

 
 

境
内
土
地
設
計
費

 

第
二
項　

金
壱
万
六
千
五
百
拾
参
円
四
拾
参
銭
五
厘

 
 

 
 

防
火
用
水
池
設
計
費

 
 

第
三
類　

旧
境
内
建
設
諸
費
之
部

第
一
款　

金
七
万
六
千
七
百
〇
四
円
〇
六
銭
五
厘

 
 

 

　

旧
境
内
別
院
建
設
諸
費

 

第
一
項　

金
七
万
六
千
七
百
〇
四
円
〇
六
銭
五
厘

 
 

 
 

　

旧
境
内
別
院
建
設
諸
費

 
 

第
四
類　

諸
殿
堂
再
建
事
務
費
之
部

第
一
款　

金
弐
拾
弐
万
六
千
〇
四
拾
五
円

 
 

 

　

諸
殿
堂
再
建
事
務
費
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第
一
項　

金
弐
拾
弐
万
六
千
〇
四
拾
五
円

 
 

 
 

　

諸
殿
堂
再
建
事
務
費）

63
（

ま
た
伽
藍
・
境
内
整
備
工
事
は
、
東
京
の
大
本
山
總
持
寺
再
建
本
部
が
官
轄
し
て
い
る
が
、
全
国
末
派
寺
院
や
檀
信
徒
か
ら
の
寄
附
金

募
集
は
思
い
の
外
順
調
で
な
か
っ
た
こ
と
や
再
建
工
事
の
関
係
か
ら
か
、
四
十
一
年
十
月
五
日
、
鶴
見
の
移
転
敷
地
、
宅
地
・
田
畑
・
山

林
合
計
六
町
四
反
五
畝
三
歩
、
外
畦
畔
六
畝
十
七
歩
を
抵
当
と
し
て
、
仙
台
市
松
田
新
兵
衛
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
四
十
三
年
十
二
月
二

十
五
日
ま
で
の
期
限
つ
き
で
工
事
費
六
万
円
を
借
り
入
れ
る
こ
と
を
石
川
県
知
事
村
上
義
雄
に
提
出
し
許
可
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

総
持
寺
鶴
見
移
転
工
事
費
借
入
に
つ
き
許
可
書
写

石
川
県
指
令
収
社
第
九
七
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳳
至
郡
櫛
比
村　

曹
洞
宗
本
山
総
持
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石

川

素

童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
信
徒
総
代
五
名

明
治
四
十
一
年
九
月
八
日
付
願
、
其
寺
所
有
神
奈
川
県
下
橘
樹
郡
生
見
尾
村
大
字
鶴
見
ニ
於
ケ
ル
其
寺
移
転
敷
地
タ
ル
郡
村
宅
地
・

田
畑
・
山
林
合
計
六
町
四
反
五
畝
三
歩
他
畦
畔
六
畝
拾
七
歩
ヲ
抵
当
ト
シ
テ
宮
城
県
仙
台
市
大
町
三
丁
目
松
田
新
兵
衛
ヨ
リ
明
治
四

十
三
年
十
二
月
廿
五
日
迄
工
事
費
金
六
万
円
借
入
件
、
許
可
ス

　

明
治
四
十
一
年
十
月
五
日

　
　

石
川
県
知
事　

村

上

義

雄

印）
64
（

ま
た
九
月
五
日
付
で
石
川
県
知
事
村
上
義
雄
宛
に
提
出
し
た
鶴
見
移
転
延
期
願
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
十
月
五
日
に
許
可
さ
れ
た
。

　
　
　

総
持
寺
鶴
見
移
転
延
期
に
つ
き
認
可
書
写

石
川
県
指
令
収
社
第
九
一
六
号
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新修總持寺史（四）

　
　
　
　
　
　
　
　

鳳
至
郡
櫛
比
村
字
門
前　

曹
洞
宗
本
山
総
持
寺
住
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

石

川

素

童

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
五
名

明
治
四
十
一
年
九
月
五
日
付
願
、
其
寺
院
移
転
延
期
ノ
件
、
許
可
ス

　

明
治
四
十
一
年
十
月
五
日

　
　

石
川
県
知
事　

村

上

義

雄

印）
65
（

こ
の
よ
う
に
鶴
見
移
転
延
期
の
許
可
を
得
て
、
つ
ぎ
に
示
す
よ
う
に
鋭
意
建
築
工
事
に
励
ん
だ
が
、
四
十
三
年
十
二
月
三
十
日
ま
で
は

竣
工
で
き
な
い
の
で
、
さ
ら
に
延
期
願
を
提
出
し
て
い
る
。

　
　
　

総
持
寺
移
転
延
期
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳳
至
郡
櫛
比
村
大
字
門
前　

曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺

当
寺
儀
神
奈
川
県
橘
樹
郡
生
見
尾
村
字
鶴
見
ヘ
移
転
ノ
御
許
可
ヲ
蒙
リ
、
右
移
転
先
キ
諸
殿
堂
建
築
準
備
ノ
為
メ
明
治
四
十
三
年
十

二
月
三
十
日
迄
移
転
延
期
ノ
御
免
許
ヲ
受
ケ
、
日
夜
工
事
ニ
精
励
シ
孜
々
汲
々
ト
シ
テ
漸
ク
法
要
・
祭
典
等
ニ
須
要
ナ
ル
建
築
ハ
竣

成
仕
候
得
共
、
一
宗
ノ
大
本
山
ト
シ
テ
ハ
猶
ホ
未
タ
其
設
備
ニ
完
タ
カ
ラ
サ
ル
ノ
点
モ
有
之
候
間
、
更
ニ
来
明
治
四
十
四
年
六
月
三

十
日
迄
移
転
延
期
ノ
御
免
許
蒙
リ
度
、
而
シ
テ
明
治
四
十
一
年
御
県
指
令
収
社
第
九
七
五
号
ノ
御
許
可
ヲ
受
ケ
候
債
務
弁
償
ノ
儀
、

前
記
移
転
ノ
期
日
マ
テ
更
ニ
延
期
御
差
許
被
下
度
、
此
段
御
願
仕
候
也

追
テ
、
本
件
御
願
仕
候
移
転
延
期
ノ
期
間
中
ト
雖
ト
モ
移
転
先
キ
諸
準
備
整
頓
シ
、
該
債
務
ヲ
償
却
シ
候
上
ハ
、
臨
時
移
転
ヲ
出

願
可
仕
候
間
、
是
レ
亦
タ
併
テ
御
承
認
置
被
下
度
願
上
候

明
治
四
十
三
年
十
二
月
廿
三
日

 

右
総
持
寺
住
職 

石
川
素
童

㊞
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能
登
国
鳳
至
郡
櫛
比
村
字
門
前

 

信
徒
総
代 

酒

井

幹

㊞

 

同
国
同
郡
同
村
同
字

 

同
上 

酒
井
嘉
右
衛
門

㊞

 

同
国
同
郡
同
村
同
字

 

同
上 

星
野

保
五
郎

印

 

東
京
市
京
橋
区
山
城
町
四
番
地

 

同
上 

森

岡

真

印

 
東
京
市
京
橋
区
銀
座
四
丁
目
拾
五
番
地

 
同
上 

林

謙
吉
郎

印

　

石
川
県
知
事　

李

家

隆

介

殿）
66
（

再
建
工
事
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
敷
地
の
整
備
は
極
め
て
困
難
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
建
築
用
材
木
の
入
手

も
大
変
だ
っ
た
。
材
木
は
飛
彈
国
加か

須す

良ら

（
岐
阜
県
大
野
郡
白
川
村
）
ヤ
リ
ト
谷
官
林
、
冲
谷
官
林
の
払
下
げ
を
受
け
、
四
十
二
年
十
二
月

こ
ろ
か
ら
翌
年
三
月
こ
ろ
ま
で
、
庄
川
（
岐
阜
県
北
部
か
ら
富
山
県
西
部
を
流
れ
富
山
湾
に
注
ぐ
）
を
利
用
し
、
新
湊
の
庄
川
河
口
に
筏
と
し

て
繫
留
し
、
高
岡
市
伏
木
港
か
ら
日
勝
丸
（
二
千
噸
）
、
浦
潮
丸
（
不
詳
）
に
よ
り
、
津
軽
海
峡
を
経
由
し
横
浜
港
に
運
輸
し
て
い
る
が
、
そ

の
後
は
鶴
見
川
を
溯
上
し
三み

　
か
と角
に
荷
下
し
て
い
る）

67
（

。
ま
た
建
設
現
場
ま
で
の
搬
入
は
、
効
率
的
に
ト
ロ
ッ
コ
利
用
が
最
適
と
し
て
、
四
十

三
年
七
月
、
佃つ
く
の野

河か

し岸
か
ら
本
山
ま
で
、
材
木
運
搬
用
ト
ロ
ッ
コ
敷
設
用
敷
地
を
買
収）

68
（

し
運
搬
し
た
の
で
、
土
木
工
事
は
一
段
と
進
捗
し

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

四
十
四
年
十
一
月
五
日
、
放
光
堂
（
山
形
県
総
穏
寺

）
69
（

本
堂
移
築
）
に
お
い
て
石
川
素
童
貫
首
御
親
修
の
も
と
、
両
祖
の
御
真
牌
を
奉
迎
し
、
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新修總持寺史（四）

移
転
遷
祖
式
が
厳
粛
に
執
行
さ
れ
た
。
伽
藍
の
造
営
整
備
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
帝
室
技
芸
員
伊
藤
平
左
衛
門
（
宮
大
工
第
一
人
者
、
九
代

目
）
で
あ
っ
た
が
、
伽
藍
の
結
構
は
日
本
建
築
学
界
の
父
と
さ
れ
た
伊
東
忠
太
（
東
京
大
学
建
築
学
科
）
の
該
博
な
知
識
に
基
づ
く
助
言
が

あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
伽
藍
の
整
備
は
移
転
遷
祖
式
が
行
わ
れ
た
放
光
堂
が
も
っ
と
も
早
く
移
築
完
成
し
て
い
る
が
、
伊
東
忠
太

の
手
帳
に
よ
る
と
仏
殿
は
さ
ら
に
早
く
か
ら
設
計
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
い
ま
主
要
な
伽
藍
の
整
備
状
況
な
ど
を
『
總
持
寺
誌
』
伽
藍
篇

「
伽
藍
造
立
記
」
に
よ
り
一
覧
に
す
る
と
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

第8表　大本山總持寺　伽藍建設過程

元号 西暦 伽藍名 坪数 備考
1 明治44 1911 放光堂 184.00 位牌堂

2 明治44 1911 伝燈院 29.25 道元・瑩山・峨山幷五院開
基の尊像安置

3 明治44 1911 跳龍室 40.50 本山貫首の居間

4 大正 4 1915 仏殿 144.00 「鎮護国家」（久邇宮邦彦親
王筆）

「常済」（大正天皇勅額）
5 大正 4 1915 鐘鼓楼 8.00 村井吉兵衛氏寄進
6 大正 4 1915 衆寮 100.00 名古屋市万松寺寄進

7 大正 4 1915 紫雲台 305.25 「紫雲台」（伏見宮貞愛親王
筆）

8 大正 4 1915 祥雲閣 159.00 二階あり、特定寺院の詰所

9 大正 4 1915 東部役寮室 156.00 監院・副監院・直歳・知庫
等の寮

10 大正 4 1915 大鐘楼 10.50 横浜市田中新七氏寄進

11 大正 4 1915 大梵鐘 鋳造師京都冶工高橋才次
郎

12 大正 4 1915 総受付 51.75 一部改造して大祖堂再建
本部に使う

13 大正 4 1915 待鳳館・大接賓 188.00 関東大震災で崩壊
14 大正 4 1915 大浴室 105.00
15 大正 9 1920 常照殿 檀信徒の霊骨安置所

16 大正 9 1920 大庫裏（香積台） 224.75 二階建、二階は150畳敷大
広間
1000人の調齋が可能

17 大正 9 1920 三松関 35.00 横浜市間宮秀次郎氏寄進
18 大正14 1925 勅使門 39.00

19 大正14 1925 西部役寮 81.00 西堂寮・後堂寮・単頭寮な
ど

20 大正14 1925 伝道館 105.00 瑩山600遠忌記念
維那寮・堂行寮など 97.50

21 昭和 8 1933 僧堂 209.25 坐禅道場
22 昭和12 1937 天真閣 150.00 三階建　参拝者利用可

23 昭和12 1937 後醍醐天皇御霊殿 後醍醐天皇600年忌記念造
営
全域300坪　入口唐門コン
クリート造
筋塀を廻らす　御真殿9坪　
拝殿16坪

24 昭和17 1942 三宝荒神殿 30.00 本山鎮守神

25 昭和38 1963 待鳳館 115.50 関東大震災で崩壊のため再
建

26 昭和40 1965 大祖堂 780.00

（境内地） （坪数）
明治36 1903 16,824 鶴見成願寺よりの寄付
明治39 1906 48,789
明治40 1907 63,285
昭和27 1952 142,980
昭和40 1965 150,000

　　参考文献　『總持寺誌』大本山總持寺
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な
お
大
梵
鐘
の
図
案
は
報
知
新
聞
（
現
読
賣
新
聞
）
の
公
募
に
よ
り
、
工
学
博
士
伊
東
忠
太
ら
が
厳
正
に
審
査
し
、
東
京
帝
国
大
学
工
科

大
学
建
築
学
科
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
渡
辺
仁
の
作
品
（
直
径
一
・
九
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
三
・
二
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
約
十
八
・
五
ト
ン
）
を
採
用

し
た
。
鋳
造
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
原
料
と
し
て
、
近
郷
か
ら
鐘
や
青
銅
製
手
鏡
な
ど
一
万
六
千
余
人
の
寄
附
を
う
け
て
い
る
が
、
勧
化
が

予
測
ど
お
り
捗
ら
な
か
っ
た
の
で
、
鋳
造
の
工
期
が
四
ヶ
月
遅
れ
る
事
態
も
発
生
し
た
が
、
鋳
造
技
師
高
橋
才
治
郎
・
西
沢
吉
太
郎
が
鋳

造
し
て
い
る
。『
驢
事
馬
事
』（
建
功
寺
蔵
）
に
よ
る
と
、
大
正
二
年
十
月
十
九
日
、
山
内
で
地
鎭
祭
（
ふ
い
ご
祭
）
を
行
い
、
鋳
工
三
十
名
に

よ
り
翌
二
十
日
午
前
十
一
時
に
鋳
込
み
、
午
後
五
時
半
に
終
了
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
鋳
造
は
失
敗
し
た
。
そ
の
原
因
は
図
案
に
問
題
が

あ
っ
た
と
の
説
も
あ
る
が
、
専
門
家
の
見
解
は
鋳
造
に
あ
た
り
中な
か
ご子
の
温
度
が
低
か
っ
た
た
め
破
損
し
、
ガ
ス
の
発
生
に
よ
り
爆
発
し
た

も
の
だ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。

翌
年
改
鋳
準
備
に
着
手
す
る
が
、
再
度
の
失
敗
は
許
さ
れ
な
い
の
で
、
大
梵
鐘
鋳
造
の
責
任
者
鈴
木
鉄
眼
は
、
そ
の
成
功
を
祈
願
し
、

三
宝
荒
神
堂
に
百
日
間
籠
り
、
ま
た
石
川
素
童
禅
師
も
一
山
の
清
衆
と
と
も
に
一
週
間
の
祈
禱
を
行
い
、
さ
ら
に
技
術
に
つ
い
て
も
研
究

し
、
素
材
も
三
回
精
錬
し
た
純
良
の
青
銅
を
用
い
、
伊
東
忠
太
監
督
の
も
と
、
鋳
造
主
任
高
橋
才
治
郎
、
職
工
長
西
沢
吉
太
郎
、
鋳
工
寺

沢
梅
吉
以
下
三
十
名
の
職
人
は
沐
浴
潔
斎
し
、
大
正
三
年
七
月
十
七
日
に
改
鋳
に
着
手
し
、
十
九
日
の
黎
明
に
完
成
し
た
。

『
佐
久
間
権
蔵
日
記
』「
大
正
三
年
七
月
十
九
日　

日
曜　

晴
（
大
正
二
年
の
日
記
は
欠
失
）
本
山
ニ
テ
昨
年
十
月
梵
鐘
鋳
造
ニ
失
敗）

70
（

セ
シ

ガ
、
昨
十
八
日
午
前
一
時
頃
ヨ
リ
再
鋳
造
を
始
メ
黎
明
頃
竣
工
セ
シ
ヨ
シ
、
昨
朝
当
停
留
処
ニ
テ
シ
レ
リ
」。
ま
た
「
七
月
二
十
三
日　

木
曜　

晴　

本
日
ハ
早
朝
（
朝
飯
前
ニ
）
ヨ
リ
本
山
ノ
荒
神
堂
ニ
坂
成
老
師
ヲ
訪
問
シ
、
又
十
八
日
ニ
鋳
造
セ
シ
大
梵
鐘
ヲ
観
覧
ス
、
該
梵

鐘
ハ
イ
ガ
タ
ノ
土
ヲ
ケ
ヅ
リ
ヲ
リ
テ
、
実
物
ハ
未
タ
ミ
エ
ヌ
ヨ
シ
」
と
あ
る
。

な
お
大
梵
鐘
銘
文
（
勅
特
賜
大
円
玄
致
禅
師
素
童
撰
、
大
内
青
巒
筆
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

大
本
山
総
持
寺
洪
鐘
銘

我
諸
嶽
山
総
持
禅
寺
自
㆔

太
祖
大
師
創
㆓

業
於
北
能
櫛
比
荘
㆒、
夙
奉
㆓

勅
旨
㆒

専
祝
㆓

国
祚
㆒

六
百
年
于
玆
矣　

明
治
三
十
一
年
四
月
祝
融
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災
諸
堂
灰
燼
於
㆑

是
有
㆚

欲
㆘

移
㆓

寺
基
於
東
武
㆒

以
随
㆗

遷
都
之
後
㆖

之
議
㆙、
三
十
八
季
五
月
予
誤
董
㆓

主
席
㆒、
乃
承
㆓

先
旨
㆒

相
㆓

地
于
城

南
鶴
見
之
高
阜
㆒

四
十
一
年
十
一
月
初
起
㆓

工
事
㆒、
事
辱
達
㆓

天
聴
㆒

無
㆑

幾
放
光
堂
先
成
仍
恭
修
㆓

仏
祖
安
座
之
儀
㆒、
実
四
十
四
年
十
一

月
五
日
也
、
爾
来
衆
僧
弁
道
雖
㆑

似
㆑

無
㆑

闕
尚
欠
㆓

洪
鐘
㆒、
衆
以
為
㆑

憾
、
乃
募
縁
醵
金
大
開
㆓

爐
鞴
㆒

大
正
二
年
十
月
二
十
日
蒲
牢
脱
㆑

範
華
鯨
伝
㆑

響
叢
林
洪
器
始
備
祖
門
典
儀
将
整
、
太
祖
之
道
自
㆑

是
復
振
、
銘
曰

　

一
音
衝
㆑

天　

万
響
動
㆑

地　

参
学
有
㆑

準　

弁
道
得
㆑

致

　

対
揚
㆓

祖
訓
㆒　

酬
㆓

報
聖
叡
㆒　

賓
主
師
檀　

俱
円
㆓

福
智
㆒

　
　
　

勅
特
賜
大
円
玄
致
禅
師
素
童
撰

　
　
　
　
　
　
　
　

執
筆
居
士 

大

内

青

巒

　
　
　
　
　
　
　
　

大
勧
進
副
寺 

伊

藤

道

海

　
　
　
　
　
　
　
　

図

案　

工
学
士 

渡

辺
　

仁

　
　
　
　
　
　
　
　

鉱
造
技
工 
髙

橋

才
次
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

技
工 
西

沢

吉
太
郎）

71
（

内
部
に
は
一
万
六
千
人
の
大
梵
鐘
鋳
造
会
員
の
名
前
が
刻
さ
れ
て
い
る
。
彫
刻
者
山
田
金
次
郎
（
名
古
屋
市
東
区
富
士
塚
町
参
丁
目
）
大
正

四
年
九
月
日
と
あ
る
。
な
お
前
に
掲
げ
た
大
本
山
總
持
寺
伽
藍
建
設
過
程
に
あ
る
よ
う
に
、
横
浜
市
田
中
新
七
寄
進
の
鐘
楼
堂
の
建
立
も

円
成
し
、
ま
た
石
川
禅
師
の
晋
山
式
を
目
前
に
し
た
十
月
三
十
一
日
、
大
梵
鐘
の
撞
初
式
が
行
わ
れ
た
。

仏
殿
の
梵
鐘
銘
に
「
わ
が
諸
嶽
山
は
明
治
四
十
年
三
月
九
日
に
官
許
を
得
て
、
寺
基
を
皇
居
に
近
い
景
勝
の
地
鶴
見
に
移
し
、
同
年
十

一
月
七
日
に
仏
殿
を
名
古
屋
に
於
い
て
起
工
し
、
先
に
完
成
し
た
放
光
堂
に
於
て
、
明
治
四
十
四
年
十
一
月
五
日
移
転
遷
祖
式
を
あ
げ
た
。

大
正
二
年
三
月
八
日
に
仏
殿
の
地
鎮
式
を
お
こ
な
い
、
十
二
月
二
十
八
日
に
立
柱
式
を
お
こ
な
っ
た
」
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。
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仏
殿
鐘
銘

京
城
之
南
、
鶴
水
之
陽
、
蔚
被
㆓

脩
林
㆒、
有
㆓

此
勝
域
㆒、
我
嶽
山
者
、
明
治
四
十
年
三
月
九
日
得
㆓

官
許
㆒、
寺
基
於
此
矣
、
十
一
月
七

日
起
㆓

工
仏
殿
於
名
古
屋
㆒、
乃
拮
据
経
営
放
光
堂
先
成
四
十
四
年
十
一
月
五
日
挙
㆓

遷
祖
大
典
㆒、
土
木
日
就
月
将
、
大
正
二
年
三
月
八

日
修
㆓

仏
殿
地
鎮
祭
㆒、
次
十
二
月
廿
八
日
修
㆓

立
柱
式
㆒

結
構
略
成
規
格
将
㆑

全
、
庶
幾
得
㆑

恢
㆓

弘
開
祖
大
師
之
家
風
㆒

乎
、
大
阪
市
天

徳
寺
素
雲
和
尚
勧
㆓

進
信
徒
吉
川
又
平
氏
㆒

寄
㆓

附
鯨
鐘
一
口
㆒

欲
㆘

懸
㆓

仏
殿
㆒

長
備
㆗

叢
林
典
器
㆖

普
資
㆓

助
家
門
覚
霊
㆒、
銘
曰

嶽
山
鶴
水　

秀
霊
此
鐘　

化
道
粤
壮　

支
派
所
宗　

伽
藍
管
轄

典
器
洪
鐘　

偉
哉
工
匠　

載
厳
載
恭　

時
処
成
就　

功
徳
無
窮

于
㆑

今
于
㆑

古　

白
雲
青
松

　
　

維
時
大
正
三
年）

72
（

勅
使
門
（
向
唐
門
）
関
係
で
は
、
明
治
四
十
三
年
三
月
、
輪
島
漆
器
職
人
蔦
屋
は
鶴
見
總
持
寺
の
本
山
祠
堂
拡
張
委
員
に
任
ぜ
ら
れ
て
い

る
が
、
勅
使
門
の
漆
工
を
務
め
、
三
月
二
十
五
日
感
謝
状
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。

な
お
『
佐
久
間
権
蔵
日
記
』
に
再
建
用
の
瓦
に
つ
い
て

明
治
四
十
三
年
十
一
月
二
日
、
本
山
建
築
瓦
土
用
の
土
と
り
の
地
面
十
三
反
の
買
収
方
を
葛
藤
よ
り
の
依
頼
。

と
あ
る
が
、
あ
る
い
は
本
山
境
内
で
焼
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

最
後
に
別
院
（
現
在
祖
院
に
改
称
）
の
再
建
工
事
は
東
京
の
大
本
山
總
持
寺
再
建
本
部
が
管
轄
し
て
い
る
が
、
門
前
に
は
別
院
建
築
事
務

所
を
設
置
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
推
進
し
た
。

明
治
四
十
年
九
月
十
三
日
、
別
院
再
建
の
起
工
式
を
挙
げ
る
。

明
治
四
十
一
年
別
院
建
築
事
務
所
総
長
に
長
谷
川
天
頴
、
書
記
星
野
保
五
郎
・
松
原
富
太
郎
を
任
命
。

寄
附
金
の
徴
集
に
つ
い
て
は
、
円
滑
に
行
う
た
め
、
各
地
域
に
祠
堂
拡
張
委
員
を
委
嘱
。
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明
治
四
十
三
年
九
月
十
二
日
別
院
太
祖
堂
落
成
。

大
正
元
年
六
月
二
十
一
日　

別
院
客
殿
の
建
前
を
行
う
。

大
正
十
五
年
九
月
十
三
日　

山
門
の
起
工
式
行
う
。

昭
和
二
十
八
年
十
月　

大
庫
裏
改
築
竣
工
。

注
記

（
1
）『
洞
谷
記
』（『
曹
洞
宗
全
書
』
宗
源
五
二
三
下
）
参
照
。

（
2
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
1
考
古
古
代
中
世
一
七
三
下
参
照
。

（
3
）
同
右
一
七
五
上
下
参
照
。

（
4
）
同
右
一
七
五
下
以
下
参
照
。

（
5
）
同
右
一
七
六
下
以
下
参
照
。

（
6
）
同
右
一
七
七
下
、
一
八
二
下
以
下
、
一
八
三
下
参
照
。

（
7
）
同
右
一
七
九
下
参
照
。

（
8
）
同
右
一
八
〇
上
参
照
。

（
9
）
同
右
一
七
七
下
参
照
。

（
10
）
同
右
一
八
四
下
参
照
。

（
11
）
同
右
一
八
六
下
以
下
参
照
。

（
12
）
同
右
一
八
八
下
参
照
。

（
13
）
同
右
一
八
七
下
参
照
。
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（
14
）『
禅
林
象
器
箋
』
五
九
頁
上
以
下
参
照
。

（
15
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
1
考
古
古
代
中
世
一
七
七
上
参
照
。

（
16
）
同
右
一
八
〇
下
以
下
参
照
。

（
17
）
同
右
一
八
五
下
参
照
。

（
18
）
同
右
一
九
六
下
参
照
。

（
19
）
同
右
一
八
七
下
参
照
。

（
20
）『
禅
林
象
器
箋
』
一
六
頁
下
参
照
。

（
21
）『
曹
洞
宗
全
書
』
清
規
九
二
三
下
参
照
。

（
22
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
三
二
下
以
下
参
照
。

（
23
）
同
右
三
四
下
以
下
参
照
。

（
24
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
1
考
古
古
代
中
世
一
八
八
上
以
下
参
照
。

（
25
）
同
右
一
八
六
下
参
照
。

（
26
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
六
三
下
参
照
。

（
27
）『
禅
林
象
器
箋
』
二
〇
頁
下
参
照
。

（
28
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
三
六
上
以
下
参
照
。

（
29
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
1
考
古
古
代
中
世
一
七
八
下
参
照
。

（
30
）
同
右
一
九
一
上
下
参
照
。

（
31
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
三
八
上
下
参
照
。

（
32
）
同
右
三
八
下
以
下
参
照
。
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（
33
）『
曹
洞
宗
全
書
』
語
録
一
・
八
八
下
参
照
。

（
34
）『
加
能
史
料
』
南
北
朝
Ⅲ
三
四
二
頁
参
照
。

（
35
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
四
一
下
参
照
。

（
36
）『
禅
林
象
器
箋
』
一
三
頁
下
参
照
。

（
37
）
同
右
一
五
頁
上
参
照
。

（
38
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
四
四
上
参
照
。

（
39
）
同
右
五
四
上
下
参
照
。

（
40
）
同
右
一
二
五
下
参
照
。

（
41
）
同
右
五
九
上
参
照
。

（
42
）『
總
持
寺
住
山
記
』
二
六
参
照
。

（
43
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
一
一
〇
上
以
下
参
照
。

（
44
）
同
右
九
三
下
参
照
。

（
45
）
同
右
九
九
上
下
参
照
。

（
46
）
同
右
九
四
下
参
照
。

（
47
）『
大
日
本
仏
教
全
書
』
一
一
〇
・
二
・
二
六
四
下
参
照
。

（
48
）
同
右
二
七
五
下
参
照
。

（
49
）『
曹
洞
宗

大
本
山
★

總
持
寺
五
院
輪
住
帳
』
二
三
一
上
参
照
。

（
50
）
同
右
二
四
五
上
参
照
。

（
51
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
一
四
四
下
参
照
。
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（
52
）『
大
本
山
総
持
寺
年
表
』
八
〇
参
照
。

（
53
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
一
〇
九
下
以
下
参
照
。

（
54
）
同
右
一
一
三
上
下
参
照
。

（
55
）『
總
持
寺
誌
』
一
〇
三
下
参
照
。

（
56
）
同
右
五
七
五
参
照
。

（
57
）『
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
九
号
所
収
参
照
。

（
58
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
一
四
五
下
以
下
参
照
。

（
59
）『
鶴
見
ヶ
丘
』
七
七
下
参
照
。

（
60
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
一
五
四
下
以
下
参
照
。

（
61
）
同
右
一
六
六
上
以
下
参
照
。

（
62
）
同
右
一
五
九
下
以
下
、
一
六
二
下
参
照
。

（
63
）『
鶴
見
ヶ
丘
』
四
二
上
以
下
参
照
。

（
64
）『
新
修
門
前
町
史
』
資
料
編
2
総
持
寺
二
五
四
上
参
照
。

（
65
）
同
右
二
五
四
上
・
下
参
照
。

（
66
）
同
右
二
五
四
下
以
下
参
照
。

（
67
）
明
治
四
十
三
年
五
月
十
一
日
暴
風
雨
の
た
め
、
大
洪
水
と
な
り
、
本
山
河
岸
（
佃
野
河
岸
）
に
置
か
れ
た
建
築
用
材
木
も
流
さ
れ
、

鶴
見
川
河
口
に
漂
流
し
た
資
材
を
拾
得
し
た
生
麦
の
内
海
兼
吉
に
六
月
五
日
、
感
謝
状
を
授
与
し
て
い
る
。

（
68
）
大
正
四
年
四
月
廿
三
日
、
吉
田
清
平
が
佐
久
間
権
蔵
宛
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
ト
ロ
ッ
コ
敷
地
代
金
を
請
求
し
て
い
る
。

拝
呈
過
日
御
拝
眉
之
節
御
話
シ
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新修總持寺史（四）

申
上
候
大
本
山
ト
ロ
ッ
コ
敷
地
の
儀
左

の
如
く
御
座
候
間
御
調
へ
の
上
地

代
金
至
急
御
送
附
被
下
度
願
上
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

早
々

　

寉
見
佃
野
〓

二
〇
三
八

二
〇
三
九
〓

番

一
田
拾
五
歩
八
合
八
勺

　

同
所
豊
岡
三
二
六
番

一
田
八
十
壱
歩
六
合　
　
　

此
分
売
却

　

同
所　

三
一
〇
番

一
田
壱
歩

　
　

大
正
四
年
四
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田
清
平

　

佐
久
間
権
蔵
殿

（
69
）
総
持
寺
は
酒
田
の
豪
商
本
間
家
五
代
光
輝
が
、
祖
父
光
丘
の
菩
提
の
た
め
寄
進
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
明
治
四
十
三
年
四
月

十
二
日
、
雨
の
中
、
深
川
善
五
郎
棟
梁
ら
に
よ
り
、
放
光
堂
の
地
形
（
じ
ぎ
ょ
う
）
を
始
む
、『
佐
久
間
権
蔵
日
記
』
に
「
明
治

四
十
三
年
四
月
十
二
日
、
放
光
堂
ノ
地
形
ハ
ジ
メ
ニ
テ
当
家
ニ
赤
飯
ノ
ヲ
リ
三
ツ
正
宗
二
合
ノ
ビ
ン
三
ツ
本
山
ヨ
リ
恵
投
ア

ル
」
と
あ
る
。

（
70
）
鋳
造
専
門
家
に
よ
る
と
、
中な
か
ご子
の
温
度
が
低
く
て
破
損
し
、
ガ
ス
が
発
生
し
、
爆
発
し
て
破
損
し
た
と
思
わ
れ
る
。

（
71
）『
鶴
見
ヶ
丘
』
八
四
上
下
参
照
。
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（
72
）
同
右
八
四
下
以
下
参
照
。

（
の
う
ど
み　

じ
ょ
う
て
ん
・
前
大
本
山
總
持
寺
宝
物
殿
館
長
）


